
継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国外由来の外来種】 現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）
会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

侵入・定着防止外来種（未定着）

侵入予防外来種（まだ侵入していない種）

継続 1 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物 ジャワマングース Herpestes javanicus Ⅰ ○ - ○ - ◎ - ○ 〇 - - ○ - - 東南アジア原産 -

森林、草地、農
地などに生息す
る

利用に関する情報は得られなかっ
た。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

日本に定着しているマングースは本
種であると考えられていたが、調査
の結果、フイリマングースとして別種
として扱うこととなった。生態的特徴
等はフイリマングースとほぼ同じであ
り、定着すれば同様の影響を生じさ
せると考えられる。

①特定外来、②
W100：IUCN、日
本、③GISD、④
各県（沖縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)
Veron et al.(2007)

近縁種のフイリマングースは防除事例あり。 -
感染症法の輸入届出対
象動物

定着防止外来種（侵入はしているが定着していない種）

継続 2 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 カニクイザル Macaca fascicularis Ⅰ,Ⅳ ○ - ○ ◎ ○ - ○ ◎ - - ○ - -

東南アジア原
産。パラオ、
モーリシャス、
サモア等の島嶼
に外来種として
定着。

千葉県房総半
島でかつて野生
化し、ニホンザ
ルと交雑してい
た可能性が指
摘されている。

森林、マング
ローブ等に生息

かつて千葉県勝浦市の公園で飼育
されていた。学術研究用等で許可を
受けた個体が飼養されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

伊豆諸島地内島に放されて野生化し
たが消滅した。鳥類の卵やヒナを捕
食し、生態系に影響を及ぼすおそれ
がある。

①特定外来、②
IUCN、③GISD、
④各県（沖縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

https://www.iucngisd.org/gisd/speciesname
/Macaca+fascicularis

-
感染症法により輸入禁
止

Bウイルス病、黄
熱

新規（候
補）

3 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物

タイワンザル×ニホンザ
ル

Macaca cyclopis ×Macaca
fuscata

Ⅰ,Ⅲ ○ - ○ ◎ ○ - ○ ◎ ○ - ◎ - - - -
平地から高山の
森林

利用に関する情報は得られなかっ
た。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

かつて、下北半島や和歌山県に定着
していたが、現在は根絶。

①特定外来、②
日本、④各県
（多数）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

白井啓・川本芳（2011）タイワンザルとアカゲ
ザル 交雑回避のための根絶計画. 日本の
外来哺乳類（山田文雄・池田透・小倉剛 編）
p169-202. 東京大学出版会
和歌山におけるタイワンザルの群れ根絶の
達成
https://www.jstage.jst.go.jp/article/primate/
34/0/34_41_3/_pdf/-char/ja

-
感染症法により輸入禁
止

Bウイルス病、黄
熱

継続 4 未定着
定着防
止外来
種

リスザル Saimiri sciureus Ⅰ ○ - - - ○ - - ○ - - - - -

南米原産（外来
種としてフロリダ
やカリブ海諸
島）

静岡県伊豆地
域で脱柵個体
が確認されたこ
とがある。

森林に生息
40～100万円程度で販売されてい
る。多数の動物園で飼育されてい
る。実験動物として飼育されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

フロリダ州では導入された個体群が
定着しており、植物や小動物を捕食
している。

①要注意、④各
県（静岡県、沖
縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -
感染症法により輸入禁
止

エルシニア症、トキ
ソプラズマ症

継続 5 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物

フクロギツネ Trichosurus vulpecula Ⅰ ○ - - - ◎ - - ○ - - ○ - -

オーストラリア
原産（外来種と
してニュージー
ランド）

-
市街地から森林
まで幅広く生息
する

多摩動物園で飼育されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

ニュージーランドでは本種により植生
の改変や鳥類への食害影響等が見
られている。

①特定外来、②
IUCN、③GISD、
④各県（北海
道、沖縄県)

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -
感染症法の輸入届出対
象動物

ウシ結核

継続 6 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 トウブハイイロリス Sciurus carolinensis Ⅰ ○ - ◎ - ○ - ○ ○ - - ○ - - 北米原産 -

森林、公園、市
街地

かつて動物園で飼育されていた。野
外への導入や定着事例は無い。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

ヨーロッパ各地で定着しており、感染
症（パラポックスウイルス感染症）の
伝播等により在来種を減少させてい
る。

①特定外来、②
IUCN、③GISD、
④各県（北海
道、沖縄県)

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -
感染症法の輸入届出対
象動物

継続 7 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 タイリクモモンガ Pteromys volans Ⅰ ○ - ◎ ◎ ○ - ○ ○ - - - - -

ロシア、中国、
朝鮮半島など

- 森林に生息

かつてはペットとして飼養されていた
が、現在は特定外来生物に指定され
ており、輸入・飼養が規制されてい
る。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

北海道に定着した場合には在来亜
種のエゾモモンガとの交雑のおそれ
がある。

①特定、④各県
（北海道、沖縄
県)

自然環境研究セン
ター（編著）(2009)

- -
感染症法の輸入届出対
象動物

レプトスピラ症

新規（候
補）

6 未定着
定着防
止外来
種

ポリネシアネズミ Rattus exulans Ⅰ,Ⅲ ○ - ○ - ◎ - ○ ○ - - ○ - - 東南アジア原産

かつて宮古島で
標本が採取され
ているが、その
後確認されてい
ない。

住宅地から森林
まで幅広く生息
する

利用に関する情報は得られなかっ
た。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

同属のドブネズミやクマネズミに比べ
て小型だが、ニュージーランドでは海
鳥類やトカゲ類を食害し、生態系影
響を及ぼしていることが知られてい
る。

③GISD Ohdachi et al,（2015） - -
感染症法の輸入届出対
象動物

Q熱、咬鼠症等

継続 9 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 シママングース Mungos mungos Ⅰ ○ - ○ - ◎ - ○ ○ - - ○ - - アフリカ原産 -

サバンナや森
林、集落周辺に
生息する

利用に関する情報は得られなかっ
た。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

在来の地表性昆虫類を中心に捕食
し得る。養鶏被害や農作物への被害
のおそれがある。

①特定、④各県
（沖縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -
感染症法の輸入届出対
象動物

継続 10 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 カニクイアライグマ Procyon cancrivorus Ⅰ,Ⅳ ○ - ○ - ◎ - ○ ○ ○ ○ ○ - - 中南米原産 -

森林に生息し、
特に水辺の森林
を好む

アライグマに混入してペットとして輸
入された可能性もあるが、実態は不
明。現在は特定外来生物に指定さ
れ、輸入・飼養等が規制されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

アライグマと同様に、在来生物に対
する競合・捕食・感染症の伝播、農業
被害などの可能性がある。

①特定外来、④
各県（北海道,滋
賀県,沖縄県)

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -
感染症法の輸入届出対
象動物

アライグマ回虫

継続 11 未定着
定着防
止外来
種

フェレット Mustela furo Ⅰ ○ ◎ ○ - ○ - ○ ○ - - - ◎ -

ヨーロッパケナ
ガイタチ
Mustela
putorius  を家畜
化したもの。米
国、オーストラリ
ア、ニュージー
ランドなどで野
生化し定着して
いる。

-
森林、草地、河
川敷、都市など
に生息する

5～6万円でペットとして販売されてい
る。
北海道動物の愛護及び管理に関す
る条例で特定移入動物に指定されて
おり、飼養には届出が必要。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

ニュージーランドでは鳥類などの在
来生物の存続を脅かしている。

①要注意、③
GISD、④各県
（北海道,千葉県,
沖縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

https://www.iucngisd.org/gisd/speciesname
/Mustela+furo#

-
感染症法の輸入届出対
象動物

エルシニア症、サ
ルモネラ症、皮膚
糸状菌症

継続 12 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物

シカ属（サンバー、タイワ
ンジカ、アカシカ、国内産
ニホンジカを除く）

Cervus spp. Ⅰ ○ ◎ ◎ - ○ ○ - - ○ - -
北半球に広く生
息する。

-
森林、草地に生
息する

狩猟対象として本来の生息地外に人
為的に導入されることがあった。展
示動物として飼育されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

和歌山県友ヶ島および大阪府岬町
に定着している個体群はタイワンジ
カ、サンバー、アカシカの交雑個体
である。IUCNのワースト100対象種は
アカシカである。

①特定外来、②
IUCN、③GISD、
④各県（沖縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

友ヶ島におけるタイワンジカ交雑種防除計画
策定事業
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activit
y/local_gov/hozen/r3images/185_r3wakayam
a-taiwanjika.pdf

-

家畜伝染病予防法によ
る検疫対象動物
鳥獣保護管理法の狩猟
鳥獣（ニホンジカ、エゾ
シカ）

日本紅斑熱、ツツ
ガムシ病、肺吸虫
症、E型肝炎、ライ
ム病

新規（候
補）

13 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 サンバー Cervus unicolor Ⅰ ○ ○ ○ ◎ ○ - - ○ - - - ○ -

インド、スリラン
カ、中国南部、
台湾、東南アジ
ア

- 森林に生息する 鹿牧場で飼育されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

動物園、養鹿場での飼育が確認され
ている。和歌山県友ヶ島および大阪
府岬町周辺に、本種とタイワンジカ、
アカシカおよびニホンジカの交雑個
体が野生化している。

①特定外来

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
Matsumoto et
al.(2015)、宮崎・丹治
（2016）

- -

新規（候
補）

14 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 タイワンジカ Cervus nippon taiouanus Ⅰ ○ ○ ○ ◎ ○ - - ○ - - - ○ - 台湾 - 森林に生息する 鹿牧場で飼育されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

動物園、養鹿場での飼育が確認され
ている。和歌山県友ヶ島および大阪
府岬町周辺に、本種とサンバー、ア
カシカおよびニホンジカの交雑個体
が野生化している。

①特定外来

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
Matsumoto et
al.(2015)、宮崎・丹治
（2016）

- -

新規（候
補）

15 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 アカシカ Cervus elaphus Ⅰ ○ ○ ○ ◎ ○ - - ○ - - - ○ -

ヨーロッパ、北
アフリカ

-
森林に生息す
る。

鹿牧場で飼育されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

動物園、養鹿場での飼育が確認され
ている。和歌山県友ヶ島および大阪
府岬町周辺に、本種とサンバー、タイ
ワンジカおよびニホンジカの交雑個
体が野生化している。

①特定外来、②
IUCN、

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
Matsumoto et
al.(2015)、宮崎・丹治
（2016）

- -

継続 16 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物

アキシスジカ（アクシスジ
カ）属

Axis spp. Ⅰ,Ⅳ ○ - ○ 〇 ◎ - 〇 〇 - - ○ - -

インド、スリラン
カ原産。東ヨー
ロッパ、北米、
南米、ニューギ
ニア等に侵入。

-
森林、草原など
に生息する

東山動物園など複数の動物園で飼
育されている。特定外来生物に指定
され、輸入・飼養等が規制されてい
る。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

ニホンジカとの競合・交雑の可能性
が指摘されている。本属には計4種
が含まれる。

①要注意、③
GISD、④各県
（沖縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

一部の種、亜種はワシ
ントン条約付属書掲載
感染症法の輸入届出対
象動物

継続 17 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ダマシカ属 Dama spp. Ⅰ,Ⅳ ○ - ○ ◎ ◎ - 〇 〇 - - ○ - -

ヨーロッパ、西
アジア原産
南北アメリカ、
オーストラリア、
アフリカなどに
導入され定着し
ている。

-
森林、草原など
に生息する

平川動物公園など複数の動物園で
飼育されている。

ニホンジカと交雑するおそれがある。
①要注意、③
GISD、④各県
（沖縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

https://www.iucngisd.org/gisd/speciesname
/Dama+dama#

-

一部の種、亜種はワシ
ントン条約付属書掲載
感染症法の輸入届出対
象動物

継続 18 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 シフゾウ Elaphulrs davidlanus Ⅰ,Ⅳ ○ - - ◎ - - 〇 〇 - - - - -

中国原産だが
野生個体群は
絶滅。

- 沼地、湿地など
多摩動物園など複数の動物園で飼
育されている。

野生の個体群は絶滅した国際的な
希少動物で、動物園で飼育されてい
るのみ。現状では野外に逸出する可
能性は低い。飼育下ではシカ属との
交雑例が報告されている。

①要注意、④各
県（沖縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -
感染症法の輸入届出対
象動物

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

継続 19
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②
特定外
来生物

ハリネズミ属（アムールハ
リネズミ、マンシュウハリ
ネズミなど）

Erinaceus spp. Ⅰ - - ○ - - ○ ○ - - - -
ユーラシア大陸
北部原産

静岡県、神奈川
県

草地、農地、森
林、湿地など

ペットとして飼養されていた。現在は
特定外来生物に指定され輸入・飼養
は規制されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

栃木県真岡市では個体群がほぼ消
滅した。伊豆半島では分布が拡大傾
向にある。地上営巣性鳥類への悪影
響が指摘されている。

①特定外来、④
各県（北海道、
静岡県、沖縄
県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

鉄谷ら（2020）
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjwrs/45
/0/45_1/_pdf/-char/ja

-
感染症法の輸入届出対
象動物

サルモネラ症

関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等検討区分 No 定着段階 カテゴリ

対策優先度の
要件

特定外
来生物

防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項
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生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考 抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け

評価項目

継続 20
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①③④
特定外
来生物 タイワンザル Macaca cyclopis Ⅰ,Ⅲ ○ ◎ ○ - ○ ◎ ○ - ◎ - - 台湾原産

伊豆大島（下北
半島、和歌山県
では根絶）

平地から高山の
森林

とべ動物園などで飼育されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

かつて、下北半島や和歌山県でニホ
ンザルとの交雑が生じた。カンキツ類
や、イモ類などに農業被害を発生さ
せている。

①特定外来、②
日本、④各県
（多数）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

白井啓・川本芳（2011）タイワンザルとアカゲ
ザル 交雑回避のための根絶計画. 日本の
外来哺乳類（山田文雄・池田透・小倉剛 編）
p169-202. 東京大学出版会
和歌山におけるタイワンザルの群れ根絶の
達成
https://www.jstage.jst.go.jp/article/primate/
34/0/34_41_3/_pdf/-char/ja

-
感染症法により輸入禁
止

Bウイルス病、黄
熱

継続 21
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①③④
特定外
来生物

アカゲザル Macaca muratta Ⅰ,Ⅲ ○ ◎ ○ - ○ ◎ - - ◎ - -
南アジア・東南
アジア原産

房総半島
森林や農地に生
息

井の頭自然文化園などで飼育されて
いる。房総半島で野生化した個体群
は観光施設で飼育されていた個体に
由来する。

房総半島ではニホンザルとの交雑が
進んでおり、純系のニホンザル個体
群の絶滅の恐れが生じている。農業
被害も見られる。

①特定外来、③
GISD、④各県
（多数）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

千葉県（2021）第2次千葉県アカゲザル防除
実施計画.
白井啓・川本芳（2011）タイワンザルとアカゲ
ザル 交雑回避のための根絶計画. 日本の
外来哺乳類（山田文雄・池田透・小倉剛 編）
p169-202. 東京大学出版会

千葉県（2021）第2次千葉県アカゲザル防除
実施計画.

感染症法により輸入禁
止

Bウイルス病、黄
熱

新規（候
補）

22
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①③④
特定外
来生物 アカゲザル×ニホンザル

Macaca muratta　 ×
Macaca fuscat

Ⅰ,Ⅲ ○ ◎ ○ - ○ ◎ - - ◎ - - - 房総半島
森林や農地に生
息

房総半島ではニホンザルとの交雑が
進んでおり、純系のニホンザル個体
群の絶滅の恐れが生じている。農業
被害も見られる。

①特定外来
自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

千葉県（2021）第2次千葉県アカゲザル防除
実施計画.
白井啓・川本芳（2011）タイワンザルとアカゲ
ザル 交雑回避のための根絶計画. 日本の
外来哺乳類（山田文雄・池田透・小倉剛 編）
p169-202. 東京大学出版会

千葉県（2021）第2次千葉県アカゲザル防除
実施計画.

感染症法により輸入禁
止

Bウイルス病、黄
熱

継続 23
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①
特定外
来生物 キタリス Sciurus vulgaris Ⅰ ○ ◎ ○ - ○ ○ - - ○ - -

ロシア、中国な
ど

東京都、埼玉県
の狭山丘陵

森林に生息する
かつてペットとして販売されていた
が、現在は特定外来生物に指定さ
れ、輸入・飼養は規制されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

東京都、埼玉県の狭山丘陵に定着し
た個体群は、環境省の防除により根
絶に近い状態になっている。エゾリス
は本種の亜種であり、交雑が懸念さ
れる。本州以南ではニホンリスとの
競合が懸念される。
ペスト等感染症や、ダニによる回帰
熱の媒介。

①特定外来、④
各県（北海道、
沖縄県)

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

田村（2017）狭山丘陵に生息する特定外来
生物キタリスの早期対策の試み
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mammali
anscience/57/2/57_367/_article/-char/ja/

-
感染症法の輸入届出対
象動物

継続 24
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②④
特定外
来生物

クリハラリス（タイワンリ
ス）

Callosciurus erythraecus Ⅰ,Ⅲ ○ - ○ - ○ ○ - - ◎ - -

台湾、中国、東
南アジア原産。
アルゼンチン、
ヨーロッパに導
入され、定着し
ている。

東京都、神奈川
県、静岡県、岐
阜県、大阪府、
兵庫県、和歌山
県、長崎県、大
分県、熊本県

森林、竹林、市
街地、農地に生
息する。

かつてはペットや展示動物として飼
養されていたが、現在は特定外来生
物に指定され、輸入・飼養は規制さ
れている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

在来種のニホンリスとの競合が懸念
されている。カンキツ類、キノコ類、ツ
バキ等への農業被害、電線の切断
等の生活被害を生じさせている。宇
土半島、大分県高島の個体群は根
絶に近い状態である。伊豆半島、神
奈川県、浜松市などでは分布が拡大
傾向にある。

①特定外来、④
各県（滋賀県,京
都府,静岡県,沖
縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

安田（2017）九州に定着した特定外来生物ク
リハラリスの由来と防除
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjwrs/42
/0/42_49/_pdf

安田ほか（2024）クリハラリス防除マニュアル
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mammali
anscience/64/1/64_89/_pdf/-char/ja

感染症法の輸入届出対
象動物
鳥獣保護管理法の狩猟
鳥獣

ライム病

継続 25
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②④
特定外
来生物 フィンレイソンリス Callosciurus finlaysonii Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ ○ - ○ - ○ ○ - - ○ - -

東南アジア原
産。イタリアなど
に導入され定着
している。

静岡県浜松市
にクリハラリスと
の交雑個体が
定着している

森林、草地、農
地、市街地に生
息する

かつてペットとして販売されていた
が、現在は特定外来生物に指定さ
れ、輸入・飼養は規制されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

生態等はクリハラリスとほぼ同様で
あり、在来種のニホンリスとの競合
や、農業被害の発生が懸念される。
浜松市がクリハラリスと共に防除を
実施している。

①特定、④各県
（静岡県,沖縄
県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

浜松市 クリハラリス
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kan
kyou/lis/kurihararisu.html

安田ほか（2024）クリハラリス防除マニュアル
https://www.jstage.jst.go.jp/article/mammali
anscience/64/1/64_89/_pdf/-char/ja

感染症法の輸入届出対
象動物
鳥獣保護管理法の狩猟
鳥獣

ライム病

継続 26
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②
シマリス（チョウセンシマリ
ス）

Tamias sibiricus Ⅰ ○ ○ ○ - ○ ○ - - - ○ -

ロシア、中国、
朝鮮半島原産。
ヨーロッパに導
入されて定着し
ている。

北海道、新潟
県、山梨県、岐
阜県

森林や公園に生
息する

ペットとして大量に飼養されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

北海道札幌市周辺でかつて放獣さ
れ、在来のシマリスとの交雑が確認
されている。

①要注意、③
GISD、④各県
（北海道,滋賀県,
沖縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

感染症法の輸入届出対
象動物
鳥獣保護法により，北
海道以外では狩猟獣指
定．北海道はシマリス捕
獲禁止区域指定（在来
のエゾシマリスの混獲
の可能性があるため）

サルモネラ症

継続 27
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①④
特定外
来生物 マスクラット Ondatra ziberhicus Ⅰ - - ○ - ○ ○ - - ○ - -

北米原産。ヨー
ロッパ、アジア
に導入され、定
着している。

埼玉県、千葉
県、東京都

河川周辺、湿
地、沼地、水田

かつて毛皮を目的として飼養されて
いたが、現在は特定外来生物に指
定されており、輸入・飼養は規制され
ている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

江戸川流域の東京都葛飾区水元公
園、千葉県市川市行徳鳥獣保護区，
埼玉県東部に生息し、レンコンなど
への被害が見られる。ヨーロッパで
は食害による水生植物の消失、営巣
による堤防の破壊などが知られてい
る。

①特定外来、③
GISD、④各県
（千葉県、沖縄
県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

水元小合溜特定外来生物等防除の取り組
み
https://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projec
ts/default_project/_page_/001/024/035/04t
okuteigairai.pdf

-
感染症法の輸入届出対
象動物

野兎病、オムスク
出血熱、シアルジ
ア症

継続 28
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③④ ドブネズミ Rattus norvegicus Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ ○ - ◎ - ○ ○ ◎ - ◎ - -
中央アジア原産
（汎世界分布）

島嶼も含めほぼ
日本全国

都市部から森林
まで幅広い環境
に生息する

実験動物として系統化された品種が
利用されている。ペット用に系統化さ
れたファンシーラットがペットショップ
で販売されている。

-

世界遺産地域の小笠原、奄美・琉球
などに定着している。海鳥の集団繁
殖地である天売島や足島などで、鳥
類に被害を生じている。北海道のユ
ルリ・モユルリ島では根絶に成功して
いる。

③GISD、④各県
（多数）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

国指定ユルリ・モユルリ鳥獣保護区保全事
業実施結果
https://hokkaido.env.go.jp/kushiro/content/
900144511.pdf

東京都保健医療局
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kan
kyo/eisei/yomimono/nezukon/nezumi/boujo
shishin.files/kihon.pdf

感染症法の輸入届出対
象動物
鳥獣保護管理法の捕獲
許可対象外

人獣共通感染症を
含む病原体の媒
介（E型肝炎、リン
パ球性脈絡髄膜
炎、Q熱、鼠咬症、
レプトスビラ症、広
東住血線虫症 な
ど）

継続 29
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③④ クマネズミ Rattus rattus Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ ○ - ◎ - ○ ○ ◎ - ◎ - -
東南アジア原産
（汎世界分布）

島嶼も含めほぼ
日本全国

都市部から森林
まで幅広い環境
に生息する

ペットや実験動物としての利用は知
られていない。

-

世界遺産地域の小笠原、奄美・琉球
などに定着している。海鳥の集団繁
殖地である伊豆鳥島や小笠原諸島
などで、鳥類や陸産貝類に被害を生
じている。小笠原島の聟島などでは
根絶に成功している。

③GISD、④各県
（多数）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

小笠原におけるネズミ類の根絶とその生態
系に与える影響
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&
esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis6
K_HnbOJAxXYrlYBHSmmOFQQFnoECBIQA
Q&url=https%3A%2F%2Fwww.airies.or.jp%2Fat
tach.php%2F6a6f75726e616c5f31342d316a70
6e%2Fsave%2F0%2F0%2F14_1-
14.pdf&usg=AOvVaw3wREpQY_rxJteJgdx0tI
w8&opi=89978449
東京都の取組 - 外来種対策 -ネズミ駆除
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/07ogas
awara/nature/grapple_muridae.html

東京都保健医療局
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kan
kyo/eisei/yomimono/nezukon/nezumi/boujo
shishin.files/kihon.pdf

感染症法の輸入届出対
象動物
鳥獣保護管理法の捕獲
許可対象外

人獣共通感染症を
含む病原体の媒
介（E型肝炎、リン
パ球性脈絡髄膜
炎、Q熱、鼠咬症、
レプトスビラ症、広
東住血線虫症 な
ど）

継続 30
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③④ ハツカネズミ Mus musculus Ⅰ,Ⅲ ○ - ○ - ○ ○ ◎ - ◎ - -

原産地はユーラ
シア大陸だが詳
細は不明。移入
されて汎世界的
に分布してい
る。

島嶼も含めほぼ
日本全国

都市部や農村地
域に多いが、森
林や草地など幅
広い環境に生息
する。

実験動物として系統化された品種が
利用されている。ペット用に系統化さ
れたファンシーマウスがペットショッ
プで販売されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

世界遺産地域の小笠原、奄美・琉球
などに定着している。海外では鳥類
への食害等が知られている。

②IUCN、③
GISD、④各県
（北海道,千葉県,
静岡県,滋賀県,
鹿児島県,沖縄
県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

小笠原諸島の弟島ではクマネズミと共に防
除が実施された。海外では島嶼からの根絶
事例がある。
https://www.iucngisd.org/gisd/speciesname
/Mus+musculus

-

感染症法の輸入届出対
象動物
鳥獣保護管理法の捕獲
許可対象外

ハンタウイルス感
染症

継続 31
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③④
特定外
来生物 ヌートリア Myocastor coypus Ⅰ - - ○ - ○ ○ ○ - ◎ - - 南米原産

静岡県以西の
本州および四国
の一部

河川、湖、沼沢
地、水田

かつては毛皮を目的として飼養され
ていたが、現在は特定外来生物に指
定され、輸入・飼養は規制されてい
る。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

瀬戸内海国立公園内に定着
兵庫県加西市のため池にて水生植
物群落を壊滅。ベッコウトンボの減少
の原因となった。
二枚貝を捕食することでタナゴ類の
繁殖に影響を及ぼす。

①特定外来、②
IUCN・日本、③
GISD、④各県
（滋賀県ほか）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

神戸市（2021）神戸市ヌートリア防除実施計
画
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/8314
/nutoria-boujo2021.pdf

関西広域連合（2017）行政担当者向けヌート
リア防除マニュアル
https://www.kouiki-
kansai.jp/material/files/group/10/nutoriabou
jo.pdf

狂犬病予防法の検疫対
象動物
鳥獣保護管理法の狩猟
鳥獣

ヌートリア糞線虫
症

継続 32
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

① カイウサギ（アナウサギ） Oryctolagus cuniculus Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ ○ - ○ - ○ ○ ○ - ○ ◎ -

ヨーロッパのイ
ベリア半島およ
びアフリカ北西
部。ヨーロッパ
全域、オースト
ラリアなどに導
入され定着。

渡島大島・小島
（北海道）、浮島
（千葉県）、地内
島（東京都）、松
島（兵庫県）、茂
床島（岡山県）、
大久野島（広島
県）、羽佐島（香
川県）、家島（鹿
児島県）、屋那
覇島（沖縄県）
に分布
七ツ島大島（石
川県）では根絶

草地や森林に生
息する

ペットとして多数が販売、飼育されて
いる。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

石川県七ツ島大島では食害による植
生破壊や海鳥の繁殖攪乱が生じた
ため、防除が実施され根絶に成功し
ている。大久野島では環境省がカイ
ウサギの適正な管理に関する検討を
進めている。

②IUCN・日本、
③GISD、④各県
（北海道,千葉県,
鹿児島県,沖縄
県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

国指定七ツ島鳥獣保護区（石川県輪島市の
離島）内におけるアナウサギの根絶について
～積極的駆除対策を実施してアナウサギの
根絶を達成した日本国内初の事業～
https://chubu.env.go.jp/pre_2019/post_44.ht
ml

-
家畜伝染病予防法によ
る検疫対象動物

野兎病、ウイルス
性出血熱

継続 33
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③
ノネコ（イエネコの野生化
したもの）

Felis catus Ⅰ,Ⅱ ○ ○ ◎ - ○ ○ - - - ○ -

中東原産のリビ
アヤマネコを家
畜化。汎世界的
に分布。

日本全国に分
布

森林、草地、農
地、市街地に生
息する

ペットとして大量に飼育、販売されて
いる。

人の管理下にあるネ
コについて、逸出に
は十分な注意を払
い、放逐を厳に慎む
べき。

在来ヤマネコのいる対馬、西表島で
は感染症の伝播の可能性が指摘さ
れ、実際にツシマヤマネコへのFIVの
感染が確認されている。奄美大島に
おけるアマミノクロウサギ、沖縄島や
んばる地域におけるヤンバルクイナ
やノグチゲラ等国内希少野生動植物
種を含む希少種の捕食が確認されて
いる。
御蔵島ではオオミズナギドリを捕食
し、被害を与えていることが確認され
ている。小笠原諸島、御蔵島、奄美
大島、徳之島などで対策が実施され
ている。

②IUCN・日本、
③GISD、④各県
（北海道,千葉県,
静岡県,滋賀県,
鹿児島県,沖縄
県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

奄美大島における生態系保全のためのノネ
コ管理計画
https://www.city.amami.lg.jp/kankyo/docum
ents/kanrikeikaku.pdf

-

狂犬病予防法の検疫対
象動物
感染症法の輸入届出対
象動物
鳥獣保護管理法の狩猟
鳥獣

トキソプラズマ症、
レプトスピラ症、リ
ステリア症、カンピ
ロバクター症、パ
スツレラ症、皮膚
糸状菌症、ネコ回
虫症、猫ひっかき
病、Q熱、SFTS

2



生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考 抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け

評価項目

継続 34
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③
ノイヌ（イヌの野生化した
もの）

Canis familiaris Ⅰ - - ◎ - ○ ○ - - - - -

原種であるオオ
カミは北半球に
広く分布してい
る。家畜化され
たイヌは汎世界
的に分布。

日本全国に分
布

都市近郊に多く
みられるが、森
林内にも生息す
る

ペットとして大量に飼育、販売されて
いる。

人の管理下にあるイ
ヌについて、逸出に
は十分な注意を払
い、放逐を厳に慎む
べき。

奄美大島ではアマミノクロウサギ、ア
マミトゲネズミ、ケナガネズミが、沖縄
島ではヤンバルクイナ、ケナガネズミ
が捕食されていることが確認されて
いる。

③GISD、④各県
（北海道,千葉県,
静岡県,滋賀県,
鹿児島県,沖縄
県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

狂犬病予防法に基づいて野良犬の捕獲が
実施されている
川崎市における動物行政の方向性と 動物
愛護センターのあり方
https://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/
contents/0000064/64659/3arikata.pdf

-

狂犬病予防法の輸入禁
止動物
鳥獣保護管理法の狩猟
鳥獣

狂犬病、レプトスピ
ラ症、パスツレラ
症、カプノサイト
ファーガ・カニモル
サス感染症、コリ
ネバクテリウム・ウ
ルセランス感染
症、ブルセラ症、リ
ステリア症、サル
モネラ症、カンピロ
バクター症、エル
シニア・エンテロコ
リティカ感染症、仮
性結核、皮膚糸状
菌症、トキソプラス
マ症、回虫幼虫移
行症、Q熱、エキノ
コックス症、SFTS

継続 35
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②③④
特定外
来生物 フイリマングース Herpestes auropunctatus Ⅰ,Ⅱ ○ - ◎ - ○ ○ ◎ - ◎ - -

中東、南アジ
ア、東南アジ
ア、中国南部等
原産。

沖縄島（奄美大
島は根絶、鹿児
島県本土部は
おそらく根絶）

森林、草地、農
地、市街地に生
息する

かつてハブ及び野鼠を防除する目
的で輸入、放逐された。展示動物と
しても飼育されていたが、現在は特
定外来生物に指定され、輸入・飼養
は規制されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

奄美大島では2024年に根絶が宣言
されたが、沖縄島北部の世界自然遺
産地域には依然として生息が確認さ
れている。アマミトゲネズミ、ケナガネ
ズミ、アマミノクロウサギ等に食害影
響を及ぼしている。

①特定外来、④
各県（鹿児島県,
沖縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

奄美大島における特定外来生物フイリマン
グースの根絶の宣言について
https://www.env.go.jp/press/press_03661.ht
ml

野生鳥獣被害防止マニュアル－アライグマ、
ヌートリア、キョン、マングース、タイワンリス
(特定外来生物編）－平成22年3月版
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/hig
ai/manyuaru/old_manual/old_manual.html#o7

感染症法の輸入届出対
象動物

レプトスピラ症

継続 36
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③④
特定外
来生物 アメリカミンク（ミンク） Mustela vison Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ ○ - ◎ - ○ ○ ◎ - ◎ - -

北米原産。中
国、ヨーロッパ
に導入されて定
着している。

北海道、宮城
県、福島県、群
馬県、長野県

河川や湖沼周辺
の森林や草地

かつては毛皮を目的として飼養され
ていたが、現在は特定外来生物に指
定され、輸入・飼養は規制されてい
る。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

世界自然遺産地域の知床などに定
着している。サンショウウオ類や鳥
類、小型哺乳類の捕食が懸念され
る。また在来のイタチ類に競合による
影響を及ぼす可能性がある。

①特定外来、③
GISD、④各県
（北海道、沖縄）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

北海道におけるアメリカミンク防除実施計画
書
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/1/0/4/6/
2/4/3/7/_/bouzyo2.pdf

-
感染症法の輸入届出対
象動物
鳥獣保護管理法の狩猟
鳥獣

新型コロナウイル
ス感染症

継続 37
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③④
特定外
来外来 アライグマ Procyon lotor Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ ○ - ◎ - - ○ ◎ ○ ◎ - - 北中米原産

北海道、本州、
四国、九州

都市部から森
林・湿地帯まで
の水辺に生息．
巣は木のうろや
岩穴，人家や畜
舎．

ペットとして飼養されていた。現在は
特定外来生物に指定され、輸入・飼
養等が規制されているが、展示用等
で許可を受けた個体が飼養されてい
る。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

世界自然遺産地域の知床などに定
着している。北海道ではニホンザリガ
ニやエゾサンショウウオの食害、サ
ギ類のコロニーの消失などの生態系
影響を生じている。本州でも二枚貝
の捕食を通じたタナゴ類への影響
や、イシガメ、サンショウウオ類、カエ
ル類の捕食等が見られている。

①特定外来、②
W100、④各県
（千葉県、沖縄
県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

市町村ができる特定外来生物アライグマの
捕獲強化対策－北海道新十津川町の事例
https://www.jstage.jst.go.jp/article/hozen/a
dvpub/0/advpub_2310/_article/-char/ja/
野生鳥獣被害防止マニュアル－アライグマ、
ヌートリア、キョン、マングース、タイワンリス
(特定外来生物編）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/hig
ai/manyuaru/6_old_manual.html#o8

アライグマ防除の手引き
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control
/files/manual_racoon.pdf
北海道アライグマ捕獲プログラム
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/alien
/araiguma/araiguma_top.html

狂犬病予防法の検疫対
象動物
鳥獣保護管理法の狩猟
鳥獣

人獣共通感染症を
含む病原体の媒
介（狂犬病，ジステ
ンパー，アライグマ
糞線虫
Stronglyloides
procyonis，アライ
グマ蛔虫
Baylisascaris
procyonis，インフ
ルエンザ，日本脳
炎，レプトスピラ，
紅斑熱群リケッチ
ア，サルモネラ な
ど）

継続 38
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③④ ハクビシン Pagma larvata Ⅰ,Ⅲ ○ - ◎ - ○ ○ ◎ - ◎ - -
台湾、中国、東
南アジア原産

本州、四国
都市部から森林
まで幅広い環境
に生息する

20世紀前半には毛皮用として輸入さ
れていた。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

農業被害や家屋への侵入が問題に
なっている。世界自然遺産地域の白
神山地などに定着している。タヌキ、
キツネ、テンなどの在来種に競合に
よる影響を及ぼす可能性がある。

④各県（北海道,
青森県,静岡県,
滋賀県,鹿児島
県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

栃木県アライグマ・ハクビシン防除実施計画
https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/document
s/02_tochigiarahakuplan.pdf

野生鳥獣被害防止マニュアル-アライグマ、
ハクビシン、タヌキ、アナグマ-（中型獣類編）
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/hig
ai/manyuaru/manual_tyuugata_jyuurui/tyuug
ata_jyuurui.html

鳥獣保護管理法の狩猟
鳥獣
感染症法により輸入禁
止動物に指定されてい
る

重症急性呼吸器
症候群(SARS)、ト
キソプラズマ症、
サルモネラ症、エ
ルシニア症、疥癬
ほか

継続 39
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②④
特定外
来生物 キョン Muntiacus reevesi Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ ○ - ○ - ○ ○ ○ - ◎ - - 中国、台湾原産

千葉県、茨城
県、東京都伊豆
大島

森林、草地、農
地、市街地に生
息する

旭山動物園などで飼育されている。
現在は特定外来生物に指定され、輸
入・飼養は規制されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

房総半島の観光施設から逸出して定
着した。千葉県、東京都が防除を実
施している。2017年に侵入が確認さ
れた茨城県では、生息情報の収集を
行っている

①特定外来、④
各県（千葉県、
沖縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

第 2 次千葉県キョン防除実施計画
https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/choujuu
/kyon/documents/2nd_kyon.pdf

野生鳥獣被害防止マニュアル－アライグマ、
ヌートリア、キョン、マングース、タイワンリス
(特定外来生物編）－平成22年3月版
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/hig
ai/manyuaru/old_manual/manual_tokutei_gair
ai_old/gairai.html

家畜伝染病予防法によ
る検疫対象動物

継続 40
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②③④
ノヤギ（ヤギの野生化した
もの）

Capra hircus Ⅰ,Ⅱ - - ◎ ○ ○ ○ ◎ - ○ - -
西アジア原産。
家畜等として汎
世界的に分布。

小笠原諸島父
島、八丈島、八
丈小島および、
奄美大島、西表
島など南西諸島
の各地で家畜
が野生化した個
体が生息してい
る

森林、草地、農
地、集落周辺等
に生息する

家畜として多数飼育されている。

人の管理下にあるヤ
ギについて、逸出に
は十分な注意を払
い、放逐を厳に慎む
べき。

小笠原諸島聟島、兄島などでは根絶
に成功した。小笠原諸島の島では食
害による植生破壊と土壌の流出が発
生した。

②IUCN・日本、
③GISD、④各県
（鹿児島県,沖縄
県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

東京都の取組 - 外来種対策 -ノヤギ排除
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/07ogas
awara/nature/heritage/grapple_chichijima

-
家畜伝染病予防法によ
る検疫対象動物

ブルセラ症、炭
疽、トキソプラズマ
症、

継続 41
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①④
ノブタ・イノブタ（ブタ・イノ
ブタの野生化したもの）

Sus scrofa Ⅰ - - ◎ - ○ ○ - - - - -

原種のイノシシ
はユーラシア原
産。北米、オー
ストラリアなどに
導入され定着。

北海道足寄町、
沖縄県西表島
小笠原諸島弟
島では根絶

森林、草地、農
地、集落周辺等
に生息する

家畜として多数飼育されている。

人の管理下にあるブ
タ・イノブタについて、
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

小笠原諸島の弟島ではアオウミガメ
の卵の採食や、昆虫類の減少を引き
起こしていた。弟島では根絶に成功
した。

②IUCN・日本、
③GISD、④各県
（静岡県,滋賀県,
沖縄県）

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

ウシガエルとノブタを根絶しました！
https://ogasawara-
info.jp/pdf/panphlet/panphlet_kankyou9_4.pd
f

-
家畜伝染病予防法によ
る検疫対象動物

日本脳炎，SFTS，
狂犬病，E型肝炎，
豚インフルエン
ザ，ニパウイルス
感染症，日本紅斑
熱，寄生虫病であ
る回虫症，旋毛虫
症，猪オンコセル
カ症，顎口虫症，
肺吸虫症，有鉤条
虫症，クリプトスポ
リジウム症
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）
会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

【国内由来の外来種】
総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

新規（候
補）

1
国内由来の外来
種

防除推
進外来
種

①
口永良部島のヤクシマザ
ル

Macaca fuscata yakui Ⅰ - - ○ - ○ - ○ ○ - - - - - 屋久島
口永良部島（移
入分布）

森林に生息する
口永良部島に国内外来種として定着
しており、エラブオオコウモリとのハビ
タットの競合が懸念されている。

④各県（鹿児島
県）

Ohdachi et al.（2010）

口永良部島では過去に捕獲が実施されたこ
とがある
令和４年度エラブオオコウモリ保全業務報告
書
https://kuchinoerabu-jima-
senior.org/img/2023report_bat.pdf

ニホンザル特定鳥獣保護管理計画技術マ
ニュアル
https://www.env.go.jp/press/files/jp/14608.
pdf

Ｂウイルス感染
症、赤痢、結核

継続 2
国内由来の外来
種

防除推
進外来
種

①
奥尻島・屋久島・知夫里
島等のタヌキ

Nyctereutes procyonoides
viverrinus

Ⅰ,Ⅱ ○ - ○ - ○ ○ ○ - ○ - -

日本（北海道、
本州、四国、九
州）を含む東ア
ジア原産

奥尻島、佐渡
島、知夫里島、
屋久島（移入分
布）

森林、草地、農
地、集落周辺等
に生息する

奥尻島には毛皮を目的とした養殖の
ために導入された。

タヌキは鳥類、ネズミ類、昆虫類、植
物を採食し、そうした生物に対する影
響が考えられる。

④各県（北海
道、鹿児島県）

Ohdachi et al.（2010） - -

鳥獣保護管理法による
狩猟鳥獣
感染症法による輸入禁
止動物

疥癬症、レプトスピ
ラ症、SARS

継続 3
国内由来の外来
種

防除推
進外来
種

①
北海道・佐渡島・口之島
のテン

Martes melampus Ⅰ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ - -
本州、四国、九
州

北海道、佐渡
島、口之島（移
入分布）

森林、草地、農
地、集落周辺等
に生息する

佐渡島にはウサギの天敵として導入
された。北海道には毛皮を目的とし
た養殖のために導入されたと考えら
れている。

佐渡ではノウサギの減少要因になっ
ている可能性があるほか、順化ゲー
ジに入れられていたトキが食害に
あった。トカラ列島の口之島では鳥
類に食害がある。

④各県（北海
道、鹿児島県）

Ohdachi et al.（2010）

北海道、佐渡島共に、被害防止を目的とした
捕獲を実施している。
佐渡市鳥獣被害防止計画
https://www.city.sado.niigata.jp/uploaded/at
tachment/48073.pdf

-

鳥獣保護管理法による
狩猟鳥獣
感染症法の輸入届出対
象動物

継続 4
国内由来の外来
種

防除推
進外来
種

①
北海道・伊豆諸島・南西
諸島などのニホンイタチ

Mustela itasis Ⅰ,Ⅱ - - ◎ - ○ ○ ◎ - ○ - -
本州、四国、九
州

北海道、利尻
島、礼文島、三
宅島、利島、
青ヶ島、八丈
島、隠岐、福江
島、甑島、口之
島、中之島、臥
蛇島、平島、諏
訪之瀬島、悪石
島、喜界島、沖
永良部島、与論
島、座間味島、
阿嘉島、慶留間
島、外地島、北
大東島、南大東
島、宮古島、伊
良部島、下地
島、池間島、多
良間島、波照間
島（移入分布）

森林、草地、農
地、集落周辺等
に生息する

三宅島ではネズミ被害の対策として
導入された。

自然分布域外に侵入した場合、小哺
乳類、両生爬虫類（特にトカゲ・ヘビ
類）、鳥類、昆虫類などに影響が生じ
る可能性がある。

④各県（北海道,
鹿児島県,沖縄
県）

Ohdachi et al.（2010）

沖縄県外来種対策行動計画に基づくニホン
イタチ 防除計画
https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/d
efault_project/_page_/001/004/820/05-
02nihonnitati.pdf

-
鳥獣保護管理法による
狩猟鳥獣

-

継続 5
国内由来の外来
種

防除推
進外来
種

①②
徳之島などのニホンイノ
シシ

Sus scrofa Ⅰ,Ⅱ - - ○ - ○ ○ ○ - ◎ - -
日本（本州、四
国、九州）及び
ユーラシア大陸

徳之島、奄美大
島、沖縄島、慶
良間諸島

森林、草地、農
地、集落周辺等
に生息する

狩猟対象として利用されている。

奄美大島、徳之島、沖縄島では、亜
種リュウキュウイノシシ S. s.
riukiuanus  との交雑が疑われる例が
見つかっている。対馬では在来のイ
ノシシが絶滅した後、由来不明のイノ
シシが放され農業被害等が問題と
なっている。

②IUCN、③
GISD、④各県
（北海道,千葉県,
鹿児島県）

Ohdachi et al.（2010）

シカ・イノシシの捕獲強化対策と捕獲目標に
ついて
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/hig
ai/attach/pdf/index-35.pdf

箱わなによるイノシシ捕獲マニュアル
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/
kansei/chojyuhogo/documents/inoshishi_hok
aku.pdf

鳥獣保護管理法による
狩猟鳥獣

日本脳炎、SFTS、
狂犬病、回虫症、E
型肝炎、日本紅斑
熱

継続 6
国内由来の外来
種

防除推
進外来
種

①④
新島・喜界島などのニホ
ンジカ

Cervus nippon Ⅰ,Ⅱ - - ○ - ○ ○ ○ - ◎ - -

日本（北海度、
本州、四国、九
州）及びロシア
極東部

新島、喜界島、
洞爺湖中島、富
山（ヤクシカ交
雑）

森林、草地など
に生息する

狩猟対象として利用されている。

1969年に地内島（新島の西1.5km）に
観光目的で放したシカが泳いで新島
に渡ったことに由来する。
喜界島では狩猟目的で導入されたと
考えられる。
学会発表等でその他の地域にも国
内由来外来種として広がっていること
が懸念されている。

②IUCN、③
GISD、④各県
（鹿児島県）

Ohdachi et al.（2010）

シカ・イノシシの捕獲強化対策と捕獲目標に
ついて
https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/hig
ai/attach/pdf/index-35.pdf

ニホンジカ 特定鳥獣保護管理計画技術マ
ニュアル
https://www.env.go.jp/press/files/jp/13307.
pdf

鳥獣保護管理法による
狩猟鳥獣

日本脳炎、ライム
病、日本紅斑熱、
Q熱

【国内に自然分布域をもつ国外由来の外来種】
総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

継続 7
国内由来の外来
種

防除推
進外来
種

①
対馬以外のシベリアイタ
チ

Mustela sibirica Ⅰ ○ ○ ○ - ○ ○ - - ○ - -
日本（対馬）を
含む東アジア原
産

本州西部、四
国、九州（移入
分布）

森林、草地、農
地、集落周辺等
に生息する

朝鮮半島などから毛皮を目的とした
養殖のために導入されたと考えられ
ている。

在来種のニホンイタチに対して競合
による影響が生じている。小型哺乳
類、鳥類、両生爬虫類に対する食害
を生じる。

④各県（沖縄県,
滋賀県,鹿児島
県）

村上・鷲谷（2002）

多くの市町村で被害防止を目的とした捕獲を
実施している。
周南市鳥獣被害防止計画
https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/atta
chment/91928.pdf

感染症法の輸入届出対
象動物

SFTS

防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等

問題となってい
る地域

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由

評価項目

原産地・分布

関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（哺乳類）＞

問題となってい
る地域

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由

評価項目

原産地・分布 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け

4



継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国外由来の外来種】 現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）

会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

侵入・定着防止外来種（未定着）
定着防止外来種（侵入はしているが定着していない種）

継続 1 未定着
定着防止
外来種

特定外
来生物 シリアカヒヨドリ Pycnonotus cafer Ⅰ ○ - ○ - - - - ○ - - ○ ○ -

インド、パキスタ
ン、中国南部、
ブータン、ミャン
マー、タイ北部等
原産。
オーストラリア、
太平洋諸島等に
侵入。

-
都市、農耕地、森
林等

かつてはペットとして飼養されていた可
能性もある。現在は特定外来生物に指
定され、輸入・飼養等は規制されてい
る。

ペット用の安易な輸入
や飼養は控えることが
望ましい。
また逸出しないよう十
分注意し、放逐は厳に
慎むべき。

神奈川県での観察事例がある。
フィジーでは、生息地（藪）が競合する在
来鳥類を追い出してしまうほか、果樹や
菜園に対する深刻な害鳥として考えられ
おり、トマトやナス、キャベツ類、ササゲ
などの豆類に大きな被害を与えたことが
確認されている。

①特定、②Ｗ100：
IUCN、③GISD、④
各県：茨城、長崎、
沖縄

Chrustipher
Lever(1987）、自然環境
研究センター（編著）
(2019)、川上ほか
（2012）

- - - -

継続 2 未定着
定着防止
外来種 外国産メジロ Zosterops  sp. Ⅰ ○ ○ ○ ○ - - - ○ - - - ○ -

朝鮮半島、台湾、
中国、ベトナム、
フィリピン等原
産。

-
都市、農耕地、森
林等

ペット、鳴き合わせ等の愛玩目的で飼養
されている。

逸出しないよう十分注
意し、放逐は厳に慎む
べき。

日本産メジロの別亜種のヒメメジロZ.
japonicus simplex 、チョウセンメジロZ.
erytropleurus 、 ハイバラメジロZ.
palpebrosus など中国や東南アジア産の
種の輸入は減少した（中国：禁輸政策、
東南アジア：鳥インフルエンザの流行）も
のの、アフリカ産の近縁種（キクユメジロ
（アフリカヤマメジロ）、キイロメジロの名
前で流通。キクユメジロの方がやや高
額）が輸入されるようになった。メジロ
Zosterops japonicus とハイバラメジロ
Zosterops palpebrosus の飼育下での交
雑事例が報告されているほか、亜種間
交雑の事例も複数確認されている。知見
の集積が必要。

④各府県：茨城、
滋賀、京都、長崎

McCarthy, E. M. (2006) - - - -

継続 3 未定着
定着防止
外来種

特定外
来生物 カナダガン Branta canadensis Ⅰ ○ - ○ ◎ ○ - ◎ ○ - - ○ ○ -

北米原産。
ヨーロッパ、
ニュージーラン
ド、オーストラリア
に侵入。

- 湖沼、河川等
展示目的等で飼養されているが、平成
26年8月より特定外来生物に指定され、
輸入・飼養等が規制されている

逸出しないよう十分注
意し、放逐は厳に慎む
べき。

2015年12月4日茨城県に野外分布して
いた2個体の捕獲が実施された結果、国
内に生息していた野外個体はすべて捕
獲されて根絶が完了した。
かつてカナダガンが増加した国内地域に
おいて、草地の過食、水草への食害、水
際の土壌流出などが問題となった。

①特定、③GISD、
④各県：福島、茨
城、千葉、神奈
川、長野、静岡、
長崎、沖縄

加藤（2010）、
葉山・加藤ほか（2020）

特定外来生物カナダガンの国内根絶について（環
境省報道発表：20151208）
https://www.env.go.jp/press/101789.html

特定外来生物カナダガンの生態系からの除去の
活動記録
http://kume.life.coocan.jp/goose/42hayama.pdf

- -

総合対策外来種（定着）
防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

継続 4
分布拡大期～まん
延期

防除推進
外来種

②、④
特定外
来生物 インドクジャク Pavo cristatus Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ - - ◎ - ◎ ◎ ◎ - ◎ ○ -

インド、スリラン
カ、パキスタン、
バングラデシュ等
原産。

福島、埼玉、滋
賀、三重、愛
媛、、香川（小豆
島）、鹿児島（硫
黄島）、沖縄（宮
古島、伊良部島、
石垣島、小浜島、
黒島、新城島、西
表島、与那国島）

森林、草原、農耕
地

各地で観賞用に飼養されている。
逸出しないよう十分注
意し、放逐は厳に慎む
べき。

先島諸島では駆除が行われている。新
城島（上地島）では、絶滅危惧種のキシ
ノウエトカゲのほか、アサギマダラやオ
オゴマダラといったチョウ類などの減少
が確認されており、本種の捕食による在
来生物群集への影響が懸念されてい
る。石垣島では、平成26年度にパイン
アップルやパパイヤ、サトウキビに対して
約50万円の農作物被害が報告されてい
る。

③GISD、④各県：
茨城、栃木、千
葉、長崎、宮崎、
鹿児島、沖縄

自然環境研究センター
（編著）(2019)、川上ほ
か（2012）、田中・嵩原
（2003）、（石垣市
（2015）

沖縄県：沖縄県外来種対策行動計画に基づくイン
ドクジャク 防除計画
https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/defaul
t_project/_page_/001/004/820/05-
05indokujaku.pdf

- - -

継続 5
分布拡大期～まん
延期

防除推進
外来種

②、④
特定外
来生物 コウライキジ（大陸産亜種） Phasianus colchicus karpowi Ⅱ,Ⅲ - ○ - - ◎ ◎ ○ - ◎ ○ -

中国南東部・朝鮮
半島原産。種とし
てはヨーロッパ、
北米、ハワイ、
オーストラリア等
に侵入。

北海道、千葉、神
奈川、静岡、愛
知、三重、奈良、
愛媛、福岡、長崎
（対馬）、宮崎、鹿
児島（大隅諸島、
奄美諸島）、沖縄
（沖縄島、伊是名
島、宮古島、石垣
島）

草原、農耕地 狩猟目的で放鳥された。
新たな放鳥は慎むべ
き。

北海道では生息数減少している。2013
年、石垣市では農作物被害が拡大（新
聞記事）。沖縄県ではやんばる地域への
侵入が懸念されているほか、伊是名島
及び石垣島、宮古島では農業被害が問
題となっている。

②Ｗ100：日本、④
各道県：北海道、
茨城、千葉、静
岡、山口、香川、
高知、長崎、鹿児
島、沖縄、⑤川上
委員

日本生態学会 (編)
(2002)、川上ほか
（2012）

沖縄県：沖縄県外来種対策行動計画に基づくコ
ウライキジ防除計画
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/defa
ult_project/_page_/001/004/820/05-
04kouraikiji.pdf

- - -

継続 6
分布拡大期～まん
延期

防除推進
外来種

①
特定外
来生物 ガビチョウ Garrulax canorus Ⅰ ◎ - - - ◎ ◎ - - - ○ -

中国中・西・南
部、ラオス北東
部、ベトナム北
部、台湾原産。
ハワイに侵入。

宮城、福島、茨
城、栃木、群馬、
埼玉、東京、神奈
川、山梨、静岡、
長野、愛知、大
阪、兵庫、鳥取、
島根、山口、高
知、福岡、佐賀、
長崎、大分、熊
本、宮崎

丘陵地、平野の森
林

かつてはペットとして飼養されていた。現
在は特定外来生物に指定され、輸入・飼
養等は規制されている

逸出しないよう十分注
意し、放逐は厳に慎む
べき。

分布拡大中。ハワイでは、在来鳥類の生
息密度に影響を与えている。

①特定、②Ｗ100：
日本、④各県：福
島、茨城、千葉、
神奈川、長野、静
岡、愛知、滋賀、
山口、高知、福
岡、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児
島、沖縄

自然環境研究センター
（編著）(2019)

- - - -

継続 7
分布拡大期～まん
延期

防除推進
外来種

①
特定外
来生物 カオグロガビチョウ Garrulax perspicillatus Ⅰ ◎ - - - ○ ○ - - ○ ○ -

中国中南部、ベト
ナム原産。

岩手、群馬、埼
玉、東京、神奈川

森林、農耕地
かつてはペットとして飼養されていた。現
在は特定外来生物に指定され、輸入・飼
養等は規制されている

逸出しないよう十分注
意し、放逐は厳に慎む
べき。

ガビチョウと同属の種であり、個体数が
増加すれば、餌や営巣場所などを巡る
競争により生態の類似する在来種へ影
響を与えるおそれがある。

①特定、④各県：
茨城、栃木、千
葉、神奈川、長
野、長崎、沖縄

自然環境研究センター
（編著）(2019)

- - - -

継続 8
分布拡大期～まん
延期

防除推進
外来種

①
特定外
来生物 カオジロガビチョウ Garrulax sannio Ⅰ ◎ - - - ○ ○ - - ○ ○ -

インド北東部、中
国南部、東南アジ
ア等原産。

群馬、栃木、茨
城、埼玉、千葉

森林、住宅地、公
園等

かつてはペットとして飼養されていた。現
在は特定外来生物に指定され、輸入・飼
養等は規制されている

逸出しないよう十分注
意し、放逐は厳に慎む
べき。

ガビチョウと同属の種であり、個体数が
増加すれば、餌や営巣場所などを巡る
競争により生態の類似する在来種へ影
響を与えるおそれがある。

①特定、④各県：
茨城、千葉、長
崎、沖縄

自然環境研究センター
（編著）(2019)

- - - -

継続 9
分布拡大期～まん
延期

防除推進
外来種

①
特定外
来生物 ヒゲガビチョウ Garrulax cineraceus Ⅳ - - - - ○ ○ - - - ○ -

中国南部～ミャン
マー～インド原
産。

愛媛、高知、香川 森林

かつてはペットとして飼養されていた可
能性もある。現在は特定外来生物に指
定され、輸入・飼養等は規制されてい
る。

ペット用の安易な輸入
や飼養は控えることが
望ましい。
また逸出しないよう十
分注意し、放逐は厳に
慎むべき。

ガビチョウと同属の種であり、個体数が
増加すれば、餌や営巣場所などを巡る
競争により生態の類似する在来種へ影
響を与えるおそれがある。

①特定、④各県：
茨城、徳島、香
川、高知、長崎

- - - -

継続 10
分布拡大期～まん
延期

防除推進
外来種

①
特定外
来生物 ソウシチョウ Leiothrix lutea Ⅰ ◎ - - - ◎ ○ ○ - - ○ -

ヒマラヤ西部～
ミャンマー南西
部・北東部、中国
中部～南東部、イ
ンドアッサム州～
ベトナム北東部原
産。

山形、栃木、群
馬、埼玉、茨城、
東京、神奈川、山
梨、長野、静岡、
愛知、、岐阜、福
井、三重、滋賀、
京都、和歌山、大
阪、奈良、兵庫、
岡山、鳥取、広
島、島根、山口、
香川、愛媛、徳
島、高知、福岡、
佐賀、長崎、熊
本、大分、宮崎、
鹿児島

森林（主に竹林、
笹藪）

かつてはペットとして飼養されていた。現
在は特定外来生物に指定され、輸入・飼
養等は規制されている。

逸出しないよう十分注
意し、放逐は厳に慎む
べき。

分布拡大中。高密度で営巣することで、
同所的に営巣するウグイスに対しても捕
食者による偶発的な捕食の増加を引き
起こし、ウグイスの繁殖成功率の低下を
引き起こしている。

①特定外来、②Ｗ
100：日本、③
GISD、④各府県：
福島、茨城、千
葉、神奈川、石
川、長野、静岡、
愛知、滋賀、京
都、大阪、兵庫、
奈良、和歌山、鳥
取、島根、山口、
徳島、香川、高
知、福岡、長崎、
熊本、大分、宮
崎、鹿児島、沖縄

江口・天野（2008） -
京都府：京都府外来生物対策マニュアル
https://www.pref.kyoto.jp/gairai/manual/docume
nts/manual.pdf

- -

防除検討外来種（被害の大きさが防除推進外来種には及ばないもの）

継続 11
定着初期／限定分
布

防除検討
外来種 コリンウズラ Colinus virginianus Ⅰ - - ○ - - ○ - - ○ ○ -

アメリカ中東部～
メキシコ等原産。

群馬、栃木、茨
城、千葉、神奈
川、静岡、岐阜、
京都、大阪、香
川、愛媛、高知

森林、草原、河川
敷

猟犬の訓練用として放鳥された。
猟犬訓練のための放
逐・放置は慎むべき。

知見の集積が必要。
生息数が増加し分布が拡大すれば、在
来のウズラC. japonicaと競合し駆逐する
おそれがある。

④各道府県：北海
道、茨城、千葉、
神奈川、長野、静
岡、京都、山口、
香川、高知、長
崎、沖縄

自然環境研究センター
（編著）(2019)

- - - -

継続 12 分布拡大期～まん
延期

防除検討
外来種 シロガシラ Pycnonotus sinensis ssp. Ⅲ ○ - - - ◎ ◎ - - ◎ ○ -

台湾原産。八重
山諸島のものは
在来亜種。

沖縄（沖縄島、渡
嘉敷島、粟国島、
久米島）

林縁、農耕地、草
原

ペットとして飼養されている可能性があ
る。

逸出しないよう十分注
意し、放逐は厳に慎む
べき。

亜種タイワンシロガシラ P. sinensis
formosaeと考えられている。
定着の由来（自然分布、人為分布）が確
定していない。1972年に沖縄本島南部
の糸満市で初確認されたのち北部へ分
布を拡大させた。
各種農作物（インゲン、トマト等果菜類、
キャベツ、レタス等葉菜類、パパイヤ、ビ
ワ、バンジロウ、キンカンなど果樹類、ピ
ラカンサ等花木類）を食害する（国立環
境研究所ウェブサイト）。

②Ｗ100：日本、④
各県：茨城、山口、
長崎、沖縄

- - - -

継続 13
分布拡大期～まん
延期

防除検討
外来種 クロエリセイタカシギ

Himantopus himantops
mexicanus

Ⅰ - ◎ - - ○ ○ - - - - -

アメリカ西・南部、
中米～ペルー南
西部、ブラジル北
西部、西インド諸
島等原産。

奈良、京都、大阪 湿地、干潟、水田
ペットとして飼養されている可能性があ
る。

逸出しないよう十分注
意し、放逐は厳に慎む
べき。

飼育下、野生下の両方で交雑が起こるこ
とが確認されている。オランダにおいて、
セイタカシギH. himantopus ♂とクロエリ
セイタカシギH. mexicanus ♀（おそらく逸
出個体）による交雑個体が確認されてい
る。また、1963年にコペンハーゲン動物
園が交雑個体を飼育していた記録があ
る。

④各府県：茨城、
滋賀、京都、長
崎、沖縄

McCarthy（2006） - - - -

抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
逸出･拡散

備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（鳥類）＞

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症

定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題とな
る被害

5



生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
逸出･拡散

備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症

定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題とな
る被害

継続 14 定着初期／限定分
布

防除検討
外来種 コブハクチョウ Cygnus olor Ⅰ ○ - ○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

ユーラシア原産。
北米、ニュージー
ランド、オーストラ
リア、南アフリカ
等に侵入。

北海道（ウトナイ
湖）、茨城（霞ヶ
浦）．青森、秋
田、群馬、栃木、
茨城、埼玉、東
京、千葉、神奈
川、山梨、し新
潟、富山、石川、
静岡、愛知、滋
賀、京都、大阪、
奈良、和歌山、兵
庫、岡山、鳥取、
広島、山口、香
川、愛媛、徳島、
高知、福岡、佐
賀、長崎、大分、
熊本、宮崎、鹿児
島

湿地、干潟、水田
愛玩目的で屋外で飼養されることが多
い。

逸出しないよう、十分な
管理が望まれる。また、
むやみな餌やりなどを
行わないようにする必
要がある

千葉県手賀沼周辺の水田にて農業被害
が発生している。2020年度は我孫子市
の560アール、柏市の486アールなど６市
で計1078アールで、被害総額は1245万
円に上り、面積、被害額とも前年度の1.5
倍となっている（東京新聞）

③GISD、④各道府
県：北海道、青森、
福島、茨城、千
葉、神奈川、静
岡、愛知、滋賀、
京都、和歌山、鳥
取、山口、徳島、
香川、福岡、長
崎、宮崎、鹿児
島、沖縄

- - - -

継続 15 定着初期／限定分
布

防除検討
外来種 ワカケホンセイインコ Psittacula krameri manillensis Ⅰ,Ⅳ ○ - ○ - ○ ○ - - ○ ○ -

インド中・南部、ス
リランカ原産。
ヨーロッパ（イギリ
ス、ドイツ、ベル
ギー、オランダ
等）、アラブ諸国、
北米、ハワイ等に
侵入。

栃木、群馬、埼
玉、東京、千葉、
神奈川、新潟、長
野、静岡、愛知、
岐阜、京都、大
阪、兵庫、広島、
愛媛、佐賀、宮崎
近年は、東京（大
田区、新宿区、南
西部）や大神奈川
の一部でのみ確
認されている。

都市、森林等
愛玩目的として、ツキノワインコの名称で
販売飼養されている。

逸出しないよう十分注
意し、放逐は厳に慎む
べき。

原産地のインドでは、農作物の害鳥とし
て知られており、トウモロコシの苗やソル
ガムきび、ゴマ、小麦、大麦、芥子菜、落
花生、マンゴー、グアバ、イチジク、ブド
ウ、モモ、ヒマワリ、ひよこ豆、ザクロ、貯
蔵穀物など様々な作物への被害が記録
されている

③GISD、④各県：
茨城、愛知、長
崎、宮崎、沖縄

Chrustipher
Lever(1987）、日高
(1997)、川上ほか
（2012）

- - -
オウム病の媒介者
になる可能性がある

新規（候
補）

16 定着初期／限定分
布

防除検討
外来種

サンジャク Urocissa erythroryncha Ⅳ ○ - ○ - ○ ○ - - - ○ -

中国南部、インド
北東部、ミャン

マー、ラオス、ベト
ナム、タイ原産

愛媛、高知
湿潤な低地林や

山地林、標高が高
い地域の森林等

観光施設などで観賞用に飼養されてい
た。2023年には一部園館にて、捕獲され
た野生化個体の飼養展示が行われてい

る

逸出しないよう十分注
意し、放逐は厳に慎む
べき。

・1999年頃、愛媛県南予地方の観光施
設より逸出した複数個体が由来と考えら
れている。
・生態系被害については不明であるが、
本種の食性は肉食の傾向の強い雑食性
で、甲虫類などの大型節足動物のほ
か、カエル類や小型トカゲ、鳥類の卵や
雛、小型哺乳類、死肉や残飯なども食べ
ることが知られており、知見の集積が必
要と考えられる。

④各県：茨城、愛
媛、高知、⑤川上
委員、環境省、地
方公共団体

詳細は不明であるが、NPOにより高知県内で鳴き
声やおとりを使った捕獲が実施されたと思われる

- - -

新規（候
補）

17 分布拡大期～まん
延期

防除検討
外来種 ハッカチョウ

Acridotheres cristatellus
cristatellus

Ⅳ ○ - - - ◎ ◎ - - - - -

中国中・南部，台
湾，ミャンマー，ベ
トナム，ラオス原

産

山形、福島、栃
木、埼玉、東京、
千葉、神奈川、新
潟、静岡、三重、
奈良、大阪、和歌
山、滋賀、京都、
兵庫、岡山、広
島、山口、香川、
愛媛、高知、長崎
鹿児島

林のある住宅地，
ヨシ原，河川敷，

草原，農地

生態系被害については不明であるが、
確実に定着・繁殖しており、特に西日本
で分布域を拡大している。
東日本では、1970年代～1980年代には
東京都や埼玉県でも繁殖していたが、そ
の後、分布域は縮小し、現在は神奈川
県でのみ定着、繁殖が確認されている
西日本では分布は拡大傾向で、1980年
代に兵庫県、1990年代に香川県、2000
年代に大阪府、2010年代に岡山県、京
都府、2020年代には奈良県に定着した
静岡県と愛媛県でも繁殖が確認されて
おり、すでに定着している可能性がある

③GISD、④各県：
千葉、滋賀、京
都、兵庫、山口、
徳島、香川、⑤川
上委員

- - - -

新規（候
補）

18 分布拡大期～まん
延期

防除検討
外来種 インドハッカ Acridotheres trisitis Ⅱ,Ⅳ ○ - - - ◎ ◎ ○ - ○ - -

インド，中国南
部，タイ，インドネ
シア，マレーシア

原産

埼玉、千葉、神奈
川、熊本、沖縄

農耕地，住宅地

海外では在来鳥類の卵の破壊，在来鳥
類と営巣場所を巡る競合，農業被害の
報告がある
八重山諸島に生息している個体は、台
湾に移入し繁殖した個体が飛来している
と考えられている。石垣島では2005年頃
から見られるようになり、2009年に島内
での繁殖が確認されたとされる。

②Ｗ100：日本、③
GISD、④各県：山
口、⑤環境省

- - - -

新規（候
補）

19 分布拡大期～まん
延期

防除検討
外来種 カワラバト（ドバト） Columba livia Ⅲ - - - - ◎ ◎ - ○ ○ - -

アフリカ北部，中
近東，中央アジ
ア，南アジア，中

国西部原産

日本全国
農耕地，市街地，
寺社，裸地，林

縁，河川

ドバトと同様、カワラバトより品種改良さ
れたレース鳩（伝書バト）が販売飼養さ
れている

逸出しないよう十分注
意し、放逐は厳に慎む

べき。

人獣共通感染症であるオウム病を引き
起こすオウム病クラミジア（Chlamydia
psittaci）の保菌率が20%程度と高く、ヒト
への感染源となりうる。感染様式として
は、病鳥の排泄物からのC. psittaci の
吸入が主体である。潜伏期間は1〜2週
間で、急激な高熱と咳嗽で発症する。軽
症の気道感染から、肺炎や髄膜炎まで
の多様な病態が確認されている。
糞による害として、塒やとまり場として利
用される建造物及びその下にはドバトの
糞が相当堆積し、衛生上・美観上から大
きな問題となるほか、建造物の材質に
よっては、糞により腐食が促進されること
もある。
住宅などにドバト営巣した場合、朝早くか
ら始まるドバトの成鳥及びヒナの鳴き声
が、睡眠不足やノイローゼの原因なるほ
か、ドバトの体臭や、糞・死体・卵の腐敗
によって生じる悪臭、そこから発生する
ハエの幼虫・成虫も、害として問題にな
り、さらにネズミ類を誘因する要因とな
る。

②Ｗ100：日本、③
GISD、④各県：北
海道、青森、福
島、茨城、千葉、
愛知、滋賀、京
都、兵庫、奈良、
和歌山、鳥取、山
口、徳島、宮崎、
鹿児島

- - -
オウム病の媒介者
になる可能性がある
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国内由来の外来種】 現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）

会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

総合対策外来種（定着）
防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

新規（候補） 1 国内由来の外来種
防除推進
外来種

④
鹿児島県奄美・トカラ列島及
び沖縄県沖縄諸島・大東諸
島のキジ

Phasianus colchicus Ⅲ,Ⅳ ○ ○ - - ◎ ◎ ○ - ◎ ○ - 本州、四国、九州

中之島、臥蛇島、
諏訪之瀬島、奄
美大島、喜界島、
徳之島、沖永良
部、北大東島、渡
嘉敷島、
来間島

草原、農耕地
農業害虫駆除や狩猟目的で放鳥され
た。

新たな放鳥は慎むべ
き。

北大東島には1975年10月に害虫駆除目
的で60羽が移入されて定着。しかし、現
在は農作物を食い荒らす害鳥となってい
る。
鹿児島県では、狩猟目的として、1971年
と1972年にトカラ列島（中之島、臥蛇島、
諏訪之瀬島）に放鳥されたほか、奄美大
島、喜界島、徳之島、沖永良部島にも放
鳥された。
沖永良部島の知名町では有害捕獲が行
われている。令和５年度の「知名町鳥獣
被害防止計画」では、バレイショへの被
害があるとして、町単独事業で捕獲報奨
金（1,500 円/１羽）を設定し捕獲を実施し
ている。

④各県：奈良、鹿
児島、⑤川上委員

知名町鳥獣被害防止計画（令和５年度）
https://www.town.china.lg.jp/nourin/kurasu/sang
yo/nogyo/documents/bousikeikaku.pdf

- - -

【家畜由来の外来種】

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

総合対策外来種（定着）
防除検討外来種（被害の大きさが防除推進外来種には及ばないもの）

新規（候補） 2 家畜由来の外来種
防除検討
外来種

- 野生化したアイガモ
Anas platyrhynchos × A. p.
var. domesticus

Ⅳ ○ ○ - - ○ ○ - ○ - ○ - 日本各地
ため池、池沼、河
川、水田、湿地、
水路、クリーク

アイガモ農法（水田内にアイガモを放っ
て雑草や農業害虫を食べてもらう有機農
業の方法）に利用される。

人の管理下にあるアイ
ガモについて、逸出しな
いよう十分注意し、放逐
は厳に慎むべき。

アイガモはアヒルとマガモを掛け合わせ
て創出された雑種のこと。
福岡県の外来種リストでは、マガモやカ
ルガモなどとの交雑の懸念のほか、水
生植物の摂食や在来カモ類とエサの競
合が可能性があるとして要対策外来種
に選定している。
兵庫県の外来生物リストではマガモとの
交雑の可能性があるとして、注意種に選
定している。
原種となるマガモは罹患しても症状を出
さない不顕性感染となり、ウイルスの排
出量も多くウイルスを拡散する可能性が
高いと考えられている。そのためマガモ
由来となる本種についても注意が必要で
ある。

④各道県:北海
道、滋賀、兵庫、
福岡

- - -

高病原性鳥インフル
エンザウイルスの媒
介者となる可能性が
ある

新規（候補） 3 家畜由来の外来種
防除検討
外来種

- 野生化したアヒル
Anas platyrhynchos var.
domesticus

Ⅳ ○ ○ - - ○ ○ - ○ - ○ - 日本各地
ため池、池沼、河
川、水田、湿地、
水路、クリーク

愛玩目的やペットとして屋外で飼養され
ることが多い。

人の管理下にあるアヒ
ルについて、逸出しな
いよう十分注意し、放逐
は厳に慎むべき。

・アヒルはマガモを家禽化したもののこ
と。
・福岡県の外来種リストでは、マガモやカ
ルガモなどとの交雑の懸念のほか、水
生植物の摂食や在来カモ類とエサの競
合が可能性があるとして要対策外来種
に選定している。
・兵庫県の外来生物リストではマガモと
の交雑の可能性があるとして、注意種に
選定している。
・原種となるマガモは罹患しても症状を
出さない不顕性感染となり、ウイルスの
排出量も多くウイルスを拡散する可能性
が高いと考えられている。そのためマガ
モ由来となる本種についても注意が必要
である。

④各府県：茨城、
千葉、滋賀、京
都、兵庫、山口、
福岡、⑤川上委員

- - -

高病原性鳥インフル
エンザウイルスの媒
介者となる可能性が
ある

新規（候補） 4 家畜由来の外来種
防除検討
外来種

- 野生化したバリケン Cairina moschata Ⅳ ○ ○ - - ○ ○ - - - ○ -

原種であるノバリ
ケンは、メキシコ
からペルー東部、
ブラジル、ウルグ
アイなどに分布。

山口、沖縄
ため池、池沼、河
川、水田、湿地、
水路、クリーク

愛玩目的などで屋外で飼養されることが
ある。

人の管理下にあるバリ
ケンについて、逸出しな
いよう十分注意し、放逐
は厳に慎むべき。

生態系被害については不明である。大
型のカモの仲間で、水生植物の摂食や
在来カモ類とエサの競合する可能性が
懸念される。
本種とアヒルは交雑するため、マガモと
交雑する可能性が懸念される。
沖縄県の首里城にある龍潭池に野生化
した個体が定着し繁殖しているほか、各
地で野生化した個体が確認されている。

③GISD、⑤川上委
員

- - - -

防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け 関係する感染症

定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題とな
る被害

逸出・拡散

生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等
問題となっている

地域
検討区分 No 定着段階 カテゴリ

対策優先度の
要件

特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由

評価項目

原産地・分布

関係する感染症

定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題とな
る被害

逸出・拡散

生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（鳥類）＞

問題となっている
地域

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由

評価項目

原産地・分布 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国外由来の外来種】 現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）
会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

重要
地域

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

侵入・定着防止外来種（未定着）

侵入予防外来種（まだ侵入していない種）

継続 1 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物 コキーコヤスガエル Eleutherodactylus coqui Ⅰ ○ - ○ - ◎ - ◎ ○ - - - - ◎

プエルトリコ原
産、。小アンティ
ル、フロリダ、ハ
ワイ、ガラパゴ
スに侵入。

－
森林を中心に幅
広い環境に生
息。

なし。 －

海外では貨物などに紛れて移動した
と考えられている。導入されたハワイ
島では高密度に生息し、観光ホテル
等で鳴声による騒音被害が発生して
いる。

③GISD、①特定
外来　④各県：
長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

継続 2 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物 ジョンストンコヤスガエル

Eleutherodactylus
johnstonei

Ⅳ ○ - ○ - ○ - ◎ ○ - - - - ◎

小アンティル諸
島原産。ベネズ
エラ、ジャマイカ
等に侵入。

－
農耕地、荒地、
都市、湿地等

なし。 －
生態系等への影響に関する知見の
集積が必要。

①特定外来、③
GISD

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

継続 3 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物 オンシツガエル

Eleutherodactylus
planirostris

Ⅳ ○ - ○ - ○ - ◎ ○ - - - - ◎

大アンティル諸
島原産。ジャマ
イカ、メキシコ、
フロリダ、グア
ム、ハワイ等に
侵入。

－
森林、農耕地、
草地、湿地等

なし。 －
温室で見られることからこの和名が
ある。生態系等への影響に関する知
見の集積が必要。

①特定外来、③
GISD

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

定着防止外来種（侵入はしているが定着していない種）

継続 4 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物

キューバズツキガエル
（キューバアマガエル）

Osteopilus septentrionalis Ⅰ ○ - ○ - ◎ - - ○ - - - - ◎

キューバ、バハ
マ等原産。フロ
リダ、プエルトリ
コ、小アンティル
諸島、ハワイ等
に侵入。

－

森林、草原、湿
地、住宅地等。
塩分耐性もあ
る。

かつてはペット等として販売、飼養さ
れていた。現在は特定外来生物に指
定され輸入・飼養は規制されてい
る。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

皮膚粘液による上位捕食者への影
響も考えられる。捕食性が強く、他の
カエルも餌とする。

①特定外来、③
GISD

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

継続 5 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物

特定外来生物のヒキガエ
ル属（オオヒキガエルを除
く）

Bufo spp. Ⅳ ○ - ○ - ○ - - ○ - - - - ○ 北米～南米 －
森林、草原、農
耕地等、種に
よって異なる。

かつてはペット等として販売、飼養さ
れていた。現在は特定外来生物に指
定され輸入・飼養は規制されてい
る。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

ブレーンズヒキガエルB. cognatus 、
キンイロヒキガエルB. guttatus 、アカ
ボシヒキガエルB. punctatus 、オーク
ヒキガエルB. quercicus 、テキサスヒ
キガエルB. speciosus 、コノハヒキガ
エルB. typhonius、 アフリカヒキガエ
ルBufo regularis の7種。

①特定外来、③
GISD

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

継続 6 未定着
定着防
止外来
種

ヨーロッパミドリヒキガエ
ルなどヒキガエル属5種
（ヨーロッパミドリヒキガエ
ル、テキサスミドリヒキガ
エル、ナンブヒキガエル、
ガルフコーストヒキガエ
ル、ロココヒキガエル
（キャハンヒキガエル））

Bufo spp. Ⅳ ○ - ○ - ○ - - ○ - - - ○ ○
ヨーロッパ、北
米、南米

－
森林、草原、農
耕地等、種に
よって異なる。

ペットとして流通し飼養されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

ヨーロッパミドリヒキガエルB. viridis 、
テキサスミドリヒキガエルB. debilis 、
ナンブヒキガエルB. terrestris 、ガル
フコーストヒキガエルB. valliceps 、ロ
ココヒキガエル（キャハンヒキガエル）
B. paracnemis の5種。

④各県：北海
道、長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

継続 7 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 アジアジムグリガエル Kaloula pulchra Ⅳ ○ ◎ ○ - ○ - - ○ - - - - ◎

南アジア～東南
アジア～中国原
産。ボルネオ、
スラウェシに侵
入。

－ 森林、水辺等
かつてはペット等として飼養されてい
た。現在は特定外来生物に指定され
輸入・飼養は規制されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

輸入貨物への混入例が確認されて
いる。

①特定外来、③
GISD

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

継続 8 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ヘリグロヒキガエル Bufo melanostictus Ⅳ ○ ◎ ○ - ○ - - ○ - - - - ◎

南アジア～東南
アジア

－
森林、草原、農
耕地等

かつてはペット等として飼養されてい
た。現在は特定外来生物に指定され
輸入・飼養は規制されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

輸入貨物への混入例が確認されて
いる。

①特定外来、③
GISD

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

新規（候
補）

9 未定着
定着防
止外来
種

未判定
外来生
物

ホンコンシロアゴガエル Polypedates megacephalus Ⅳ 〇 ◎ 〇 - 〇 - 〇 〇 - - - - ◎

中国南部、イン
ドシナに自然分
布し台湾に侵入
している。

－ なし。 －

中国大陸から台湾に2006年に侵入し
て著しく分布拡大しており、生態系被
害が指摘されている。2022年に沖縄
島への5個体の侵入（台湾からのコン
テナへの侵入）が確認されており、日
本に置かれたコンテナ内で1ヶ月以
上にわたり生きていたことが確認さ
れており、更なる侵入、定着が懸念さ
れる。

①未判定外来、
③GISD

上村他（2022）、Lee
et al.(2019)

- - - -

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

継続 10
分布拡大期～ま
ん延期（小笠原・
南西諸島）

防除推
進外来
種

①②③
特定外
来生物 オオヒキガエル

Bufo marinus (Rhinella
marina )

Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ ○ - ◎ - ◎ ○ ◎ ○ - - ◎

合衆国テキサス
州最南部から中
米、アマゾン川
流域に原産。プ
エルトリコ、ハワ
イ、フィリピン、
ニューギニア、
オーストラリアな
どに導入され
た。

東京都（小笠原
諸島父島、母
島）、沖縄県（大
東諸島、石垣
島）

サトウキビ畑な
ど人里近くの開
けた場所に生
息。

害虫駆除のために導入された。現在
は特定外来生物に指定され輸入・飼
養等は規制されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

2011年に沖縄島で定着が確認され
たが根絶された。2023年、2024年に
も沖縄島で混入と思われる個体が見
つかっている。耳腺からの毒液によ
り、カエルの捕食者が死亡することが
ある。

①特定外来、③
GISD、④各県：
栃木、長崎、沖
縄

自然環境研究セン
ター（2019）、日本爬
虫両棲類学会編
（2021）

環境省：沖縄八重山地域におけるオオヒキガ
エル防除実施計画
https://kyushu.env.go.jp/okinawa/amami-
okinawa/plans/alien/pdf/z-3-j.pdf

沖縄県：オオヒキガエル防除計画
https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/d
efault_project/_page_/001/004/820/05-
09oohikigaeru.pdf

- -
広東住血線虫の
宿主になり得ると
の報告がある。

継続 11
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①③
特定外
来生物

チュウゴクオオサンショウ
ウオ

Andrias davidianus Ⅰ,Ⅱ ○ ◎ ○ - - ○ - - - - - 中国 京都府など 河川

かつて食用に輸入されたといわれて
いるが詳細は不明。特定外来生物で
あるが許可を受けた個体が施設で
飼養されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

遺伝的かく乱等によるオオサンショウ
ウオへの被害が確認されており、特
定外来生物に指定された。

①特定外来、④
各県：京都、兵
庫、長崎、沖縄

第10回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、自然環境
研究センター(編
著)(2019)

2023 年度時点で、京都府京都市、三重県名
張市、奈良県宇陀市、岡山県鏡野町、愛知
県瀬戸市が文化庁「天然記念物緊急調査事
業」によりチュウゴクオオサンショウウオ及び
交雑個体に関する調査及び捕獲
等を実施している。

-
種の保存法による国際
希少野生動植物種。

新規（候
補）

12
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①③
特定外
来生物

オオサンショウウオ属の
全種（オオサンショウウ
オ、チュウゴクオオサン
ショウウオを除く）

Andrias  spp. Ⅰ,Ⅱ ○ ◎ ○ - - ○ - - - - - 中国 京都府など 河川
特定外来生物であるが、許可を受け
た個体が施設で飼養されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

2024年5月時点でスライゴオオサン
ショウウオA. sligoi、A. jiangxiensis
（和名なし）、A. cheni（和名なし）の3
種を含む。遺伝的かく乱等によるオ
オサンショウウオへの被害の可能性
があり、特定外来生物に指定され
た。

①特定外来

第10回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、自然環境
研究センター(編
著)(2019)

2023 年度時点で、京都府京都市、三重県名
張市、奈良県宇陀市、岡山県鏡野町、愛知
県瀬戸市が文化庁「天然記念物緊急調査事
業」によりチュウゴクオオサンショウウオ及び
交雑個体に関する調査及び捕獲
等を実施している。

-
種の保存法による国際
希少野生動植物種。

新規（候
補）

13
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①③
特定外
来生物

オオサンショウウオ属の
交雑個体

Andrias Ⅰ,Ⅱ ○ ◎ ○ - - ○ - - - - - -

岐阜、愛知、滋
賀、三重、奈
良、京都、岡
山、広島の各府
県

河川
特定外来生物であるが許可を受け
た個体が施設で飼養されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

遺伝的かく乱等によるオオサンショウ
ウオへの被害が確認されており、特
定外来生物に指定された。

①特定外来

第10回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、自然環境
研究センター(編
著)(2019)

2023 年度時点で、京都府京都市、三重県名
張市、奈良県宇陀市、岡山県鏡野町、愛知
県瀬戸市が文化庁「天然記念物緊急調査事
業」によりチュウゴクオオサンショウウオ及び
交雑個体に関する調査及び捕獲
等を実施している。

-
種の保存法による国際
希少野生動植物種。

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（両生類）＞

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考 抽出根拠 文献等利用状況 利用上の留意事項
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重要
地域

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考 抽出根拠 文献等利用状況 利用上の留意事項

継続 14
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①③
特定外
来生物

ウシガエル
Rana catesbeiana
（Lithobates catesbeianus )

Ⅰ ○ - ◎ - ◎ ○ - - - ○ -

北米原産。メキ
シコ、大アンティ
ル諸島、ヨー
ロッパ、東南ア
ジア、中国、台
湾等に侵入。

北海道南部以
南の日本列島
のほぼ全域

池沼等

かつて食用に輸入され、養殖されて
いた。現在は特定外来生物に指定さ
れ、輸入・飼養等は規制されている
が、学校教材等で許可を受けた個体
が飼養されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

さまざまな小動物を広く捕食する他、
カエルツボカビ症・ラナウイルス症病
原体を媒介すると指摘されている。
小笠原諸島では根絶された。

①特定外来、③
GISD、④各県：
北海道、青森、
福島、茨城、千
葉、神奈川、石
川、長野、静岡、
愛知、滋賀、京
都、大阪、兵庫、
奈良、和歌山、
鳥取、山口、徳
島、香川、高知、
福岡、長崎、熊
本、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

継続 15
分布拡大期～ま
ん延期（小笠原・
南西諸島）

防除推
進外来
種

①②③
特定外
来生物 シロアゴガエル Polypedates leucomystax Ⅰ,Ⅱ ○ - ◎ - ◎ ○ ○ - - - ◎

南アジア～東南
アジア

与論島、沖縄諸
島、宮古諸島、
石垣島、北大東
島

森林、農耕地、
住宅地等

かつてペットとして飼養されていた。
現在は特定外来生物に指定され、輸
入・飼養等は規制されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

外来の寄生虫が確認されている。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、鹿児島、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

防除検討外来種（被害の大きさが防除推進外来種には及ばないもの）

継続 16
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

アフリカツメガエル Xenopus laevis Ⅰ ○ - ◎ - ◎ ○ - - ○ ◎ -

アフリカ中南部
原産。イギリス、
合衆国カリフォ
ルニア州、チリ、
メキシコ、ジャワ
島、アセンション
島などへの定着
が報告されてい
る。

千葉県、静岡
県、和歌山県、
兵庫県。

池沼や池などの
止水域。

日本で最も多く利用されているカエ
ルのひとつ。実験動物、ペット用、ア
ロワナなど肉食性観賞魚の餌用とし
て流通している。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を現に
慎むべき。

カエルツボカビ症・ラナウイルス症病
原体を媒介すると指摘されている
が、評価未了。鯉養殖場でコイの幼
魚が食べられる被害。

③GISD、④各
県：北海道、静
岡、兵庫、和歌
山、長崎、鹿児
島、沖縄

自然環境研究セン
ター（2019）、日本爬
虫両棲類学会編
（2021）、土永（2019）

和歌山県では継続的な防除が実施されてい
る。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/0326
00/gairai/afurikatumegaeru.html

鹿児島県（2024）アフリカツメガエル防除マ
ニュアル
https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi
-
kankyo/gairai/documents/72338_202005111
15158-1.pdf

- -
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）
【国内由来の外来種】 2025.2.14時点

会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

継続 1
国内由来の外来
種

防除推
進外来
種

①②
北海道、伊豆諸島などの
アズマヒキガエル

Bufo formosus Ⅰ ○ - ◎ - - ○ ○ - - - -

島根半島、鳥取
県、近畿地方北
部、志摩半島-
紀伊半島中部、
中部地方以東

北海道、佐渡
島、伊豆諸島

森林、農耕地、
草原、公園等

ペットとして飼養されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を現に
慎むべき。

八丈島、北海道で継続的な駆除が行
われ、成果が報告されている。

④各県：北海
道、長崎、

八谷（2024）、後藤
（2021）

北海道生物の多様性の保全等に関する条
例に基づく「指定外来種」に指定され防除が
実施されている。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/shit
eigairaishu/boujo.html

- - -

継続 2
国内由来の外来
種

防除推
進外来
種

①
関東以北及び島に侵入し
たヌマガエル

Fejervarya kawamurai Ⅳ ○ - ○ - - ○ - - - - -

本州中部以西、
四国、九州、奄
美諸島、沖縄諸
島、台湾、中国

関東、長崎県島
嶼部（ただし平
戸島は在来）、
種子島

水田、河川敷等 ペットとして飼養されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を現に
慎むべき。

日本在来のカエル類の中で近年の
侵入が最も頻繁に生じている種であ
り、その貪欲な食性により他種に影
響を与える可能性が示唆されている
ため注意を要する。生息実態及び生
態系等への影響に関する知見の集
積が必要。

④各県：関東各
県、長崎（島嶼
部）

土居（2012） - - - -

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（両生類）＞

問題となってい
る地域

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由

評価項目

原産地・分布 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国外由来の外来種】 現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）
会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

侵入・定着防止外来種（未定着）

定着防止外来種（侵入はしているが定着していない種）

継続 1 未定着
定着防
止外来
種

ワニガメ属 Macrochelys spp. Ⅲ,Ⅳ ○ - ○ - ○ - - ○ - ◎ - - -
アメリカ合衆国
東部

－
河川、湖、池沼、
湿原等

ペットとして飼養されている。動物愛
護管理法により特定動物に指定され
ており、新規のペット利用はない。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

特定動物への指定前はペット用の利
用がなされていた。各地で逸出個体
が発見されている。従来は1種とされ
てきたが、スワニー川のものは別種
とされた。

④各県：茨城、
栃木、千葉、長
野、滋賀、京都、
兵庫、和歌山、
徳島、香川、福
岡、佐賀、長崎、
沖縄

第３回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、安川
(2005)、自然環境研
究センター(編
著)(2019)、小林
(2009)

- -
動物愛護管理法による
特定動物（危険動物）

継続 2 未定着
定着防
止外来
種

ニシキガメ属 Chrysemys  spp. Ⅳ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - - - ○ －
アメリカ合衆国、
カナダ

－
河川、池沼、湿
地等

ペットとして飼養されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

アカミミガメ等の代用種となるおそれ
がある。2種を含む。

④各県：長崎、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - -

継続 3 未定着
定着防
止外来
種

チズガメ属3種（ミシシッピ
チズガメ、フトマユチズガ
メ（サビーンチズガメを含
む）、ニセチズガメ）

Graptemys  spp. Ⅳ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - - - ○ - アメリカ合衆国 －
河川、池沼、湿
地等

ペットとして飼養されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

生息実態及び生態系等への影響に
関する知見の集積が必要。チュウゴ
クスッポンとは亜種関係にあったが、
2023年それぞれ独立の種として分類
に変更があった。P.japonicus の外来
種としての分布情報などは不明。自
然分布域以外のものは鹿児島県の
指定外来動植物に指定されている。

④各県：長崎、
沖縄

第３回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、安川
(2005)、自然環境研
究センター(編
著)(2019)、USGS-
NAS

- - -

継続 4 未定着
定着防
止外来
種

クーターガメ属 Pseudemys  spp. Ⅳ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - - - ○ － 北米、中米 －
河川、湖沼、湿
地、汽水域等

ペットとして飼養されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

ほとんどの種がペットとして輸入され
ている。特にペニンシュラクーター P.
peninsularis  の輸入が多く、安価に
販売されている。
アカミミガメ等の代用種となりうるおそ
れがある。

④各県：滋賀、
長崎、沖縄

第３回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、安川
(2005)、自然環境研
究センター(編
著)(2019)

- - -

継続 5 未定着
定着防
止外来
種

チュウゴクセマルハコガメ
Cuora flavomarginata
flavomarginata

Ⅳ ○ ○ ○ ○ ○ - - ○ - - - ○ － 中国、台湾 －

森林とその周
辺、河川の周
辺、沼沢地、湿
原等

ペットとして飼養されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

八重山諸島に亜種ヤエヤマセマルハ
コガメ C. f. evelynae  が分布。沖縄
島や宮古島ではしばしば野外でセマ
ルハコガメが確認され、宮古島では
定着しているが、これらの亜種は確
定されていない。
本亜種の属するイシガメ科は属間交
雑するため留意が必要。

④各県：長野、
福岡、長崎、沖
縄

日本生態学会(編)
(2002)、Ota et al.
(2004)、安川(2005)、
自然環境研究セン
ター（編著）（2019）

- - -

継続 6 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ハナガメ Mauremys sinensis Ⅳ ○ - ○ ○ ○ - - ○ - - - - －

台湾、中国南
部、ベトナム北
部原産。

－
平野の河川や池
沼、水路。

特定外来生物に指定される前はペッ
トとして多数が流通していた。

飼育個体の逸走に注
意する。
（ハナガメ・タイワンハ
ナガメを飼っていませ
んか）
https://www.env.go.j
p/nature/intro/2outli
ne/list/files/chirashi_
hanagame.pdf

遺棄されたと考えられる個体が野外
で見つかったことがある。
ニホンイシガメを含む他イシガメ属と
雑種を形成するため遺伝的かく乱を
生じるおそれがある。野外での交雑
個体の確認例も報告されている。

①特定外来　④
各県：茨城、千
葉、愛知、京都、
長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - -

新規（候
補）

7 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物

特定外来生物のハナガメ
交雑種

Mauremys. sinensis×M.
japonica、
M. sinensis×M. mutica、
M. sinensis×M. reevesii

Ⅳ ○ - ○ ◎ ○ - - ○ - - - - -

飼育下で作出さ
れたもので、野
外集団は知られ
ていない

－
平野の河川や池
沼、水路。

特定外来生物に指定される前はペッ
トとして少数が流通していた。

飼育個体の逸走に注
意する。
（ハナガメ・タイワンハ
ナガメを飼っていませ
んか）
https://www.env.go.j
p/nature/intro/2outli
ne/list/files/chirashi_
hanagame.pdf

カメ類の雑種の多くに繁殖能がある
ことからニホンイシガメとの交雑が生
じ、遺伝的かく乱が生じる恐れが指
摘されている（ただし、これら特定外
来生物の繁殖能については報告が
ない）。日本では散発的に野外での
報告例もある。

①特定外来
自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - -

継続 8 未定着
定着防
止外来
種

アメリカスッポン属 Apalone  spp. Ⅳ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - - - ○ － 北米、中米 －
河川、池沼、湿
地等

ペットとして飼養されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

フロリダスッポン A. ferox 、スベスッ
ポン A. mutica 、トゲスッポン A.
spinifera  が国内で販売されている。

④各県：北海道
（トゲスッポンと
して）、滋賀、長
崎、沖縄

第３回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、安川
(2005)、自然環境研
究センター(編
著)(2019)、USGS-
NAS

- - -

継続 9 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ブラウンアノール Anolis sagrei Ⅰ ○ - ○ - ◎ - - ○ - - - - ○

中米、西インド
諸島原産。北
米、ハワイ、ケイ
マン諸島、台湾
等に侵入。

－ 森林、草原等
かつてはペット等として飼養されてい
た。現在は特定外来生物に指定され
輸入・飼養は規制されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

フロリダの侵入地では在来のグリー
ンアノールを駆逐している。特定外来
生物に指定される以前はペット用な
どで利用されていた。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

第２回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、Lever
(2003)、自然環境研
究センター(編
著)(2019)、Huang et
al. (2008a, 2008b)、
Kraus (2009)、Latella
et al. (2011)、ISSG-
GISD

- - -

継続 10 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物

特定外来生物のアノール
属（グリーンアノール、ブ
ラウンアノール除く）

Anolis spp. Ⅳ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - - - - ○ 西インド諸島 － 森林、草原等

かつてはペット等として飼養されてい
た。現在は特定外来生物に指定され
輸入・飼養は規制されているが、学
術研究等で許可を受けた個体が飼
養されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

Anolis allogus , A. alutaceus , A.
angusticeps , ナイトアノールA.
equestris , ガーマンアノールA.
garmani , A. homolechis の6種。特定
外来生物に指定される以前はペット
用などで利用されていた。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

第５・６・７回特定外
来生物等分類群専門
家グループ会合（爬
虫類・両生類）、Lever
(2003)、自然環境研
究センター(編
著)(2019)、Kraus
(2009)、Latella et al.
(2011)、ISSG-GISD

- - -

継続 11 未定着
定着防
止外来
種

ヒョウモントカゲモドキ Eublepharis macularius Ⅳ ○ ◎ - - - - - - - - - ◎ －
南アジア～西ア
ジア

－
岩砂漠、低木林
等

ペットとして多数が流通し飼養されて
いる。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

爬虫類に病原性を持ち、在来種オビ
トカゲモドキに致死性のある原虫 ク
リプトスポリジウム Cryptosporidium
spp. に感染している場合があり、在
来爬虫類への感染が懸念される。

④各県：長崎、
沖縄

第３回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、Terrell et
al.  (2003)、黒木
(2005)、自然環境研
究センター(編
著)(2019)

- - -

継続 12 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ミナミオオガシラ Boiga irregularis Ⅰ ○ ○ ○ - ◎ - - ○ - ○ - - ○

オーストラリア、
ソロモン諸島、
ニューギニア、
インドネシア原
産。グアムに侵
入。

－ 森林等

かつてペット等として飼養されていた
可能性がある。現在は特定外来生
物に指定され輸入・飼養は規制され
ている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

沖縄島で貨物への混入に由来すると
考えられる個体が捕獲されたことが
ある。弱毒だが咬まれると重体にな
ることもある。グアム島での定着事例
等を考慮すると、ひとたび侵入定着
すると排除は困難とする指摘があ
る。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

第２回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、Lever
(2003)、自然環境研
究センター(編
著)(2019)、Kraus
(2009)、ISSG-GISD

- - -

継続 13 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物

特定外来生物のオオガシ
ラ属（ミナミオオガシラを
除く）

Boiga spp. Ⅳ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - ○ - - ○
南アジア～東南
アジア

－ 森林等

かつてペット等として飼養されていた
可能性がある。現在は特定外来生
物に指定され輸入・飼養は規制され
ている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

ミドリオオガシラB. cyanea 、イヌバオ
オガシラB. cynodon 、マングローブヘ
ビB. dendrophila 、ボウシオオガシラ
B. nigiriceps の4種。グアム島でのミ
ナミオオガシラの定着事例等を考慮
すると、ひとたび侵入定着すると排除
は困難と考えられる。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

第６回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、自然環境
研究センター（編著）
(2019)

- - -

抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
逸出･拡散

備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（爬虫類）＞

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

11



生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
逸出･拡散

備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

継続 14
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①④
特定外
来生物 カミツキガメ Chelydra serpentina Ⅰ,Ⅲ ○ - ◎ - - ○ - ◎ - - - 北米～南米

千葉で定着。各
県で確認記録
がある。神奈
川、静岡、大阪
などの府県では
繁殖由来とみら
れる幼体も確認
されている。

池沼、河川等

かつてペットとして大量に飼養されて
いた。現在は特定外来生物に指定さ
れ輸入・飼養は規制されているが、
許可を受けた個体が飼養されてい
る。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

広義のカミツキガメを指す。４亜種
（ホクベイカミツキガメ C. s.
serpentina 、フロリダカミツキガメ C.
s. osceola 、チュウベイカミツキガメ
C. s. rossignoni 、　ナンベイカミツキ
ガメ C. s. acutirostris ）から成る。
ペットとして飼われていたものが遺棄
されて定着したと考えられている。千
葉県印旛沼水系では定着しており、
推定個体数30000匹とされている。静
岡県狩野川でも定着が確認されてい
る。

①特定外来、④
各県：北海道、
茨城、栃木、千
葉、神奈川、長
野、静岡、愛知、
滋賀、京都、大
阪、兵庫、和歌
山、鳥取、山口、
徳島、香川,福
岡、佐賀、長崎、
鹿児島

第２回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、日本生態
学会(編) (2002) 、自
然環境研究センター
(編著)(2019)、小林
(2007)、加藤・衛藤
(2012)、辻井(2012)

千葉県においては2006年より継続的に防除
が実施されている。
https://www.bdcchiba.jp/kamitukigame

環境省外来生物対策室（2012）カミツキガメ
防除の手引き
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control
/files/kamituki_tyuui.pdf

-

継続 15
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①

特定外
来生物
（条件
付）

アカミミガメ Trachemys scripta Ⅰ ◎ - ○ - - ○ - - ○ ◎ -

北米産。ハワ
イ、インドシナ、
インド、ヨーロッ
パに侵入。

日本全国
池沼、湖、河川、
湿地等

ペットとして大量に飼養されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

３亜種（ミシシッピアカミミガメ T. s.
elegans 、キバラガメ T. s. scripta 、カ
ンバーランドキミミガメ T. s. troosti  ）
から成る。
ペットとして安価に大量に販売され。
遺棄や逸走が頻繁に生じていたと考
えられる。2022年に飼育などは規制
されない条件付き特定外来生物に指
定され、輸入および販売は停止し
た。なお、現在でも全国各地で、多数
が定着して野外での繁殖も確認され
ている。

①特定外来（条
件付）、③GISD、
④各県：北海
道、青森、福島、
茨城、千葉、神
奈川、長野、静
岡、愛知、滋賀、
京都、大阪、兵
庫、奈良、和歌
山、鳥取、山口、
徳島、香川、高
知、福岡、佐賀、
長崎、大分、宮
崎、鹿児島、⑤
意向調査：地方
公共団体（キバ
ラガメとして）

第３回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、日本生態
学会(編) (2002) 、
Lever (2003)、自然環
境研究センター(編
著)(2019)、有馬ほか
(2008a, 2008b, 2009,
2010)、沢田 (2012)、
Kraus (2009)、安川
(2012)、ISSG-GISD

環境省による「アカミミガメ対策推進プロジェ
クト」の他、東京都、愛知県をはじめ各地で
防除が実施されている。
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline
/attention/akamimi.html

環境省（2019）アカミミガメ防除の手引き
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control
/files/r_akamimi_tebiki2.pdf

なごや生物多様性保全活動k評議会（2014）
ミシシッピアカミミガメ防除マニュアル
https://bdnagoya.jp/introduction/activities/
pdf/manual_red_eared_slider_2603.pdf

-

アカミミガメ等の爬
虫類はサルモネラ
菌を保有している
ことがある。

継続 16
分布拡大期～ま
ん延期（小笠原・
南西諸島）

防除推
進外来
種

①②③
特定外
来生物

グリーンアノール Anolis carolinensis Ⅰ,Ⅱ ○ - ◎ - - ○ ◎ - - - ○

アメリカ合衆国
南東部に自然
分布し、ハワイ
諸島、グアム
島、サイパン
島、パラオ、ヤッ
プ島などに定着
している。

東京都（小笠原
諸島父島、母
島、兄島）、沖
縄県（沖縄島、
座間味島）

疎林、林縁。

現在は特定外来外来生物に指定さ
れ輸入・飼養は規制されているが、
学術研究等の目的で許可を受けた
個体が飼養されている。

逸出には十分な注意
を払うべき。

小笠原諸島で深刻な生態系被害を
引き起こしている。2013年に兄島へ
の侵入が確認され、根絶に向けた取
組が進められている。沖縄島や周辺
の離島でも定着している。特定外来
生物に指定される以前はペット用な
どで利用されていた。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
日本爬虫両棲類学会
編（2021）、戸田他
（2009）

小笠原、沖縄島、座間味島において防除が
実施されている。

環境省：グリーンアノール対策
https://ogasawara-
info.jp/pdf/panphlet/panphlet_kankyou9_5.pd
f

東京都：グリーンアノール防除
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/07ogas
awara/nature/grapple_greenanole.html

沖縄県：グリーンアノール防除計画
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects
/default_project/_page_/001/004/820/05-
06guri-nnano-ru.pdf

- -

沖縄島・小笠原産
の個体がサルモネ
ラ菌を保菌してい
たことが報告され
ている。

継続 17
分布拡大期～ま
ん延期（小笠原・
南西諸島）

防除推
進外来
種

①②③
特定外
来生物 タイワンスジオ Elaphe taeniura friesi Ⅰ,Ⅱ - ○ ◎ - - ○ ○ - - - - 台湾 沖縄島 森林、農耕地等

展示用、食用、薬用に導入されたと
考えられる。現在は特定外来生物に
指定され輸入・飼養は規制されてい
るが、許可を受けた個体が飼養され
ている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

先島諸島には同種の別亜種サキシ
マスジオE. t. schmackeri 　が生息
し、交雑による遺伝的なかく乱の恐
れがある。沖縄島では哺乳・鳥類を
捕食する昼行性のヘビ類がいないた
め、定着した場合捕食による在来生
物群への影響が懸念される。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

第２回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、日本生態
学会(編) (2002) 、
Ota et al. (2004)、自
然環境研究センター
(編著)(2019)、阿部
(2009)、寺田 (2011)

沖縄県及び環境省によって調査と防除が進
められている。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects
/default_project/_page_/001/004/820/05-
07taiwannsujio.pdf - -

継続 18
分布拡大期～ま
ん延期（小笠原・
南西諸島）

防除推
進外来
種

①②③④
特定外
来生物 タイワンハブ

Protobothrops
mucrosquamatus

Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ ○ ◎ ◎ - - ○ ○ ◎ - - -
台湾、中国南
部、東南アジア

沖縄島 森林、農耕地等

展示用、食用、薬用として導入され
たと考えられる。現在は特定外来生
物に指定され輸入・飼養は規制され
ているが、許可を受けた個体が飼養
されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

ヘビを用いたショー及び薬用として、
1970年代から1990年代半ばまで沖
縄島に大量に輸入されていた。これ
らの逸出か遺棄に由来すると考えら
れる。
在来ハブとの交雑個体と考えられる
ヘビが捕獲されている。

①特定外来、④
各県：長崎、沖
縄

第２回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、日本生態
学会(編) (2002) 、
Ota et al. (2004)、自
然環境研究センター
(編著)(2019)、阿部
(2009)、寺田 (2011)

沖縄県によって防除が実施されている。
https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/d
efault_project/_page_/001/004/820/05-
08taiwannhabu.pdf

沖縄県衛生環境研究所（2021）タイワンハブ
防除マニュアル
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects
/default_project/_page_/001/023/450/taiwa
nhabu_manual.pdf -

継続 19
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①
特定外
来生物

スウィンホーキノボリトカ
ゲ

Japalura swinhonis Ⅳ ○ - ○ - - ○ - - - - ○ 台湾
神奈川県、静岡
県、宮崎県

森林、林縁、農
耕地、住宅地等

かつてペット等として飼養されていた
可能性がある。現在は特定外来生
物に指定され輸入・飼養は規制され
ている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

輸入植物への混入による侵入と推測
されている。宮崎県日向市、静岡県
浜松市、神奈川県厚木市で定着が
確認され岐阜県でも発見例がある。
生態系への影響については知見の
収集が必要である。

①特定外来、④
各県：静岡、長
崎、宮崎、沖縄

加藤他(2010, 2013)、
槐他（2019）、向井・
田上（2017）、自然環
境研究センター（編
著）(2019)

宮崎県では2017年より環境省、宮崎大学に
よる調査研究と防除の取組がなされ、近年
は日向市による防除計画策定事業が実施さ
れた。
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activit
y/local_gov/hozen/oubo_images/189_r3hyug
a.pdf

- -

防除検討外来種（被害の大きさが防除推進外来種には及ばないもの）

継続 20
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

ミナミイシガメ Mauremys mutica mutica Ⅳ ○ ○ ○ - - ○ ○ - - ○ -
中国、台湾、ベ
トナム原産。

滋賀県、京都
府、大阪府

水田、ため池、
湿地など。

ペット用に流通することがある。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を現に
慎むべき。

国内では京都や滋賀に定着。八重山
諸島に亜種ヤエヤマイシガメ M. m.
kami  が分布。本亜種の属するイシガ
メ科は属間交雑のおそれもあるた
め、特に留意が必要。

④各県：千葉、
滋賀、京都、長
崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（2019）、日本爬
虫両棲類学会編
（2021）

- - -

継続 21
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

チュウゴクスッポン Pelodiscus sinensis Ⅳ ○ - ◎ - - ○ - - - ○ -
ベトナム南部か
ら中国大陸沿岸
部

沖縄県
河川の中・下流
域や池、湖沼等

生きた個体の国内における利用状
況は不明。台湾などでは養殖されて
いる。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

ニホンスッポンとの交雑が生じている
可能性がある。生息実態及び生態系
等への影響に関する知見の集積が
必要。日本国内のチュウゴクスッポン
の正確な分布状況は不明であるため
知見の集積が必要。ただし、養殖用
の遺棄、逃亡などにより全国に広
まっている可能性がある。ニホンスッ
ポンとは亜種関係にあったが、2023
年それぞれ独立の種として分類に変
更があった。

④各県：北海
道、福島、茨城、
兵庫、長崎、鹿
児島、沖縄

自然環境研究セン
ター（2019）、日本爬
虫両棲類学会編
（2021）

- - -

継続 22
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

グリーンイグアナ Iguana iguana Ⅳ - - ○ - - ○ ○ - ○ ◎ -
中南米、西イン
ド諸島

石垣島 森林等 ペットとして飼養されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

かつては捕獲がなされていたが現在
は事業としての防除は行われていな
い。最新の生息実態、ならびに生態
系等への影響に関する知見の集積
が必要。

③GISD

第３回特定外来生物
等分類群専門家グ
ループ会合（爬虫類・
両生類）、Lever
(2003)、自然環境研
究センター(編
著)(2019)、阿部
(2009)、Kraus
(2009)、ISSG-GISD

2013年頃から環境省による生態調査や捕獲
が実施されていた。
https://kyushu.env.go.jp/okinawa/pre_2013/
0227a.html

- -

新規（候
補）

23
分布拡大期～ま
ん延期（小笠原・
南西諸島）

防除検
討外来
種

ホオグロヤモリ Hemidactylus frenatus Ⅳ ◎ - ○ - - ○ ○ - - ○ ○

台湾、インドシ
ナ、インド、東ア
フリカ、メキシコ
等に広く分布
し、原産地はア
ジアと考えられ
ている

奄美大島以南
の南西諸島、小
笠原諸島

民家、人工林、
海岸など

ペット用や、アロワナ等の餌用に流
通することがある。【根拠を確認】

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

国内では琉球列島および小笠原諸
島に分布。近年、奄美大島・喜界島・
宝島でも確認され。奄美大島と喜界
島では定着している。しばしば他種
のヤモリに対して攻撃的で排除する
傾向にあり、在来ヤモリ類との競合
が懸念される。海外では寄生虫や細
菌など媒介による在来種への影響も
懸念されている。

③GISD、④各
県：鹿児島

日本爬虫両棲類学会
編（2021）

- - -

新規（候
補）

24
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

ニホンヤモリ Gekko japonicus Ⅰ ○ ○ ○ - - ○ ○ - - - ○
中国中東部。朝
鮮半島にも分
布。

本州、四国、九
州と周辺島嶼、
北海道南部

人家周辺、二次
林

ペットとして飼養されることがある。

タワヤモリ、ニシヤモ
リの分布域において
は逸出に十分留意
し、放逐を厳に慎む
べき。

交雑・競合により在来種のヤモリ属
を排除して置き換わる。日本固有種
であるタワヤモリ、ニシヤモリの生息
地減少が懸念される。淡路島では、
ニホンヤモリの侵入によりタワヤモリ
から本種に置き換わった例がある。
近年、約3000年前に大陸由来の個
体が九州地方に入り（人為的にもた
らされた可能性が高い）、その後全
国的に広がったと考えられるとの報
告がなされた。

③GISD、④各
県：北海道、滋
賀、鹿児島

日本爬虫両棲類学会
(2021)、Chiba et
ai.(2022)PNAS
Nexus, 2022, 1, 1–10.

- - -
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国内由来の外来種】 現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）
会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

継続 1
国内由来の外来

種

防除推
進外来
種

②③

沖縄諸島及び宮古諸島
のヤエヤマセマルハコガ
メ

Cuora flavomarginata
evelynae

Ⅳ ○ ◎ - - - ○ ○ - - - - 石垣島、西表島
沖縄島、宮古
島、黒島等

森林とその周
辺、河川の周
辺、沼沢地、湿
原等

国の天然記念物に指定されているこ
とから飼養は規制されているが、許
可を受けた個体が飼養されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

生息実態及び生態系等への影響に
関する知見の集積が必要。セマルハ
コガメは国の天然記念物に指定され
ている。沖縄島と宮古島ではしばし
ば野外で個体が確認され定着してい
る可能性もあるが、これらの亜種は
確定されていない。リュウキュウヤマ
ガメとの雑種と思われる個体も確認
されている。天然記念物であるため、
保護もしくは駆除を行うために課題
がある。

④各県：沖縄

Ota (1999)、前之園・
戸田 (2007)、自然環
境研究センター（編
著）(2019)

- - -

継続 2
国内由来の外来

種

防除推
進外来
種

②③
沖縄諸島及び宮古諸島
のヤエヤマイシガメ

Mauremyｓ mutica kami Ⅰ,Ⅱ ○ - ◎ - - ○ ○ - - ○ -
石垣島、西表
島、与那国島

沖縄島、阿嘉
島、宮古島等

河川、池沼、湿
地等

ペットとして飼養されている。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

生息実態及び生態系等への影響に
関する知見の集積が必要。定着して
いるが、これらの亜種は確定されて
いない。宮古島ではミヤコサワガニを
捕食する被害が指摘されている。

④各県：鹿児
島、沖縄

Ota (1999)、前之園・
戸田 (2007)、小林・
長谷川(2005)

ミヤコサワガニの生息地において宮古島市
による捕獲が実施されている。
https://eco-island.jp/news/231129-2/

- -

継続 3
国内由来の外来

種

防除推
進外来
種

①②
琉球列島のニホンスッポ
ン

Pelodiscus japonicus Ⅳ ○ - ○ - - ○ - - - ○ -
本州、四国、九
州

大隅諸島、奄美
諸島

池沼、河川等
日本全国で多数が養殖されている。
奄美群島などには食用、養殖用とし
て持ち込まれたと考えられる。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

生息実態及び生態系等への影響に
関する知見の集積が必要。チュウゴ
クスッポンとは亜種関係にあったが、
2023年それぞれ独立の種として分類
に変更があった。P.japonicus の外来
種としての分布情報などは不明。自
然分布域以外のものは鹿児島県の
指定外来動植物に指定されている。

④各県：青森、
福島、鹿児島、
沖縄

日本生態学会(編)
(2002) 、自然環境研
究センター(編
著)(2019)、爬虫両棲
類学会編（2021）

-

鹿児島県（2024）ニホンスッポン防除マニュア
ル
https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi
-
kankyo/gairai/documents/72338_202405101
71228-1.pdf

-

継続 4
国内由来の外来

種

防除推
進外来
種

①
九州、屋久島のオキナワ
キノボリトカゲ

Japalura polygonata
polygonata

Ⅳ - - ○ - - ○ - - - ○ -
奄美諸島、沖縄
諸島

宮崎県日南市、
鹿児島件指宿
市。屋久島。

森林等 ペット用に流通することがある。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

生息実態及び生態系等への影響に
関するさらなる知見の集積が必要。
自然分布域以外のものは鹿児島県
の指定外来動植物に指定されてい
る。

④各県：長崎、
宮崎、鹿児島

日本爬虫両棲類学会
(2009)、太田他
(2013)、Jono et al.
(2013)、Ota et
al.(2006)

宮崎県日南町の生息地では宮崎大学などに
よって生息状況調査が実施されてきた。

鹿児島県（2024）オキナワキノボリトカゲ防除
マニュアル
https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi
-
kankyo/gairai/documents/72338_202105261
54054-1.pdf

-

継続 5
国内由来の外来

種

防除推
進外来
種

①③ 伊豆諸島のニホントカゲ Plestiodon japonicus Ⅳ ○ ◎ - - - ○ ○ - - - -
近畿中・北西部
～西日本と周辺
島嶼

八丈島
森林、農耕地、
住宅地等

ペットとして飼養されることがある。
逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

本種の分類が見直され、東日本とロ
シア沿海州のものは別種ヒガシニホ
ントカゲ P. finitimus  とされた。八丈
島の外来個体群は狭義のニホントカ
ゲ。 オカダトカゲとの交雑が確認さ
れている。

栗山ほか(2009)、
Okamoto et al.
(2013)

国立環境研究所によって遺伝構造や生態な
どの調査が実施された。

- -

【国外由来の外来種との指摘がなされているが、国内に自然分布域を持つ可能性を現時点では否定できない種】
※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

新規（候
補）

1
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①③ 自然分布域外のクサガメ Mauremys reevesii Ⅰ ○ ◎ ○ - - ○ - - - ◎ -
朝鮮半島、台
湾、中国

本州、四国、九
州と周辺島嶼

河川、湖沼、水
田、水路

ペットとして多数が流通し飼養されて
いる。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

日本産の集団は自然分布ではなく移
入個体群であるとされるが、対馬、壱
岐や九州北部などに自然分布域を
持つ可能性を現時点では否定できな
い。一方、千葉県、福井県、愛知県な
どでは在来種ニホンイシガメに対す
る遺伝的な攪乱が深刻な影響を生じ
させる事例が報告されており、このよ
うな地域では積極的な防除を行う必
要がある。鹿児島県の指定外来動植
物に指定されている。

④各県：北海
道、青森、滋賀、
兵庫、山口、鹿
児島、⑤意向調
査：環境省外来
室、地方公共団
体

日本爬虫両棲類学会
（編著）(2021)、
Suzuki et al.(2011)、
小賀野・小林
（2022）、Matsuda et
al.(2024)

近年はアカミミガメと並び各地で防除の対象
とされている。鹿児島県は防除マニュアルを
作成、公表している。

鹿児島県（2024）クサガメ防除マニュアル
https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi
-
kankyo/gairai/documents/72338_202310170
92136-1.pdf

-

防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け 関係する感染症

定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散

生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等日本での分布検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由

評価項目

原産地・分布

関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（爬虫類）＞

問題となってい
る地域

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由

評価項目

原産地・分布 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国外由来の外来種】 現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く） 2025.2.14時点
会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 WGでの意見を基に修正をしたもの。WG後も引き続き1カ月を目途に意見募集中。

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

侵入・定着防止外来種（未定着）

侵入予防外来種（まだ侵入していない種）

新規（候
補）

1 未定着
侵入予
防外来
種

エールワイフ Alosa pseudoharengus Ⅰ ○ - - - ◎ - - - - - ○ - -

カナダのラブラ
ドール州レッド
湾から米国のサ
ウスカロライナ
州までの大西洋
岸。

-

湖、河川から河
口付近の沿岸域
までに生息。陸
封型と両側海遊
型がいる。河川
を遡上して湖や
河川の緩流域で
産卵する。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

五大湖では稚魚などの捕食により在
来種や在来の漁業対象種の減少を
引き起こした。この他、海外では、在
来の底生動物群集に影響を及ぼした
事例がある。

③GISD

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/species.ph
p?sc=625

- -

継続 2 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物 ブラウンブルヘッド Ameiurus nebulosus Ⅰ、Ⅳ ○ - - - ◎ - - ◎ - - - - -

アメリカ東部原
産。

-

河川緩流域の底
質が柔らかい場
所、湖沼に生
息。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
アメリカでは移入された湖で在来のト
ゲウオを駆逐した例がある。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 3 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物

フラットヘッドキャットフィッ
シュ

Pylodictis olivaris Ⅰ、Ⅳ ○ - ◎ - ◎ - - ◎ - - - - -
アメリカ東部、中
部。

-

倒木や枯れ枝が
沈んでいる池の
斜面が緩やかな
場所を好む。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
アメリカでは本種が侵入した水域で、
同科の在来ナマズ類やザリガニ類な
どの減少が見られている。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/species.ph
p?sc=331

- -

継続 4 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物 ホワイトパーチ Morone americana Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - ◎ - - ○ - - - - -

アメリカ北東部
の沿岸地域。

-

中・大規模河川
の止水部分や池
に生息。主に汽
水域に生息する
が、淡水域にも
生息している。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

‐

肉食性が強く、捕食により在来種を
駆逐する可能性がある。アメリカの各
地で本種が在来種の卵を捕食するこ
とによる影響が報告されている。塩
分耐性が強く、海を通じて水系を超
えた移動が可能。国内では導入記録
は無く、国内への定着可能性につい
て知見の集積が必要。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/species.ph
p?sc=989

- -

継続 5 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物 ラッフ Gymnocephalus cernuus Ⅰ ○ - ◎ - ◎ - - ◎ - - ○ - -

イギリスからロ
シア、中国まで
のユーラシア大
陸。

-

低地から高地ま
での河川、富栄
養湖。大河川の
河口や汽水湖に
多い。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

‐

イギリスや北米のいくつかの地域で、
捕食や競合によって在来種の減少な
どの悪影響を及ぼした事例がある。
最長10年生きる。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/species.ph
p?sc=544

- -

継続 6 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物

ラウンドゴビー Neogobius melanostomus Ⅰ ○ - ◎ - ◎ - - ◎ - - - - -
アゾフ海、黒
海、カスピ海流
域。

-

大河川の汽水域
や湖沼、湾など
の底質が砂や岩
である浅瀬を好
む。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

‐
アメリカの五大湖などで、産卵環境や
餌の競合、卵の食害などによって、
在来種の減少を引き起こしている。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/speciesna
me/Neogobius+melan
ostomus

- -

定着防止外来種（侵入はしているが定着していない種）

継続 7 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ガー科

Atractosteus、Lepisosteus
の全種

Ⅰ、Ⅳ ○ ○ - - ○ - - ○ - - - ◎ -
中央アメリカか
ら北米、カナダ。

公園や城の堀
などで遺棄され
たと思われる個
体が確認される
ことがある。

河川（汽水-淡水
域）、湖沼。

観賞魚として飼養されていた。現在
は特定外来生物に指定され、輸入・
飼養等は規制されている。展示用等
で許可を受けた少数が利用されてい
る。

野外への放流は厳に
慎むべき。

国内で遺棄された大型個体の捕獲
が相次ぎ、長期間生存できることは
明らかであり、将来、繁殖に成功した
場合、急速に増加し、捕食により在
来生物相に影響を及ぼすおそれが
ある。複数個体が同じ水域で確認さ
れたこともあり、定着の危険性が高
まっている。
ガー科全種が肉食性で、どの種も全
長1-2mと非常に大型になるため、捕
食による影響は大きいと思われる。
生態系被害について、知見の集積が
必要。

①特定外来、④
各県：北海道、
茨城、長野、滋
賀、京都、大阪、
和歌山、山口、
徳島、香川、高
知、佐賀、長崎、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

公園の池や城のお堀などで発見された個体
が捕獲されて取り除かれることがある。

	愛知県特定外来生物対策ハンドブック
https://kankyojoho.pref.aichi.jp/DownLoad/
DownLoad/3.%E6%9C%AC%E6%96%87.pdf

新規（候
補）

8 未定着
定着防
止外来
種

ヨーロッパウナギ Anguilla anguilla Ⅰ ○ ○ - ○ ◎ - ○ ○ ○ - - ○ -

スカンジナビア
半島からモロッ
コにかけての大
西洋沿岸とバル
ト海、黒海、地
中海。

西湖。他にDNA
を用いた調査で
新潟県など数県
で確認されたこ
とがある。

小河川から大河
川、湖までの
様々な環境の
様々な底質に生
息する。河川で
成長し、成熟し
た個体は海に
下って産卵す
る。

養饅種苗として輸入され、養殖され
ていたことがある。

野外への放流は厳に
慎むべき。

西湖でクニマスの卵を捕食している。
ニホンウナギよりも低温耐性が高
い。西湖では駆除が実施されてい
る。

④各県：北海
道、和歌山、山
口、高知

Kottelat and
Freyhof(2007)

西湖においてクニマスへの影響が懸念され
ることから山梨県が漁協に委託して延縄を用
いた駆除を行った。引き続き効率的な捕獲手
法が研究されている。
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/9
4515/49houkoku6.pdf

-

継続 9 未定着
定着防
止外来
種

レッドホースミノー Cyprinella lutrensis Ⅰ ○ ◎ ◎ - ○ - - ◎ - - - ◎ -
アメリカ中央南
部から中央北
部。

-
河川中流域の底
が砂泥や岩の池
や水路に生息。

観賞魚として一般に広く普及してい
る種で、安価で大量に流通してい
る。

温帯性であるため、
特に、本州中部以南
では野外への放流は
厳に慎むべき。

海外では近縁種と雑種を作ることや
競合することによって、希少種を含む
在来種の減少を引き起こしている。
ただし、日本に同属種はいない。

③GISD、④各
県：沖縄

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/species.ph
p?sc=1148

- -

新規（候
補）

10 未定着
定着防
止外来
種

トンキントゲタナゴ Acheilognathus tonkinensis Ⅰ、Ⅳ ○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - ○ ○
中国南部から東
南アジア北部。

-

河川の淡水域に
生息し、生きた
二枚貝に産卵す
る。

観賞魚として利用され、ネット通販な
どでも販売されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

国内の野外で確認されたことがあ
る。同属のオオタナゴが競争や交雑
による被害の可能性が高いとして特
定外来生物に指定されている。タナ
ゴ類は比較的容易に異種間で雑種
を作ることが知られる。タナゴ類の多
くは絶滅危惧種であり、これらの生息
地における被害の恐れがある。

⑥観賞魚として
流通。国内に近
縁の絶滅危惧種
が存在。国内で
の確認記録あ
り。

FishBase：
https://www.fishbase
.se/summary/Specie
sSummary.php?id=54
709&lang=English

- -

新規（候
補）

11 未定着
定着防
止外来
種

タイワンタナゴ Paratanakia himantegus Ⅰ、Ⅳ ○ ○ - ○ - - - ○ ○ - - ○ ○ 台湾
野外での確認
事例があるとさ
れる。

淡水魚で、低標
高地の河川や湖
及び貯水池に生
息する。生きた
二枚貝に産卵す
る。

観賞魚として利用され、ネット通販な
どでも販売されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

国内の野外で確認されたことがあ
る。タナゴ類は比較的容易に異種間
で雑種を作ることが知られる。タナゴ
類の多くは絶滅危惧種であり、これら
の生息地における被害の恐れがあ
る。

⑥観賞魚として
流通。国内に近
縁の絶滅危惧種
が存在。国内で
の確認記録あ
り。

FishBase：
https://www.fishbase
.se/summary/Specie
sSummary.php?id=17
290&lang=English

- -

新規（候
補）

12 未定着
定着防
止外来
種

外国産タナゴ亜科（トンキ
ントゲタナゴ、タイワンタナ
ゴ、オオタナゴ、タイリクバ
ラタナゴ、ロデウス・ノター
タス、バラタナゴ属の一種
を除く）

 Acheilognathinae spp. Ⅰ、Ⅳ ○ ○ ○ ○ - - - ○ ○ - - ○ ○

中国や朝鮮半
島に分布する種
が多いが、ヨー
ロッパに広く分
布する種も一部
ある。

一部の種が岡
山県に生息する
ほか、野外での
確認事例があ
るとされる種が
数種いる。

淡水域。
観賞魚として利用され、ネット通販な
どでも販売されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

タナゴ類は比較的容易に異種間で雑
種を作ることが知られる。タナゴ類の
多くは絶滅危惧種であり、これらの生
息地における被害の恐れがある。

⑤検討委員 伊藤ほか(2023) - -

新規（候
補）

13 未定着
定着防
止外来
種

ファットヘッドミノー Pimephales promelas Ⅰ、Ⅳ ○ ○ - - - - - ◎ - - - ○ -
カナダからメキ
シコ北部にかけ
ての地域。

東京都と神奈川
県のため池等で
2011年ごろから
確認されてい
る。

淡水に生息。泥
底の池や水路、
小河川に生息。
濁りや低酸素な
どに強く、他の
多くの魚が生息
出来ない環境に
も棲める。

毒性試験に用いられる実験動物や
観賞魚として利用されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

実験生物や観賞魚として利用されて
いる。高水温や低酸素に極めて強
く、野外に放流された場合に容易に
定着する可能性が高いと考えられて
いる。

⑥国内の一部に
定着済みの外来
種

細谷（編・監修）
（2019）

- -

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（魚類）＞

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け

14



生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け

継続 14 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ヨーロッパナマズ Silurus glanis Ⅰ ○ ○ ○ ○ ◎ - - ◎ - - - ◎ -

中央・東ヨーロッ
パ。

-

大きな湖や河川
に生息し、汽水
域に入ることも
ある。

観賞魚として飼養されていた。現在
は特定外来生物に指定され、輸入・
飼養等は規制されている。展示用等
で許可を受けた少数が利用されてい
る。

野外への放流は厳に
慎むべき。

ヨーロッパの侵入地では在来種の減
少を引き起こしたとされている。在来
の同属種との交雑も懸念されてい
る。
在来の同属種と交雑のおそれがある
ため、これらの生息域では特に侵入
に留意が必要。

①特定外来、④
各県：滋賀、沖
縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

新規（候
補）

15
未定着（小笠原・
南西諸島）

定着防
止外来
種

アフリカンクララ Clarias gariepinus Ⅰ ○ ○ ◎ - ○ - - - - - - ○ -
アフリカ全域か
ら中東原産。

‐
淡水の湖や河
川、沼などに生
息する。

観賞魚として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

インドでは本種を含むいくつかの外
来種との競合によって絶滅危惧種へ
の競合による影響が懸念されてい
る。南アフリカ共和国での在来のアカ
ヒレ類の減少は本種の導入によると
されている。

③GISD

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/species.ph
p?sc=1900

- -

継続 16
未定着（小笠原・
南西諸島）

定着防
止外来
種

オリノコセイルフィンキャッ
トフィッシュ

Pterygoplichthys
multiradiatus

Ⅰ ○ ○ ◎ - ○ - - ○ - - ○ ○ - オリノコ川流域。 -

河川、湖沼の泥
底で水草が生え
る水域に生息す
る。

セイルフィンプレコなどの名前で複数
種が流通している可能性があり、本
種がこれに含まれる可能性がある。

特に、南西諸島や沖
縄、温泉水の川では
野外への放流は厳に
慎むべき。

インドやプエルトリコでは本種が在来
種の減少を引き起こした例が知られ
ている。

③GISD、④各
県：長崎、沖縄

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/species.ph
p?sc=1656

- -

新規（候
補）

17
未定着（小笠原・
南西諸島）

定着防
止外来
種

マダラロリカリア属（オリノ
コセイルフィンキャット
フィッシュ、スノープレコ、
マダラロリカリア、アマゾ
ンセイルフィンキャット
フィッシュを除く）

Pterygoplichthys　 spp. Ⅰ、Ⅳ ○ ○ 〇 - 〇 - - 〇 - - 〇 〇 -

オリノコ川、アマ
ゾン川、マグダ
レナ川水系、マ
ラカイボ川水
系、パラナ川水
系、サン・フラン
シスコ川水系。

-
河川に生息す
る。

～プレコの名称で多くの種が観賞魚
として利用されている。

特に、南西諸島や沖
縄、温泉水の川では
野外への放流は厳に
慎むべき。

本属には沖縄県の複数の河川に定
着し、海外で生態系に影響を及ぼし
ている種を含む。捕食や摂食行動に
より水生植物帯を減少させ、そこに
生息する水生昆虫などに影響を及ぼ
し、堤に穴を空けることで経済被害を
起こす可能性が指摘されている。

⑤検討委員

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/speciesna
me/Pterygoplichthys
+spp.

- -

継続 18 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ノーザンパイク Esox lucius Ⅰ ○ - ◎ - ◎ - - ○ - - - - -

アメリカ北部、カ
ナダ、ヨーロッ
パ、アジア北
部。

-

河川緩流域や湖
沼に生息し、水
草の多い場所を
好む。冷水性。

観賞魚として飼養されていた。現在
は特定外来生物に指定され、輸入・
飼養等は規制されている。展示用等
で許可を受けた少数が利用されてい
る。

野外への放流は厳に
慎むべき。

アメリカのデービス湖では捕食や競
争により在来魚類に影響を与えた事
例がある。長寿命であり、最長24年
生きた例がある。

①特定外来、③
GISD、④各県：
佐賀、沖縄

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/speciesna
me/Esox+lucius

- -

継続 19 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 マスキーパイク Esox masquinongy Ⅰ ○ - ◎ - ◎ - - ○ - - - - -

アメリカ北東部
とカナダ南東
部。

-

河川緩流域や湖
沼に生息し、水
草の多い場所を
好む。冷水性。

観賞魚として飼養されていた。現在
は特定外来生物に指定され、輸入・
飼養等は規制されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

ウィスコンシン州の湖では同所的に
生息するオオクチバスを駆逐するな
どの被害が確認されている。長寿命
であり、最長30年生きた例がある。

①特定外来、④
各県：佐賀、沖
縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 20 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 パイク科 Esocidae spp. Ⅰ ○ - ◎ - ◎ - - ○ - - - - -

アメリカ大陸と
ユーラシア大陸
の北部。

-

河川緩流域や湖
沼に生息し、水
草の多い場所を
好む。

かつては観賞魚として流通していた
種もある。現在は輸入等が規制され
ている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

マスキーパイクやノーザンパイクと同
じ科に属し、生態が似ているためにこ
れらの種と同様の影響を及ぼす可能
性が高いと考えられる。

①未判定、④各
県：北海道、栃
木、佐賀、長崎、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 21 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ガンブシア・ホルブローキ Gambusia holbrooki Ⅰ、Ⅳ ○ - ◎ - ◎ - ○ ◎ - - - ○ -

アメリカ東部の
沿岸地域。

-

主に水田地帯な
どの流れの無い
用水路に生息す
るが、河川本流
や湖沼にも生
息。

観賞魚として飼養されていた。現在
は特定外来生物に指定され輸入・飼
養は規制されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

オーストラリアでは希少種を含む在
来魚の卵や仔稚魚の捕食、攻撃が
確認されており、これらの減少につな
がっている。卵胎生。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

新規（候
補）

22 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 サンシャインバス

Morone chrysops ×
M.chrysops

Ⅰ ○ ○ ○ - ○ - - ○ - - - ○ -
作出個体のた
め原産地はな
し。

霞ケ浦と東京湾
で記録がある。

-

特定外来生物に指定され輸入・飼養
は規制されている。一部の管理釣り
場で利用されているストライパーと呼
ばれるものに本交雑種が含まれてい
る可能性がある。

野外への放流は厳に
慎むべき。

両方の親種も特定外来生物に指定
されている。親種よりも成長が早く環
境悪化に耐性があるとされる。

①特定外来
自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

新規（候
補）

23 未定着
定着防
止外来
種

未判定
外来生
物

パンプキンシード Lepomis gibbosus Ⅰ ○ ○ ○ - ◎ - ○ - - - - ○ -

アメリカ合衆国
東部の大西洋
岸と五大湖周
辺。

詳細は不明だ
が、国内で捕獲
したという情報
がある。

砂礫底の池や水
路から河川まで
に生息する。水
中植物の繁茂す
る場所を好む。

観賞魚として飼養されていた。現在
は未判定外来生物に指定され、輸入
は規制されている。国内で繁殖した
と思われる個体が少数流通すること
がある。

野外への放流は厳に
慎むべき。

信憑性は不明だが国内で確認したと
いう情報がある。北米大陸の本来の
生息域外の他、ヨーロッパの多数の
国に水産利用目的で導入されてい
る。生態系への影響については明ら
かになっていないが、固有の軟体動
物への捕食が確認されているほか、
多様性の低下や在来種への攻撃性
が指摘されている。

⑥国内での確認
情報のある未判
定外来生物

Boschung and
Mayden(2004)

- -

新規（候
補）

24 未定着
定着防
止外来
種

未判定
外来生
物

サンフィッシュ科（ブルー
ギル、ロングイヤーサン
フィッシュ、パンプキン
シード、コクチバス、オオ
クチバスを除く）

Centrarchidae spp. Ⅰ、Ⅳ ○ ○ ◎ - ◎ - ○ ○ - - - ○ -
北米大陸東部
からメキシコ北
部。

-
淡水の湖や河
川、沼などに生
息する。

一部の種が観賞用や釣魚として利
用されていた。現在は特定外来生物
や未判定外来生物に指定され、利用
は指定以前に比べて限られる。

野外への放流は厳に
慎むべき。

観賞魚としての価値があり、定着や
分布を拡大する可能性がある。オオ
クチバスやブルーギルが含まれる科
であり、同様の生態を持つ種が多い
と思われるため生態系への悪影響
が危惧される。科全体としての影響
の程度について知見の集積が必要。
※生態系被害の評価項目について
は、本科に含まれる現リスト掲載種
の評価を適用した

⑤検討委員
Boschung and
Mayden(2004)

- -

新規（候
補）

25 未定着
定着防
止外来
種

未判定
外来生
物

ペルキクティス科（狭義）
（マーレーコッドとゴール
デンパーチを除く）

Percichthyidae spp. Ⅰ、Ⅳ ○ ○ ○ - ○ - - - - - - ○ -
オーストラリアと
南米。

- 淡水域。
釣魚や観賞魚として利用されてい
る。

野外への放流は厳に
慎むべき。

釣魚や観賞魚としての価値があり、
定着や分布を拡大する可能性があ
る。在来種に対する競争圧・捕食圧
が生じる可能性があるとされる種を
含み、同様の生態を持つ種が多いと
思われるため生態系への悪影響が
危惧される。科全体としての影響の
程度について知見の集積が必要。
※生態系被害の評価項目について
は、本科に含まれるマーレーコッドの
評価を適用した

⑤検討委員

FishBase:https://fish
base.mnhn.fr/summa
ry/familysummary.ph
p?ID=288

- -

新規（候
補）

26 未定着
定着防
止外来
種

オヤニラミ属（オヤニラミ
とコウライオヤニラミを除
く）

Coreoperca spp. Ⅰ、Ⅳ ○ ○ - - - - - 〇 - - - 〇 -

海南島を含む中
国南部からベト
ナム北部にかけ
て。

-
淡水域から汽水
域。

観賞魚として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

宮崎県大淀川水系でナンエツオヤニ
ラミの確認事例がある。当該水系で
は同属の近縁種であるコウライオヤ
ニラミが定着して、捕食や競合により
生態系被害を及ぼしており、ナンエツ
オヤニラミの確認事例を鑑みると、同
様の生態をもつものと考えられる同
属他種の侵入や、それに伴う生態系
被害の可能性がある。生態系被害に
ついて、知見の集積が必要。

FishBase.
https://www.fishbase
.de/summary/Coreop
erca-whiteheadi.html

- -

継続 27 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ケツギョ Siniperca chuatsi Ⅰ ○ - ○ - ◎ - - ◎ - - - ○ -

アムール川水
系、中国。

-
河川緩流域や湖
沼に生息。

観賞魚として飼養されていた。現在
は特定外来生物に指定され、輸入・
飼養等は規制されている。展示用等
で許可を受けた少数が利用されてい
る。

野外への放流は厳に
慎むべき。

原産地の気候が日本と近いため、日
本の湖沼や河川に導入すれば広く定
着し、捕食や競争により在来生物に
影響を及ぼす恐れがある。中国では
養殖池に紛れ込んだ場合に他種を
捕食する事例が知られ、害魚とされ
ている。

①特定外来、④
各県：栃木、長
崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 28 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 コウライケツギョ Siniperca scherzeri Ⅰ ○ - ○ - ◎ - - ◎ - - - ○ -

中国、朝鮮半
島、ベトナム。

-

河川や湖沼に生
息し、ケツギョよ
りも流れのある
場所を好む。

観賞魚として飼養されていた。現在
は特定外来生物に指定され、輸入・
飼養等は規制されている。展示用等
で許可を受けた少数が利用されてい
る。

野外への放流は厳に
慎むべき。

原産地の気候が日本と近いため、日
本の湖沼や河川に導入すれば広く定
着し、捕食や競争により在来生物に
影響を及ぼす恐れがある。

①特定外来、④
各県：栃木、長
崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

新規（候
補）

29 未定着
定着防
止外来
種

ケツギョ
属のみ
未判定
外来生
物

ケツギョ科（ケツギョとコウ
ライケツギョを除く）

Sinipercidae spp. Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - ◎ - - - - - - ○ -
中国、ベトナム、
朝鮮半島、日
本。

- 淡水域。 観賞魚として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

観賞魚としての価値があり、定着や
分布を拡大する可能性がある。ケツ
ギョやコウライケツギョが含まれる科
であり、同様の生態を持つ種が多い
と思われるため生態系への悪影響
が危惧される。科全体としての影響
の程度について知見の集積が必要。
※生態系被害の評価項目について
は、本科に含まれる現リスト掲載種
の評価を適用した

⑤検討委員
FishBase：
https://www.fishbase
.se/search.php

- -

継続 30
未定着（小笠原・
南西諸島）

定着防
止外来
種

特定外
来生物 ナイルパーチ Lates niloticus Ⅰ ○ - - - ◎ - - ○ - - - ◎ -

西アフリカから
ナイル川流域。

-

湖、河川緩流
域、水路などに
生息し、湖では
沿岸部に分布す
る。

観賞魚として飼養されていた。現在
は特定外来生物に指定され、輸入・
飼養等は規制されている。展示用等
で許可を受けた少数が利用されてい
る。

野外への放流は厳に
慎むべき。

肉食性が強く、捕食により在来種を
駆逐する可能性がある。アフリカの
湖で在来のシクリッド200種以上が絶
滅した事例がある。

①特定外来、②
IUCN、③GISD、
④各県：長崎、
沖縄

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/species.ph
p?sc=89

- -

継続 31 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ストライプトバス Morone saxatilis Ⅰ ○ - ○ - ◎ - - ○ - - - ○ -

アメリカ大西洋
岸とカナダのセ
ントローレンス
川流域。

-

内湾や河口域に
生息し、産卵の
ために河川を遡
上する。

本種そのものの利用はほぼ無いが、
本種と同じく特定外来生物であるホ
ワイトバスとの雑種がストライパーと
いう呼称で国内の管理釣り場で利用
されている。雑種も特定外来生物に
指定され、輸入・飼養等は規制され
ている。

雑種同士では繁殖出
来ないが、長寿命で
あるため捕食や競合
による影響を長期間
与える可能性があ
り、本種のみならず
雑種も野外への放流
は厳に慎むべき。

肉食性が強く、捕食により在来種を
駆逐するため、カリフォルニア州の
デービス湖では駆除対象となってい
る。

①特定外来、④
各県：千葉、長
崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -
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生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け

継続 32 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ホワイトバス Morone chrysops Ⅰ ○ - ○ - ◎ - - ○ - - - - -

アメリカ東部とカ
ナダのセント
ローレンス川流
域。

-

河川緩流域や湖
沼に生息し、産
卵のために河川
を遡上する。

本種そのものの利用は無いが、本種
と同じく特定外来生物であるストライ
プバスとの雑種がストライパーという
呼称で国内の管理釣り場で利用され
ている。雑種も特定外来生物に指定
され、輸入・飼養等は規制されてい
る。

雑種同士では繁殖出
来ないが、長寿命で
あるため捕食や競合
による影響を長期間
与える可能性があ
り、本種のみならず
雑種も野外への放流
は厳に慎むべき。

肉食性が強く、捕食により在来種を
駆逐するため、カリフォルニア州のカ
ウェア湖とその下流では駆除対象と
なっている。

①特定外来、④
各県：茨城、長
崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

新規（候
補）

33 未定着
定着防
止外来
種

マーレーコッド Maccullochella peelii Ⅰ、Ⅳ ○ ○ ○ - ○ - - - - - - ○ -

オーストラリ東
南部のマー
レー・ダーリング
水系。

-

主に河川緩流域
に生息し、流木
や水生植物など
の物陰を好む。
急流の岩場でも
見られる。

観賞魚として利用されている。また、
管理釣り場での釣魚としての利用も
始まっている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

在来種に対する競争圧・捕食圧が生
じる可能性がある。管理釣り場での
利用が始まっており、今後逸出など
によって野外へ定着する恐れが高
まっている。今後の分布拡大などに
ついて知見の集積が必要。旧要注意
外来生物。

⑤委員
自然環境研究セン
ター（編著）(2008)

- -

新規（候
補）

34 未定着
定着防
止外来
種

ゴールデンパーチ Macquaria ambigua Ⅰ、Ⅳ ○ ○ ○ - ○ - - - - - - ○ -

オーストラリ東
南部のマー
レー・ダーリング
水系、ドーソン
川など。

-

河川緩流域、
湖、貯水池など
に生息し、流木
や水生植物など
の物陰を好む。

観賞魚として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

在来種に対する競争圧・捕食圧が生
じる可能性がある。今後の分布拡大
などについて知見の集積が必要。旧
要注意外来生物。

⑤委員
自然環境研究セン
ター（編著）(2008)

- -

継続 35 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物

ヨーロピアンパーチ Perca fluviatilis Ⅰ ○ - ◎ - ◎ - - ◎ - - ○ - -
ヨーロッパとア
ジア北部。

-

河川緩流域、湖
沼などに生息
し、木の根が張
り出したり水草
が豊富な場所を
好む。

観賞魚として飼養されていた。現在
は特定外来生物に指定され、輸入・
飼養等は規制されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

オーストラリアで競合によって在来の
希少種を絶滅させた事例がある。ス
ペインのダムでも外来種を含む魚類
を減少させた例がある。長寿命であ
り、最長10年生きた例がある。

①特定外来、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/species.ph
p?sc=548

- -

継続 36 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 パイクパーチ Sander lucioperca Ⅰ ○ - ◎ - ◎ - - ◎ - - ○ - -

ヨーロッパ中央
部から西アジ
ア。

-

河川緩流域や湖
沼に生息し、深
みのある静穏な
水域を好む。汽
水域にも生息。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

トルコでは本種の導入後に在来種が
見られなくなった例がある。デンマー
クやスペインなどのヨーロッパ諸国で
在来のカワカマス科魚類などの減少
を引き起こしているとされる。最長16
年生きる。

①特定外来、④
各県：長崎、沖
縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 37
未定着（小笠原・
南西諸島）

定着防
止外来
種

スポッテッドティラピア Tilapia mariae Ⅰ、Ⅳ ○ - ◎ - ○ - ○ ○ - - - ○ -
アフリカ大陸西
部のギニア湾周
辺諸国。

-
沿岸域の沼や河
川下流域に生
息。

国内ではほとんど流通していない。
野外への放流は厳に
慎むべき。

餌や産卵基質を巡る競争により在来
種に悪影響を及ぼしている。巣で親
魚が卵と仔魚を保護する。国内での
定着可能性について、知見の集積が
必要。

③GISD、④各
県：長崎、沖縄

Global invasive
species database：
https://www.iucngisd
.org/gisd/species.ph
p?sc=1430

- -

新規（候
補）

38
未定着（小笠原・
南西諸島）

定着防
止外来
種

カワスズメ属（コンヴィクト
シクリッド、ブルーティラピ
ア、カワスズメ、ナイル
ティラピアを除く）

Oreochromis spp. Ⅰ 〇 〇 ◎ - ◎ - ○ ○ - - - ○ -
アフリカ大陸と
中東地域。

沖縄県。
河川や湖沼。淡
水から汽水ま
で。

食用あるいは観賞用として利用され
ている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

本属にはカワスズメ、ナイルティラピ
ア等を含むため、生態系影響などに
ついてはこれらと同様。

③GISD

Global invasive
species database:
https://www.iucngisd
.org/gisd/speciesna
me/Oreochromis

- -

新規（候
補）

39 未定着
定着防
止外来
種

タイワンドジョウ属（カム
ルチー、コウタイ、タイワ
ンドジョウを除く）

Channa  spp. Ⅰ、Ⅳ ○ ◎ ○ - ○ - ○ - - - - ◎ -
アジア地域に広
く分布する。

- 淡水域。 観賞用として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

国内で既に3種が定着しており、海外
においても外来種として定着している
ものが数種類ある。タイワンドジョウ
やプラーチョン、コブラスネークヘッド
では競争により在来種を駆逐する可
能性があるとされている。空気呼吸
が可能で干出や低酸素に強く、卵や
稚魚を保護するため、他種との競争
で有利になり得る。観賞魚として様々
な種が多く利用されている。

⑤検討委員

FishBase：
https://www.fishbase
.se/Nomenclature/V
alidNameList.php?syn
g=Channa&syns=&vti
tle=Scientific+Names
+where+Genus+Equal
s+%3Ci%3EChanna%3
C%2Fi%3E&crit2=CON
TAINS&crit1=EQUAL

- -

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

継続 40
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③⑤
特定外
来生物

チャネルキャットフィッシュ
（アメリカナマズ）

Ictalurus punctatus Ⅰ ○ - ◎ - - ◎ - ○ ○ ○ -
アメリカ、カナダ
南部、メキシコ。

福島、霞ヶ浦、
北浦、利根川水
系（茨城、栃
木、埼玉、千
葉、東京）、琵
琶湖（滋賀）、愛
知、岐阜、島
根。

河川下流、湖沼
などの流れが緩
やかな場所に生
息。

現在は特定外来生物に指定され輸
入・飼養等は規制されているが、許
可を受けて利用されているものもあ
る。茨城県霞ヶ浦や岐阜県下小鳥ダ
ムで養殖されている。地域の名物と
して利用されている。この他、展示用
の利用も少数ある。

養殖地から自然水域
に逸出させてならな
い。

霞ヶ浦ではイサザアミやハゼ類など
の水産利用種を捕食し、これらの漁
獲高を減少させている。ヒレにある鋭
い棘で漁業者がけがをする被害があ
る。

①特定外来、④
各県：福島、茨
城、千葉、静岡、
愛知、滋賀、京
都、大阪、長崎、
熊本、宮崎、沖
縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

茨城県の霞ケ浦、滋賀県の琵琶湖、福島県
の阿武隈川などで防除が実施されたことが
ある。
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment
/5463989.pdf
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosa
ngyou/suisan/18681.html

水産庁　だれでもできる外来魚駆除2：
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/attach/p
df/naisuimeninfo-12.pdf
福島県　阿武隈川におけるチャネルキャット
フィッシュの駆除方法：
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/a
ttachment/261592.pdf
	愛知県特定外来生物対策ハンドブック
https://kankyojoho.pref.aichi.jp/DownLoad/
DownLoad/3.%E6%9C%AC%E6%96%87.pdf

継続 41
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

③
特定外
来生物 オオタナゴ

Acheliognathus
macropterus

Ⅰ ◎ ○ - - - ◎ - - - ○ ○
中国、朝鮮半
島、アムール
川。

霞ヶ浦、北浦。
利根川水系の
千葉、埼玉、栃
木（渡良瀬）に
分布拡大中。

湖、水路の沿岸
から沖合まで。

観賞魚として飼養されていた。現在
は特定外来生物に指定され、輸入・
飼養等は規制されている。展示用等
で許可を受けた少数が利用されてい
る。

淡水真珠養殖用のヒ
レイケチョウガイへの
卵、仔魚の混入の可
能性がある。移入地
では、タナゴの繁殖
期には、産卵母貝と
なるイシガイ科二枚
貝の移植を控える等
配慮が必要。

茨城県霞ヶ浦、北浦に移入されてい
る。
在来のタナゴ類と交雑の恐れがある
ため、これらの生息域では特に侵入
に留意が必要。
知見の集積が必要。

①特定外来、④
各県：茨城、千
葉、滋賀、長崎、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

霞ケ浦で駆除が行われたことがある。また、
霞ケ浦で他の外来魚とあわせて釣魚を回収
したイベントの際に本種も対象となっていた。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/
kantai/kasumigaura/lake/kasumi-
tsurisakana.html

-

継続 42
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②③ タイリクバラタナゴ
Rhodeus ocellatus
ocellatus

Ⅰ、Ⅱ ○ ◎ - - - ◎ ◎ - - ◎ ○
中国、朝鮮半
島、台湾。

北海道、本州、
四国、九州。

河川下流域、湖
沼、水路。

一般的な観賞魚として大量に流通し
ている。また、釣魚でもある。

移入地では、タナゴ
の繁殖期には、産卵
母貝となるイシガイ科
二枚貝の移植を控え
る等配慮が必要。

ニッポンバラタナゴとの交雑が進行し
ているため、これらの生息範囲では
本種の侵入に特に留意が必要。

②日本、④各
県：北海道、青
森、福島、茨城、
千葉、長野、静
岡、愛知、滋賀、
京都、兵庫、鳥
取、奈良、和歌
山、山口、徳島、
香川、愛媛、高
知、福岡、佐賀、
長崎、大分、熊
本、宮崎、鹿児
島、沖縄、⑤検
討委員

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

ニッポンバラタナゴ生息地では交雑や競争を
防ぐために池干しなどの手法で防除が行わ
れている。

福岡県侵略的外来種防除マニュアル2021
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/att
achment/169206.pdf

新規（候
補）

43
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②③
ロデウス・ノタータス（カラ
ゼニタナゴ）

Rhodeus notatus Ⅰ、Ⅱ ○ ◎ - - ○ ○ ◎ - - ○ ○ 中国、韓国。 岡山県。

河川の淡水域に
生息する。国内
では主に農業用
水路や小河川に
生息している。
生きた二枚貝の
鰓に産卵する。

観賞魚として利用され、ネット通販な
どでも販売されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

侵入地では交雑によってスイゲンゼ
ニタナゴを駆逐している。在来タナゴ
類との競合も懸念されている。在来
種であるスイゲンゼニタナゴに比べ
て産卵数が非常に多く、繁殖力が強
い可能性がある。

⑤検討委員

環境省中国四国地方
環境事務所：
https://chushikoku.e
nv.go.jp/procure/alie
nbl.html

岡山県では環境省中国四国地方環境事務
所が専門家の協力のもと防除を実施してい
る。

公表されているものは無い

継続 44
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

③
特定外
来生物 コウライギギ Pseudobagrus fulvidraco Ⅳ ○ - ○ - - ◎ - ○ ○ - -

東アジア（ア
ムール川から韓
国、中国南部）。

霞ヶ浦。
原産地では湖沼
や河川に生息す
る。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

－

生態系への影響や漁業被害に関す
る知見の集積が必要。
生態系に甚大な被害を及ぼすとして
特定外来生物に指定されているチャ
ネルキャットフィッシュと食性等が似
ているため、在来生態系に被害を及
ぼす可能性が高い。また、分布が拡
大した際に、在来のギギ科魚類との
競合、交雑が起こることが懸念され、
今後の動向に注意する必要がある。
生態系影響について、知見の集積が
必要。

①特定外来、④
各県：茨城、千
葉、滋賀、長崎、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

水元公園での外来種防除において国の認定
が出されている。実際に捕獲されているかは
不明。

-

継続 45
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①③
特定外
来生物 カダヤシ Gambusia affinis Ⅰ ◎ - ◎ - ○ ◎ - - - ○ - アメリカ南東部。

福島以南の本
州、四国、沖
縄、小笠原。

主に水田地帯な
どの流れの無い
用水路に生息す
るが、河川本流
や湖沼にも生
息。

観賞魚として飼養されていた。現在
は特定外来生物に指定され輸入・飼
養は規制されているが、許可を受け
た個体が主に展示用として利用され
ている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

メダカの生息地に本種が侵入した場
合、メダカが減少し、カダヤシに置き
換わってしまうケースがある。卵胎
生。

①特定外来、②
日本、IUCN、③
GISD、④各県：
茨城、千葉、長
野、静岡、愛知、
滋賀、京都、大
阪、兵庫、奈良、
和歌山、山口、
徳島、香川、高
知、福岡、佐賀、
長崎、大分、熊
本、宮崎、鹿児
島、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

他の外来魚の防除の際に同時に駆除される
ことがある。

愛知県特定外来生物対策ハンドブック
https://kankyojoho.pref.aichi.jp/DownLoad/
DownLoad/3.%E6%9C%AC%E6%96%87.pdf
横須賀市：
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/555
5/bustres/documents/gb_17.pdf

16



生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け

継続 46
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③④⑤
特定外
来生物

ブル－ギル Lepomis macrochirus Ⅰ、Ⅱ ◎ - ◎ - ◎ ◎ ◎ - ○ ◎ ◎
カナダ南部、ア
メリカ中東部、メ
キシコ北部。

全国。
主に流れの緩や
かな河川下流域
や湖沼に生息。

現在は特定外来生物に指定され輸
入・飼養等は規制されているが、許
可を受けた個体が主に展示用として
多く利用されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

捕食や競争により国内各地で在来種
を駆逐し、優占種となっている。
卵や仔魚は親魚によって保護され
る。寿命は最長10年以上。

①特定外来、②
日本、④各県：
北海道、青森、
福島、茨城、栃
木、千葉、長野、
静岡、愛知、滋
賀、京都、大阪、
兵庫、奈良、和
歌山、鳥取、山
口、徳島、香川、
高知、福岡、佐
賀、長崎、大分、
熊本、宮崎、鹿
児島、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

全国各地でオオクチバスとあわせて漁具や
人口産卵床、電気ショッカー等により防除が
実施されてきた。池干しによって根絶が可能
な場合もある。
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosa
ngyou/suisan/18681.html

環境省：オオクチバス等の防除の手引き
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control
/files/manual_bass.pdf
水産庁：誰でもできる外来種駆除
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/pdf/gairai
gyo.pdf
水産庁：誰でもできる外来種駆除3
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/attach/p
df/naisuimeninfo-30.pdf

新規（候
補）

47
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①③⑤
未判定
外来生
物

ロングイヤーサンフィッ
シュ

Lepomis megalotis Ⅰ ○ - ○ - ○ - - - - ○ -
五大湖地域から
テキサス州にか
けての地域。

岐阜県の徳山
ダムで発見され
た。当該地域で
は定着している
と考えられてい
る。

砂礫底の池や水
路から河川まで
に生息する。水
中植物の繁茂す
る場所を好む。

観賞魚として飼養されていた。現在
は未判定外来生物に指定され、輸入
は規制されている。国内で繁殖した
と思われる個体が少数流通すること
がある。

野外への放流は厳に
慎むべき。

国内の一部の地域で定着していると
思われる。北米大陸でも本来の生息
域外で確認されているが、影響につ
いては不明。卵の保護を行うため繁
殖力が強い。

⑤検討委員

USGS：
https://nas.er.usgs.g
ov/queries/FactShee
t.aspx?SpeciesID=38
8

-
本種のマニュアルは無いが、おそらくブルー
ギルの防除マニュアルが活用できると思わ
れる。

継続 48
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③④⑤
特定外
来生物 コクチバス

Micropterus dolomieu
dolomieu

Ⅰ ○ - ◎ - ◎ ◎ - - ○ ○ -
カナダ南部、ア
メリカ中東部。

青森から和歌
山までの山梨を
除く19都道県。

主に湖沼に生息
するが、流れの
ある河川にも見
られる。オオクチ
バスよりも流水
域に適応でき
る。

かつては管理釣り場で利用されてい
た。現在は特定外来生物に指定され
輸入・飼養等は規制されている。定
着している湖などでは釣魚になって
おり、一部の湖でスポーツフィッシン
グに利用されている。この他、許可を
受けた個体が展示用に利用されて
いる。

野外への放流は厳に
慎むべき。

南アフリカでは在来種を捕食し、在来
種の多くが見られなくなった例があ
る。ハワイでも在来種はもとより、オ
オクチバスやブルーギルを含む魚類
を駆逐した。国内でも分布を拡大して
おり、オオクチバスより低温や流れに
強いため、より上流域での捕食や競
合の被害が懸念されている。
卵や仔魚は親魚によって保護され
る。寿命は最長15年。

①特定外来、②
日本、④各県：
北海道、青森、
福島、茨城、栃
木、千葉、長野、
静岡、滋賀、京
都、兵庫、奈良、
和歌山、佐賀、
長崎、宮崎、沖
縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

河川やダム湖において漁具による捕獲や釣
り、電気ショッカー、人口産卵床、水中銃など
による防除が実施されている。一部のダム湖
では根絶を達成した場所もある。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/337519.html

環境省：オオクチバス等の防除の手引き
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control
/files/manual_bass.pdf
水産庁：誰でもできる外来種駆除
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/pdf/gairai
gyo.pdf
水産庁：誰でもできる外来種駆除2
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/attach/p
df/naisuimeninfo-12.pdf
水産庁：誰でもできる外来種駆除3
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/attach/p
df/naisuimeninfo-30.pdf
水産庁：外来魚に立ち向かう
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/attach/p
df/naisuimeninfo-19.pdf

継続 49
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③④⑤
特定外
来生物 オオクチバス Micropterus nigricans Ⅰ、Ⅱ ◎ - ◎ - ◎ ◎ ◎ - ○ ◎ ◎

カナダ南部、ア
メリカ中東部、メ
キシコ北部原
産。

北海道を除く全
国。

主に湖沼や河川
下流域など、止
水域や流れの緩
やかな場所に生
息。

特定外来生物に指定され輸入・飼養
等は規制されているが、許可を受け
て利用されているものもある。一部
の管理釣り場や湖でスポーツフィッ
シングに利用されている。山中湖な
どでは漁業権が免許され、放流も行
われている。この他、展示用の利用
もある。

生息水域から逸出さ
せないよう注意が必
要。

国内各地で捕食や競合により在来種
を駆逐するなど、在来魚類群集に
様々な影響を及ぼしている。
卵や仔魚は親魚によって保護され
る。寿命は最長10年以上。

①特定外来、②
日本・IUCN、③
GISD、④各県：
北海道、青森、
福島、茨城、栃
木、千葉、長野、
静岡、愛知、滋
賀、京都、大阪、
兵庫、奈良、和
歌山、鳥取、山
口、徳島、香川、
高知、福岡、佐
賀、長崎、大分、
熊本、宮崎、鹿
児島、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

長野県の金原ダム湖では様々な漁具や水中
銃を用いた防除によって機能的根絶を達成
している。
伊豆沼では漁具や人工産卵床などによる防
除を行い、低密度管理を実施し、在来種の
復元が実現されている。

環境省：オオクチバス等の防除の手引き
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control
/files/manual_bass.pdf
水産庁：誰でもできる外来種駆除
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/pdf/gairai
gyo.pdf
水産庁：誰でもできる外来種駆除2
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/attach/p
df/naisuimeninfo-12.pdf
水産庁：誰でもできる外来種駆除3
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/attach/p
df/naisuimeninfo-30.pdf
水産庁：外来魚に立ち向かう
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/attach/p
df/naisuimeninfo-19.pdf

新規（候
補）

50
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①③ コウライオヤニラミ Coreoperca herzi Ⅰ ◎ - ◎ - - - - - - - - 朝鮮半島。

宮崎県の大淀
川水系萩原川
で定着している
と思われる。

川の上流域の石
や礫が多い環境
に生息する。

観賞魚として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

一部の地域で定着していると思われ
る。環境DNAを用いた調査で、捕食
や競合によって在来生態系に大きな
影響を及ぼしていることが示された。

④各県：宮崎、
⑤検討委員

細谷（編・監修）
（2019）

大淀川水系では漁協による防除が行われて
いる。

-

防除検討外来種（生態系等へ及ぼす影響が小さなもの）

新規（候
補）

51
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

シルバーアロワナ Osteoglossum bicirrhosum Ⅰ、Ⅳ - - ○ - - ○ - - - ◎ - アマゾン川。

沖縄県で定着。
本州でも確認は
あるが、定着は
していない。

河川に生息。酸
素濃度の低い環
境でも適応でき
る。

観賞魚として多く利用されている。ア
ロワナ類では比較的安価。

野外への放流は厳に
慎むべき。

沖縄でのみ定着。分布は局所的。大
型になる肉食魚で、沖縄県では生態
系に影響があると考えられる防除対
策外来種に選定されている。ポーラ
ンドの野外でも確認されており、在来
生態系への影響がある可能性が指
摘されている。生態系影響につい
て、知見の集積が必要。

③各県：滋賀、
徳島、沖縄

FishBase:
https://www.fishbase
.se/summary/Osteog
lossum-
bicirrhosum.html

- -

新規（候
補）

52
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

コイ（飼育型） Cyprinus carpio Ⅰ ○ ◎ ○ ○ - ○ ○ - - ◎ -

中国を中心とし
た東アジアから
黒海・カスピ海
沿岸にかけての
ユーラシア大陸
の温帯域。

全国。

湖、河川下流域
から汽水域まで
の底層部に生
息。

古くから移殖が盛んで、特に内陸部
では除草や食用目的で全国に移植
された。

特に野生型コイのい
る場所では、野外へ
の放流は厳に慎むべ
き。

捕食行動によって底質を巻き上げる
ことで水の透明度を低下させ、光が
を阻害することで水草の成長を妨げ
るなど、生態系の改変を引き起こす。
琵琶湖などの一部を除き在来のコイ
との交雑が進んでいる。

②IUCN、③
GISD、④各県：
北海道、福島、
茨城、千葉、栃
木、愛知、滋賀、
兵庫、奈良、和
歌山、徳島、愛
媛、高知、沖縄、
⑤検討委員、地
方自治体

細谷（編・監修）
（2019）

東京都の井の頭公園で池干しによる本種を
含む防除が実施された。

横須賀市：
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/555
5/bustres/documents/gb_18.pdf

新規（候
補）

53
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

バラタナゴ属の一種（ハッ
カタナゴ）

Rhodeus albomarginatus Ⅳ - - - - - 〇 - - - 〇 〇

中国安徽省の
揚子江流域の
鄱陽湖への流
入河川及び緑
江。

兵庫県の数か
所で確認されて
いる。

渓流の上流部に
生息。

観賞魚として少量が流通している。
野外への放流は厳に
慎むべき。

兵庫県の数か所に定着しており、生
態系被害が懸念されている。現時点
での生態系影響は不明。繁殖力は
高いとされる。

⑤検討委員 北村私信 - -

継続 54
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

ハクレン
Hypophthalmichthys
molitrix

Ⅰ - - ◎ ○ - ◎ - - - ○ ○
中国、アムール
川。

自然繁殖は利
根川・江戸川水
系淀川水系の
み、北海道と沖
縄を除く国内各
地。

河川下流域、湖
沼、水路。

観賞魚として少量が流通している。
釣魚でもある。

本種は大型になるた
め、飼いきれなくなる
可能性もある。野外
への放流は厳に慎む
べき。

繁殖は利根川等大規模河川に限ら
れる。海外では、生物多様性に影響
を及ぼした事例がある。
プランクトン食のため、水域での生息
密度が高まると、プランクトンが激減
し、食物連鎖を通じて大きな影響を
与える。アメリカでは深刻化した事例
がある。

③GISD、④各
県：茨城、千葉、
静岡、滋賀、鳥
取、山口、徳島、
高知、長崎、沖
縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

霞ケ浦で外来魚の利用を見込んだ事業が行
われている。また、池干しの際に捕獲された
個体が駆除されることがある。

-

継続 55
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

コクレン Hypophthalmichthys nobilis Ⅰ - - ◎ ○ - ◎ - - - ○ ○
中国、アムール
川。

自然繁殖は利
根川・江戸川水
系のみ、淀川。

河川下流域、湖
沼。

観賞魚として少量が流通している。
釣魚でもある。

本種は大型になるた
め、飼いきれなくなる
可能性もある。野外
への放流は厳に慎む
べき。

Hypophthalmichthys nobilis として
GISD。繁殖は利根川等大規模河川
に限られる。海外では、生物多様性
に影響を及ぼした事例がある。プラ
ンクトン食のため、水域での生息密
度が高まると、プランクトンが激減
し、食物連鎖を通じて大きな影響を
与える。アメリカでは深刻化した事例
がある。

③GISD、④各
県：茨城、千葉、
山口、長崎、沖
縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

本種を対象とした防除活動は確認できない
が、池干しの際に捕獲された個体が駆除さ
れることがある。

-

新規（候
補）

56
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

ダントウボウ Megalobrama amblycephala Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - - ○ - - - - - 中国長江水系。
霞ケ浦とその周
辺の河川に定
着している。

平野部の流れの
緩やかな河川や
湖沼に生息す
る。

- -
茨城県では定着とされている。挺水
植物など在来水生植物群落への影
響が懸念されている。

⑤検討委員
細谷（編・監修）
（2019）

霞ケ浦で他の外来魚とあわせて釣魚を回収
したイベントの際に本種も対象となっていた。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/
kantai/kasumigaura/lake/kasumi-
tsurisakana.html

-

新規（候
補）

57
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

カワイワシ Hemiculter leucisculus Ⅰ、Ⅳ ○ - - - ○ ○ - - - - -

アムール川水系
からメコン川水
系にかけての地
域と台湾、海南
島、朝鮮半
島。。

岡山県百間川
に定着してい
る。

平野部の河川、
湖沼、灌漑用水
路などに生息す
る。

観賞用に利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

岡山県で定着。繁殖力が強いとさ
れ、国内の広い範囲で定着する可能
性が高いと考えられている。岡山県
では近年分布が拡大している。在来
の遊泳性魚類と競争する可能性が
高いと考えられている。分布の拡大
やそれに伴う生態系影響について、
知見の集積が必要。

⑥WGでのご意
見

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

58
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

キクチヒナモロコ Aphyocypris kikuchii Ⅰ - ◎ - - - ○ ◎ - - ○ - 台湾。 静岡県。
淡水域。水深0-
5mに生息。

観賞用として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

九州のヒナモロコは本種との交雑に
よって絶滅した可能性が高い。静岡
県に導入。静岡県での生態系影響は
不明。

⑥WGでのご意
見

Watanabe et al.
(2020)
北原（2024）

- -

継続 59
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

パ－ルダニオ Danio albolineatus Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - - ○ - - - ◎ -

ミャンマー、タ
イ、ラオス、マ
レー半島、スマ
トラ。

沖縄島北部。

丘陵地の水のき
れいな小川や河
川下流を好む。
日本ではため池
に生息。

観賞魚として一般に広く普及してい
る種で、安価で大量に流通してい
る。

特に、南西諸島や沖
縄、温泉水の川では
野外への放流は厳に
慎むべき。

沖縄でのみ定着。生態系等への影
響に関する知見の集積が必要。
定着河川において、生息密度が局所
的にかなり高くなることが確認されて
おり、水生昆虫等への捕食の影響が
危惧される。また、絶滅危惧種である
ミナミメダカとの競合も懸念される。

④各県：長崎、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -
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継続 60
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

ゼブラダニオ Danio rerio Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - - ○ - - - ◎ -

インド、パキスタ
ン、ネパール、
バングラディッ
シュ、ミャン
マー。

沖縄島北部。
丘陵地の緩流や
淀み。日本では
ため池に生息。

観賞魚として一般に広く普及してい
る種で、安価で大量に流通してい
る。

特に、南西諸島や沖
縄、温泉水の川では
野外への放流は厳に
慎むべき。

沖縄でのみ定着。生態系等への影
響に関する知見の集積が必要。
定着河川において、生息密度が局所
的にかなり高くなることが確認されて
おり、水生昆虫等への捕食の影響が
危惧される。また、絶滅危惧種である
ミナミメダカとの競合も懸念される。

④各県：長崎、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 61
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

アカヒレ Tanichthys albonubes Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - - ◎ - - - ◎ -
中国広東省、ベ
トナム。

沖縄。
清涼な河川緩流
域の水草のある
場所に生息。

観賞魚として一般に広く普及してい
る種で、安価で大量に流通してい
る。

温帯性であるため、
特に、本州中部以南
では野外への放流は
厳に慎むべき。

沖縄でのみ定着。生態系等への影
響に関する知見の集積が必要。
定着河川において、生息密度が局所
的にかなり高くなることが確認されて
おり、水生昆虫等への捕食の影響が
危惧される。また、絶滅危惧種である
ミナミメダカとの競合も懸念される。

④各県：和歌
山、長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 62
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

ソウギョ Ctenopharhyngodon idellus Ⅰ - - ◎ ○ - ◎ - - - ◎ -
中国、アムール
川。

東北から九州
（自然繁殖は利
根川・江戸川水
系のみ）。

河川下流域、湖
沼。

除草目的や釣魚として河川や湖沼、
公園、などに放流されている。また、
観賞魚としてアルビノ個体などが比
較的普通に流通している。釣魚でも
ある。

本種は大型になるた
め、飼いきれなくなる
可能性もある。野外
への放流は厳に慎む
べき。

Ctenopharhyngodon idella として
GISD。利根川・江戸川水系、霞ヶ浦・
北浦に定着。繁殖は利根川等大規
模河川に限られる。

②日本、③
GISD、④各県：
北海道、青森、
茨城、千葉、長
野、静岡、滋賀、
京都、兵庫、奈
良、和歌山、鳥
取、山口、徳島、
香川、愛媛、高
知、長崎、熊本、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

野尻湖や深泥池では除草のために放流した
ソウギョが水生植物を壊滅させたため、駆除
が行われた。また、池干しの際に捕獲された
個体が駆除されることがある。

-

継続 63
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

アオウオ Mylopharyngodon piceus Ⅰ、Ⅳ - - ○ - - ◎ - - - ○ ○
中国、アムール
川。

自然繁殖は利
根川・江戸川水
系のみ、榛名
湖、岡山。

河川下流域、湖
沼。

観賞魚としてごく少量が流通してい
る。釣魚でもある。

本種は大型になるた
め、飼いきれなくなる
可能性もある。野外
への放流は厳に慎む
べき。

本種の繁殖には利根川のような大河
川が必要。海外ではスクミリンゴガイ
などの外来種の貝類の除去に利用さ
れている例もある。ハンガリーでは捕
食による在来生物相への影響の恐
れが指摘され、アメリカやドイツでは
生体での輸入が禁止されている。
全長1m以上になるため、捕食による
影響は大きいと思われる。生態系影
響について、知見の集積が必要。

④各県：北海
道、茨城、千葉、
滋賀、徳島、長
崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

池干しの際に捕獲された個体が駆除される
ことがある。

-

継続 64
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

カラドジョウ Paramisgurnus dabryanus Ⅰ、Ⅳ ○ ○ - - - ◎ - - - ○ ○
中国、朝鮮半
島。

宮城、栃木、茨
城、埼玉、静
岡、長野、香
川。

水田や周辺の農
業用水路に生
息。

食用や観賞魚等の餌用として流通し
ている。

在来のドジョウに酷
似するため、気づか
れずに放流されてし
まう恐れがある。

ドジョウとカラドジョウが混在する水
域で、後者が優占する場所も知られ
ている。カラドジョウとドジョウの雑種
は生残性で、その卵は受精能力があ
ることが示唆されており、遺伝的攪乱
が心配される。また、正常な繁殖相
手を巡る競争が生じており、その影
響が懸念される。生態系等への影響
に関する知見の集積が必要。

④各県：青森、
福島、茨城、千
葉、長野、静岡、
愛知、滋賀、和
歌山、愛媛、高
知、福岡、長崎、
宮崎、鹿児島、
沖縄、⑤検討委
員

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

-

鹿児島県：奄美群島にお住まいの方向け　ド
ジョウ、カラドジョウ防除マニュアル
https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi
-
kankyo/gairai/documents/72338_202310170
92523-1.pdf

新規（候
補）

65
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

ヒメドジョウ Lefua costata Ⅰ、Ⅳ ○ ○ - - - ○ - - - - -

アムール川から
黄河までの中国
東北部、モンゴ
ル、朝鮮半島。

山梨県、静岡
県、長野県、富
山県で定着。岩
手県で記録あ
り。

湧水を水源とす
る湿地や細流、
河川敷内の水た
まり、浅い湖沼
などに生息。

食用あるいは釣り餌用のドジョウに
混入。利用に関する情報は得られな
かった。

野外への放流は厳に
慎むべき。

徐々に分布を拡大しており、種間競
争や交雑による影響が懸念されてい
る。

⑥現行リスト作
成時の検討種

細谷（編・監修）
（2019）

- -

継続 66
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

スノープレコ Pterygoplichthys anisitsi Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - - ○ - - ○ ○ -

パラグアイ、ブラ
ジル、ウルグア
イ、アルゼンチ
ン。

沖縄島に定着し
ている可能性が
ある。

氾濫原や湖沼、
河川緩流域に生
息。

観賞魚として大量に流通している。

特に、南西諸島や沖
縄、温泉水の川では
野外への放流は厳に
慎むべき。

定着実態及び生態系への影響や農
業被害に関する知見の集積が必要。
沖縄島でマダラロリカリアとされてい
るものの中に本種が含まれている可
能性が高い。

③GISD、④各
県：長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 67
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

マダラロリカリア
Pterygoplichthys
disjunctivus

Ⅰ ◎ - ◎ - - ○ - - - ◎ -
マデイラ川流
域。

沖縄島、東京
都。

原産国では氾濫
原などに生息。
日本では河川や
湖沼、生活排水
で汚染された水
域にも生息。

観賞魚として大量に流通している。

特に、南西諸島や温
泉水の川では野外へ
の放流は厳に慎むべ
き。

Pterygoplichthys disjunctivus  として
GISD。沖縄でのみ30年以上前から
確認。メキシコでは索餌行動による
濁り等の水質の悪化や水底の植生
の破壊とそれに伴う在来種の生息環
境悪化と減少を引き起こしている。
フィリピンでは刺し網などの漁具を壊
すなどの漁業被害が知られている。

③GISD、④各
県：千葉、和歌
山、長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 68
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

アマゾンセイルフィン
キャットフィッシュ

Pterygoplichthys pardalis Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - - ○ - - ○ ○ -
アマゾン川中下
流域。

沖縄島に定着し
ている可能性が
ある。

河川、湖、湿地。
セイルフィンプレコなどの名前で複数
種が流通している可能性があり、本
種がこれに含まれる可能性がある。

特に、南西諸島や沖
縄、温泉水の川では
野外への放流は厳に
慎むべき。

海外では同属種が索餌行動による
濁り等の水質の悪化や水底の植生
の破壊し、それに伴う在来種の生息
環境悪化と減少を引き起こしている。
生態系等への影響に関する知見の
集積が必要。
沖縄島でマダラロリカリアとされてい
るものの中に本種が含まれている可
能性が高い。

③GISD、④各
県：長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 69
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

ウォーキングキャットフィッ
シュ

Clarias batrachus Ⅰ ◎ - ◎ - - ○ - - - ◎ -
東南アジア、イ
ンド。

沖縄島。

湖沼、水田、河
川緩流域、運
河、湿地などに
生息し、汽水域
にも侵入する。

観賞魚として安価に大量に流通して
いる。

比較的大型になるた
め、飼いきれなくなる
危険がある。特に、
南西諸島や沖縄、温
泉水の川では野外へ
の放流は厳に慎むべ
き。

東南アジアやアメリカ南部では捕食
や競争により魚類や甲殻類、カエル
類を駆逐しており、特に乾季で水域
が狭まった際に影響が大きくなるとさ
れる。沖縄島に定着しているヒレナマ
ズは本種の可能性がある。

②IUCN、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 70
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

ヒレナマズ Clarias fuscus Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - - ○ - - - ○ -
中国、台湾、フィ
リピン、ベトナ
ム、ラオス。

沖縄島、石垣
島。

河川下流域や湖
沼など流れの緩
やかな水域を好
む。

観賞用として安価に大量に流通して
いる。また、食用として養殖されるこ
ともある。

比較的大型になるた
め、飼いきれなくなる
危険がある。野外へ
の放流は厳に慎むべ
き。

沖縄島、石垣島に移入。1960年代に
石垣島へ輸入。沖縄島では1985年に
南風原町で記録。生態系等への影
響に関する知見の集積が必要。

④各県：長崎、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 71
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

ブラウントラウト Salmo trutta Ⅰ ◎ - ◎ - - ○ - - - ◎ -
ヨーロッパから
アラル海までの
西アジア。

北海道、秋田
県、栃木県、山
梨県、長野県、
神奈川県、富山
県など。

平地から高地の
河川や湖沼の中
低層に生息。降
海型もいる。冷
水性。

古くから養殖・放流がされており、少
なくとも3県で漁業権魚種として免許
されている。この他、管理釣り場での
利用が多い。

北海道では広い範囲
で定着しており、いっ
たん定着すると在来
種との競合が生じる
ため、これ以上の分
布拡大をしないよう
注意が必要。
北海道では内水面漁
業調整規則により移
植が禁止されてい
る。

北海道では多くの河川で定着してい
る。本州以南では放流なしでは資源
を維持できないと考えられていたが、
長野県や山梨県などで定着が確認さ
れている。在来のイワナとの交雑個
体が確認されているが、遺伝的攪乱
の危険性は低いことが報告されてい
る。ただし、正常な繁殖相手を巡る競
争が生じており、その影響が指摘さ
れる。
北海道では他種を駆逐して優占種に
なっている水域もある。希少種である
ニホンザリガニの捕食も確認されて
いる。本州でも捕食や競争によりヤ
マメやイワナ類の減少要因となって
いることが指摘されており、防除が実
施されている場所もある。
北海道では漁業調整規則で移植が
禁止されており、北海道での分布拡
大は私的放流によるものと考えられ
ている。

②日本、IUCN、
③GISD、④各
県：北海道、青
森、福島、茨城、
栃木、長野、愛
知、滋賀、和歌
山、鳥取、山口、
長崎、宮崎

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

北海道の他、山梨県や長野県、岐阜県、鳥
取県などの本州の一部で駆除が実施されて
いる。
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/8
5263/jiho45_p30-39.pdf

水産庁：外来魚に立ち向かう
https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/attach/p
df/naisuimeninfo-19.pdf

継続 72
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

カワマス Salvelinus fontinalis Ⅰ ◎ - ◎ - - ○ - - - ◎ -
カナダ、アメリカ
東部。

北海道、栃木、
長野。

平地から高地の
河川や湖沼の冷
水域に生息。

古くから大量に養殖・放流がされてき
ている。複数の都道府県で漁業権魚
種として免許されている。また、管理
釣り場での利用も多い。

北海道や長野県など
では定着しており、定
着はごく一部である
が、いったん定着す
ると在来種との競合
が生じるため、これ以
上の分布拡大をしな
いよう注意が必要。

定着はごく一部の地域に限られる。
20年以上前から確認。北海道や長野
県では在来のイワナやアメマスとの
雑種が確認されており、雑種が優占
するなどの影響が出ている。雑種は
稔性をもつものの雑種崩壊により遺
伝子攪乱の危険は少ないことが報告
されている。ただ、正常な繁殖の機
会が失われ、存続しない雑種個体群
が生じることによる在来種への影響
が懸念される。
定着できる地域が北海道や寒冷地
に限られるため、対策を優先的に行
う地域を選んで実施するのが効果的
である。漁業権が認められている地
域もあるので、防除を行う際は確認
する必要がある。

③GISD、④各
県：北海道、青
森、福島、茨城、
長野、滋賀、山
口、長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 73
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

ペヘレイ Odontesthes bonariensis Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - - ◎ - - - ○ -
アルゼンチン、
ウルグアイ、ブ
ラジル南部。

丹沢湖、霞ヶ
浦、北浦。

湖に生息。適水
温は10-28℃だ
が、冬期に5℃
程度になる場所
でも生息できる。

管理釣り場などで放流されることが
ある。養殖もされている。丹沢湖で野
生化しているものは地域の名物とし
て食用に利用されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

生態系への影響や漁業被害に関す
る知見の集積が必要。
霞ヶ浦・北浦では沖合生態系の優占
種となるほど増殖しており、生態系に
影響を及ぼしていると言われている。
ワカサギやシラウオ等への漁業被害
も懸念される。

④各県：茨城、
千葉、山口、長
崎、宮崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -
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継続 74
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

グリーンソ－ドテ－ル
（ソードテール）

Xiphophorus helleri Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - ○ ○ - - - ◎ -
メキシコ、グアテ
マラ、ベリーズ、
ホンジュラス。

山梨、沖縄島、
久米島。

比較的流れの速
い河川から水路
や池などいろい
ろな場所に生息
している。

一般に広く知られた観賞魚の代表で
あり、大量に流通している。

特に、南西諸島や沖
縄、温泉水の川では
野外への放流は厳に
慎むべき。

本州では温泉水に局所的に定着。沖
縄では1960年代から定着。生態系等
への影響に関する知見の集積が必
要。
沖縄島では河川で増加し、在来魚種
への影響が懸念されている。

③GISD、④各
県：長崎、鹿児
島、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

奄美大島で駆除を実施したことがある。 -

継続 75
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

グッピー Poecilia reticulata Ⅰ ◎ - ◎ - ○ ○ - - - ◎ -
ベネズエラ、ガ
イアナ。

北海道、福島、
長野、静岡、岡
山、大分、南西
諸島、小笠原。

止水を好むが、
比較的流れのあ
る小規模河川に
生息している事
も多い。流れの
ある場所では水
草のある場所に
生息している。

一般に広く知られた観賞魚の代表で
あり、大量に流通している。

特に、南西諸島や沖
縄、温泉水の川では
野外への放流は厳に
慎むべき。

温泉地や温排水に局所的に定着。
北海道、福島（内郷温泉）、長野（戸
倉、上山田、浅間温泉）、静岡（蓮台
寺温泉）、岡山（奥津温泉）、大分（別
府温泉）、鹿児島（指宿温泉）、沖縄
の各道県、小笠原に移入。海外の熱
帯・亜熱帯域では、希少種を含むコイ
科、カダヤシ科、メダカ科などの小型
魚類を駆逐している。卵胎生。定着
は、国内の亜熱帯地域のほかは、温
泉地や温排水などのごく一部に限ら
れる。

③GISD、④各
県：北海道、茨
城、千葉、長野、
滋賀、和歌山、
山口、徳島、高
知、福岡、長崎、
大分、熊本、鹿
児島、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

北海道のオンネトー湯の滝でナイルティラピ
アとあわせて防除が実施され、沢水を引き込
んで水温を低下させることで根絶した。
https://www.env.go.jp/press/106377.html

-

継続 76
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

インディアングラスフィッ
シュ

Pseudambassis ranga Ⅰ ○ - ○ - - ○ - - - ◎ -

パキスタン、イン
ド、バングラディ
シュ、ミャン
マー、タイ、マ
レーシア。

沖縄島。

河川の淡水域か
ら汽水域にかけ
て生息し、特に
流れの緩やかな
淀みを好む。

ごく一般的な観賞魚として、広く普及
しており、価格も安価で大量に流通
している。

特に、南西諸島や沖
縄、温泉水の川では
野外への放流は厳に
慎むべき。

沖縄でのみ定着。動物食性が強く、
生息水域が沖縄島内で拡大傾向に
ある。生態系等への影響に関する知
見の集積が必要。

④各県：長崎、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

新規（候
補）

77
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

タイリクスズキ Lateolabrax maculatus Ⅰ 〇 ◎ 〇 - - ○ - - - 〇 -

黄海の渤海沿
岸、東シナ海と
北部南シナ海の
中国大陸沿岸。

関東地方以西
の本州、四国、
九州の沿岸で
生息が確認され
ている。

沿岸域から河口
域に生息する
が、淡水域への
指向性が強く河
川に遡上する。

養殖対象として利用されている。
生簀養殖では自然水
域に逸出しないよう
注意が必要。

スズキと分布の重複する朝鮮半島で
雑種は見つかっていないが、人工的
には容易に雑種を作れる。愛媛県宇
和島市の来村川河口ではスズキと置
き換わったとされる。知見の集積が
必要。

⑤検討委員
自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 78
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

コンヴィクトシクリッド Cichlasoma nigrofasciatum Ⅰ ○ - ○ - ○ ○ - - - ○ -

グアテマラ、エ
ルサルバドル、
ホンジュラス、ニ
カラグア、コスタ
リカ、パナマ。

沖縄島。

主に流れのある
河川の浅瀬や小
川に生息し、特
に岩礁の亀裂が
多い場所や植物
の根などが多い
場所を好む。

少量ではあるが観賞魚として流通し
ている。

特に、南西諸島や沖
縄、温泉水の川では
野外への放流は厳に
慎むべき。

沖縄では本種の多く生息する水域も
あり、競合や卵・仔魚の捕食などによ
る在来種への影響が心配されてい
る。生態系等への影響に関する知見
の集積が必要。
繁殖力がかなり強く、生息水域も拡
大傾向にある。

④各県：長崎、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 79
定着初期／限定
分布（小笠原・南
西諸島）

防除検
討外来
種

ブルーティラピア Oreochromis aureus Ⅰ ◎ - ○ - ○ ○ - - - - -

セネガルからサ
ウジアラビアに
かけてのアフリ
カ中部。

沖縄島。

河川、湖沼に生
息。水温耐性が
高く、10℃以下
から40℃まで生
きられる。

観賞魚として一般的ではないと思わ
れる。

特に、南西諸島、温
泉水の川では野外へ
の放流は厳に慎むべ
き。

餌や生育環境の競合によって在来
種の減少を引き起しているとされ、ア
フリカや北米各地で侵入後に本種が
優占種となった例がある。マウスブ
ルーダー。沖縄島には本種と思われ
る表現形質を有する個体が確認され
ている。亜熱帯地域に生息する種で
あり、定着は、国内の亜熱帯地域の
ほかは、温泉地や温排水などのごく
一部に限られる。ただし、本種は低
温耐性が高いため、温帯の特に暖か
い地域では注意を要する。

③GISD、④各
県：長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 80
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

カワスズメ Oreochromis mossambicus Ⅰ ◎ - ◎ ○ ○ ○ - - - ○ -

モザンビークか
ら南アフリカの
アルゴア湾にか
けてのアフリカ
大陸南東岸。

北海道、鹿児
島、南西諸島。

河川下流域や湖
沼などの流れの
緩やかな場所に
好んで生息。

少数が養殖されている。

特に、南西諸島や沖
縄、温泉水の川では
野外への放流は厳に
慎むべき。

世界の熱帯・亜熱帯の河川や湖沼で
は競争により在来種や淡水カモ類を
駆逐した例があるほか、付着藻類、
デトリタス底生動物などを食べて食
物網の基盤を改変している。局所的
に長期間にわたって定着。マウスブ
ルーダー。最長寿命は11年。定着
は、国内の亜熱帯地域のほかは、温
泉地や温排水などのごく一部に限ら
れる。

②IUCN、③
GISD、④各県：
北海道、茨城、
長野、和歌山、
高知、長崎、宮
崎、鹿児島、沖
縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

他の外来魚の防除の際に同時に駆除される
ことがある。

-

継続 81
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

ナイルティラピア Oreochromis niloticus Ⅰ ◎ - ◎ ○ ○ ○ - - - ○ -

アフリカ大陸西
部、タンガニー
カ湖以北のナイ
ル川水系、イス
ラエルのヤルコ
ン川。

南日本の温泉
地や工場排水
で温暖な水域、
南西諸島。

河川緩流域、湖
沼、ダム湖、河
口域などに生
息。

少数が養殖されている。

特に、南西諸島や沖
縄、温泉水の川では
野外への放流は厳に
慎むべき。

世界の熱帯・亜熱帯域では競争によ
り在来種を駆逐した例があるほか、
付着藻類、デトリタス底生動物などを
食べて食物網の基盤を改変してい
る。マウスブルーダー。寿命は約7
年。鹿児島県（池田湖）、沖縄、小笠
原等に移入。局所的に長期間にわ
たって定着。

③GISD、④各
県：北海道、青
森、長野、静岡、
愛知、滋賀、京
都、徳島、高知、
福岡、長崎、大
分、熊本、宮崎、
鹿児島、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

北海道のオンネトー湯の滝でグッピーとあわ
せて防除が実施され、沢水を引き込んで水
温を低下させることで根絶した。
https://www.env.go.jp/press/106377.html

-

継続 82
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

ジルティラピア Coptodon zillii Ⅰ ◎ - ○ - ○ ○ - - - - -
アフリカ大陸赤
道以北、パレス
チナ。

滋賀、鹿児島、
南西諸島。

河川緩流域、湖
沼などに生息。
多様な環境に生
息し、水温や塩
分濃度に対して
きわめて広い適
性を示す。

過去に養殖されていたことがある
が、現在の利用実態は不明。

野外への放流は厳に
慎むべき。

滋賀、鹿児島、南西諸島に移入。滋
賀・鹿児島（南西諸島除く）では工場
の温排水や湧水のある場所など、温
度の安定した場所のみ。局所的に長
期間にわたって定着。 沖縄県で本種
が侵入している水域では、在来種が
見られなくなっているところがある。
卵や仔魚は親魚に保護される。

③GISD、④各
県：滋賀、長崎、
大分、宮崎、鹿
児島、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

熊本県の江津湖では釣られた魚の回収ボッ
クスや電気ショッカーボートなどによる外来
魚の駆除が行われ、本種も駆除が行われて
いる。
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/de
tail.aspx?c_id=5&id=7881

-

新規（候
補）

83
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

ヨコシマドンコ Micropercops swinhonis Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - - - - - - ○ ○

中国のアムール
川水系からベト
ナム及び朝鮮
半島。

愛知県に定着。
関東地方でも確
認されている。

湖沼や池、水路
などの純淡水域
の流れの緩やか
な場所に生息す
る。

観賞魚としての利用はほどんどない
と思われるが、中国や韓国産の魚の
種苗や釣り餌に混入する。

野外への放流は厳に
慎むべき。本種は釣
り餌のエビに混入し
ていたことが確認さ
れており、これらの釣
り餌の生きたままの
遺棄は避けるべき。

関東、東海地方に定着。在来種への
競争や捕食の影響が懸念されてい
る。梅田川では在来魚類の状況から
特に在来種に著しい負の影響を与え
ていることは確認できないとの報告も
ある。釣りえさのエビ類に混入してい
たことがある。

④各県：茨城、
愛知、和歌山

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

84
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

カラドンコ Odontobutis potamophila Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - - - - - - - ○ 中国、ベトナム。

利根川水系江
川、飯沼川で定
着していると思
われる。

湖の沿岸部や河
川の流れの緩や
かなところに生
息する。

- -

利根川水系の一部で定着とされてい
る。捕食や競合による被害が懸念さ
れている。侵入経路は他魚種の養殖
に混入した可能性も指摘されてい
る。

④各県：茨城、
⑤検討委員、地
方自治体

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

85
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

カムルチー Channa argus Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - ○ - - - - ○ -

アムール川から
長江付近までの
アジア大陸東
部。

北海道東部、本
州、四国、九州
に定着。

河川緩流域、湖
沼、用水路など
に生息し、注水
植物や水草が繁
茂した場所を好
む。

観賞魚として利用されているほか、
アメリカザリガニの駆除に用いられる
こともある。

野外への放流は厳に
慎むべき。アメリカザ
リガニの駆除等に利
用する際は、厳密な
管理下で行う必要が
ある。

北海道、本州、四国、九州のほぼ全
域に分布。鳥の雛を捕食していること
が報告されている。本種が多数生息
する場所でも在来魚が極端に減少す
ることはないともされている。卵や仔
魚を保護する。

③GISD、④各
県：北海道、青
森、茨城、千葉、
愛知、滋賀、愛
媛、京都、奈良、
和歌山、鳥取、
山口、徳島、香
川、高知、福岡、
熊本、鹿児島

自然環境研究セン
ター（編著）(2008)

他の外来魚の防除の際に同時に駆除される
ことがある。

-

新規（候
補）

86
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

コウタイ Channa asiatica Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - ○ - - - - ○ -
台湾、海南島、
長江流域以南
の中国。

大阪府、沖縄
島、石垣島に定
着しているが、
現在はあまり見
られない。

流水環境に多い
が、池沼にも生
息する。

観賞用として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

大阪府、石垣島。石垣島の個体群は
絶滅した可能性もある。局所的に長
期間にわたって定着。卵や仔魚を保
護する。

④各県：千葉、
愛媛

自然環境研究セン
ター（編著）(2008)

他の外来魚の防除の際に同時に駆除される
ことがある。

-

新規（候
補）

87
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

タイワンドジョウ Channa maculata Ⅰ、Ⅳ ○ - ○ - ○ - - - - ○ -

福建省以南の
中国、ベトナム、
台湾、海南島、
フィリピン。

愛媛県を除く瀬
戸内海周縁の
各地と石垣島。

河川緩流域、湖
沼、用水路など
に生息し、注水
植物や水草が繁
茂した場所を好
む。

観賞用として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

和歌山、兵庫、石垣島に移入。局所
的に長期間にわたり定着。捕食や競
合による生態系影響が懸念されてい
るが、生息数が減っており、影響は
ほとんどないとの見解もある。

④各県：千葉、
愛媛、奈良、和
歌山、山口、高
知

自然環境研究セン
ター（編著）(2008)

他の外来魚の防除の際に同時に駆除される
ことがある。

-

産業管理外来種

継続 88
分布拡大期～ま
ん延期

産業管
理外来
種

ニジマス Oncorhynchus mykiss Ⅰ ◎ - ○ - - ○ ○ - - ◎ -
アメリカの太平
洋岸、カム
チャッカ半島。

北海道、東京
都、長野、和歌
山、中国地方。

平地から高地の
河川や湖沼に生
息。降海型もい
る。冷水性。

古くから大量に養殖・放流がされてき
ている水産上の重要魚種。多くの都
道府県で漁業権魚種として免許され
ている。また、管理釣り場での利用も
多い。

北海道では広い範囲
で定着しており、いっ
たん定着すると在来
種との競合が生じる
ため、これ以上の分
布拡大をしないよう
注意が必要。

北海道では多くの河川で定着してい
るが、本州以南では釣獲や増水によ
る繁殖失敗でほとんど定着できてい
ないとの見解がある。本種とヤマメの
雑種は発生段階で死亡するため、遺
伝的攪乱の可能性は低い。ただし、
正常な繁殖が阻害される可能性はあ
る。
漁業権が認められている地域もある
ので、防除を行う際は確認する必要
がある。

②日本、IUCN、
③GISD、④各
県：北海道、青
森、福島、茨城、
千葉、長野、静
岡、愛知、滋賀、
京都、奈良、和
歌山、鳥取、山
口、徳島、高
知、、長崎熊本、
宮崎

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 89
定着初期／限定
分布

産業管
理外来
種

レイクトラウト Salvelinus namaycush Ⅰ ◎ - ◎ - - ○ - - - ○ -
カナダ、アメリカ
北東部。

中禅寺湖、本栖
湖。

水温20℃以下の
湖沼に多い。マ
ス類の中でも
もっとも低温を
好み、適水温は
4-10℃。

栃木県中禅寺湖では、かつて放流さ
れたレイクトラウトが定着し、また、現
在も発眼卵放流が行われ、遊漁の
対象として利用されており 、地域の
名物となっている

特に北方や高地の湖
沼において、分布が
拡大しないよう注意
が必要。

栃木県中禅寺湖のみで定着していた
が、近年本栖湖でも確認された。海
外では捕食や競争により在来のサケ
科魚類を駆逐する事例がある。長寿
命。

③GISD、④各
県：長崎

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

本栖湖ではレイクトラウトが侵入してヒメマス
が捕食されているため、レイクトラウトの駆除
手法を検討している。
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/8
5138/r5_wadai_2_laketrout_motosu.pdf

-
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国内由来の外来種】 現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く） 2025.2.14
会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

継続 1
国内由来の外来
種

防除推
進外来
種

九州北西部及び東海・北
陸地方以東のギギ

Pseudobagrus nudiceps Ⅰ ◎ - - - - ○ ◎ ○ - ○ ○
近畿地方以西
の本州、四国、
九州北東部。

秋田県、新潟
県、福井県、山
梨県、愛知県、
岐阜県、三重
県、熊本県。

河川中流域や湖
沼に生息。

観賞用として少量が流通している。
野外に放流しないよ
う注意が必要。

侵入年代は不明。絶滅危惧種で国
の天然記念物である東海地方固有
のネコギギの生息する河川で分布を
広げ、また九州西部ではアリアケギ
バチ生息地への影響が懸念されて
いる。実際に九州各地でギギの導入
後にアリアケギバチが減少または消
失し、ギギに置き換わる事例が報告
されている。

③各県：青森、
茨城、千葉、長
野、静岡、愛知、
和歌山、高知、
福岡、長崎、大
分、宮崎

細谷（編・監修）
（2019）
古槗ほか（2020）

ネコギギの生息する水域でギギの防除が行
われている。

-

新規（候
補）

2
国内由来の外来
種

防除推
進外来
種

①③
ヒメダカ等のメダカ改良品
種

Oryzias sp. Ⅰ - ◎ - - - 〇 - - - ◎ -

原産地は不明
だが、起源はミ
ナミメダカに由
来する。

全国各地。

平野部の河川、
池沼、水田、農
業水路などの流
れが緩やかな場
所。

観賞魚や肉食魚の餌などとして古く
から大量に利用されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

在来のミナミメダカやキタノメダカと容
易に交雑して遺伝的かく乱を引き起
こす。

④各県：青森、
滋賀、奈良

北川（2017） - -

新規（候
補）

3
国内由来の外来
種

防除推
進外来
種

③
滋賀県のハリヨ生息地の
太平洋系陸封型イトヨ

Gasterosteus aculeatus
subspp.

Ⅰ - ◎ - - - 〇 - - - 〇 -

北海道大沼、青
森県、福島県会
津田島、栃木県
那須、福井県大
野。

青森県の非分
布域と滋賀県。

夏季水温が20℃
以下の湧水を水
源とする澄んだ
細流や池に生
息。一生を淡水
域で過ごす。

観賞魚として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

青森県内の非分布地域と滋賀県へ
移入。滋賀県ではハリヨとの交雑に
より地域的な在来遺伝子の消失が起
こっている。滋賀県では強影響外来
種として選定されている。

④各県：青森、
滋賀、⑤検討委
員

細谷（編・監修）
（2019）

滋賀県米原市では本種と交雑したハリヨを取
り除く取り組みが行われた。

-

防除検討外来種（生態系等へ及ぼす影響が小さなもの）

新規（候
補）

4
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

琵琶湖・淀川以外のゲン
ゴロウブナ（ヘラブナ、カ
ワチブナ）

Carassius cuvieri Ⅰ 〇 〇 〇 - - 〇 - - - ◎ -
琵琶湖・淀川水
系。

全国。

湖や池沼、ダム
湖などに生息
し、河川の下流
の淀みに若魚が
生息することも
ある。

釣り用に全国のため池や釣り堀など
に放流されている。

原則として野外に放
流しない、特に現在
生息していない水域
には放流しないよう
注意が必要。

全国に釣り等の目的で放流された。
植物プランクトン相への影響や交雑
による影響があると考えられている。
個体数のわりに生態系影響は少な
いとの見解もある。

④各県：北海
道、青森、茨城、
千葉、愛知、滋
賀、京都、奈良、
和歌山、鳥取、
山口、徳島愛
媛、高知、福岡、
宮崎、沖縄

細谷（編・監修）
（2019）

ため池でのかい堀による外来種防除の際に
他の外来種とあわせて取り除かれることがあ
る。

-

新規（候
補）

5
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

琉球列島の日本本土産
ギンブナ

Carassius  sp. Ⅰ - 〇 ◎ - - 〇 - - - - -

全国に分布して
いるが自然分布
との区別は困
難。

琉球列島は移
入。栃木県那須
塩原市の大沼
では持ち込まれ
た個体が問題
になっている。

河川の渓流域を
除くほとんどの
環境に生息す
る。

観賞魚として売られていることもあ
る。

本種の生息しない場
所への放流はしない
ように注意が必要。

自然分布との区別が困難。琉球列島
は移入。栃木県ではクロサンショウ
ウオやモリアオガエルへの食害が生
じており、近年上陸個体が確認でき
ていない。

③GISD、④各
県：栃木、鹿児
島

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

6
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

キンギョ Carassius auratus auratus Ⅰ、Ⅳ 〇 〇 - - - 〇 - - - ◎ - 不明。 全国各地
ため池や水路な
ど。

観賞魚として古くから大量に利用さ
れている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

在来種との競合と駆逐の可能性、在
来種との交雑による遺伝的攪乱の可
能性が指摘されている。

④各県：北海
道、茨城、滋賀

北海道外来種データ
ベース：
http://bluelist.pref.ho
kkaido.lg.jp/db/detail.
php?k=05&cd=6

- -

新規（候
補）

7
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

四国太平洋側や東日本
などのアブラボテ

Tanakia limbata Ⅰ ○ ◎ - - - 〇 - - - ◎ 〇

濃尾平野以西
の本州、淡路
島、四国の瀬戸
内側、九州北中
部、壱岐、福江
島。

愛媛県では在
来のヤリタナゴ
との大規模な交
雑が起こってい
る。

河川中下流域、
平野部の細流や
農業用水路など
のやや流れのあ
る所を好む。

観賞魚として利用されている。

四国太平洋側や東日
本などの本種の生息
しない地域ではヤリタ
ナゴとの交雑が起こ
ることで悪影響を及
ぼすため、これらの
地域では特に野外へ
の放流は厳に慎むべ
き。

静岡県等に移入。愛媛県では本種が
在来種のヤリタナゴと交雑し遺伝子
浸透が起こっている。

④各県：愛媛、
高知、⑤地方環
境事務所

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

8
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

鹿児島県、宮崎県のヤリ
タナゴ

Tanakia lanceolata Ⅰ ○ ◎ - - - 〇 - - - ◎ 〇
青森県から九州
にかけて。

鹿児島県の川
内川水系や池
田湖では移入と
される。関東地
方では別地域
の個体群が侵
入している。

河川中下流域、
平野部の細流や
農業用水路など
のやや流れのあ
る所を好む。

観賞魚として利用されている。

鹿児島県などの本種
の生息しない地域で
はアブラボテとの交
雑が起こることで悪
影響を及ぼす可能性
があるため、これらの
地域では特に野外へ
の放流は厳に慎むべ
き。

関東地方に移入。種内の地域個体
群ではあるが、関東地方のヤリタナ
ゴは東海地方の遺伝子を持つものと
置き換わっている。

④各県：千葉、
和歌山、鹿児
島、⑤地方環境
事務所

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

9
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

中国地方のカゼトゲタナ
ゴ

Rhodeus atremius atremius Ⅰ 〇 ◎ - - - 〇 - - - ◎ 〇

福岡県遠賀川
から熊本県球磨
川水系までの九
州北西部と壱
岐。

岡山県。

平野部を流れる
小さな河川の中
下流域、水路に
生息。

観賞魚として利用されている。

兵庫県、岡山県、広
島県ではスイゲンゼ
ニタナゴとの交雑が
起こることで多大な影
響を及ぼすため、こ
れらの地域では特に
野外への放流は厳に
慎むべき。

岡山県、山口県に定着。千葉県でも
確認。千葉県の外来種リストでは生
態系へ不可逆的な影響を及ぼす可
能性が高いとされてる。岡山県では
スイゲンゼニタナゴへの遺伝子浸透
が生じている可能性が高い。

④各県：千葉、
山口、⑤地方環
境事務所

細谷（編・監修）
（2019）

スイゲンゼニタナゴ生息地において、本種と
交雑した個体の取り除きが行われている。

-

新規（候
補）

10
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

中部地方以東のカネヒラ Acheilognathus rhombeus Ⅳ 〇 - - - - 〇 - - - ◎ 〇

濃尾平野以西
の本州、九州北
部、四国北東
部、朝鮮半島西
部。

関東地方や東
北地方。

平野部を流れる
大きな河川の緩
流域、それに続
く水路、湖沼な
ど。

観賞魚として比較的多く流通してい
る。

野外への放流は厳に
慎むべき。

在来種との餌資源や産卵母貝をめぐ
る競争を引き起こす可能性が懸念さ
れている。

⑤検討委員 中村・泉（2022） - -

新規（候
補）

11
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

自然分布域外の日本産タ
ナゴ亜科全種（四国太平
洋側や東日本などのアブ
ラボテ、鹿児島県、宮崎
県のヤリタナゴ、中国地
方のカゼトゲタナゴを除
く）

Acheilognathinae spp. Ⅰ 〇 ◎ - - - 〇 〇 - - ◎ 〇

国内では本州、
四国、九州。国
外では朝鮮半
島と中国。

日本各地。

河川中下流域、
平野部の細流や
農業用水路、た
め池、池沼な
ど。

日本産タナゴ亜科魚類はほぼ全種
が観賞魚として利用されており、ペッ
トショップなどで容易に入手できる。

タナゴ亜科魚類はほ
ぼ全種が観賞魚とし
て利用されており、こ
れらが野外へ放され
ると、その地域で在
来の種との交雑が起
こる可能性があるた
め、原則として野外
への放流は厳に慎む
べき。また、同種に対
しても遺伝的攪乱の
恐れがあるため、観
賞魚の放流は厳に慎
むべき。

ほぼ全種が国内外来種として本来の
生息域外で確認されており、多くが絶
滅危惧種であることもあり、交雑等に
よる在来種に対する負の影響が大き
いとされている。

⑥WG後の検討
委員意見

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

12
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

沖縄県や東北地方などの
オイカワ

Opsariichthys platypus Ⅰ、Ⅳ ○ ○ - - - 〇 - - - ◎ ○

関東以西の本
州、四国の瀬戸
内海側、九州の
北部。国外では
朝鮮半島西岸
を含むアジア大
陸東北部。

東北地方、神奈
川、四国太平洋
側、隠岐諸島島
後、五島列島、
中通島、種子
島、徳之島、沖
縄島。特に沖縄
島では絶滅危
惧種の卵の食
害が心配され
る。

平野部を流れる
河川の中・下流
域とそれに続く
水路、きれいな
湖沼に生息す
る。

観賞魚として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

東北地方、神奈川、四国太平洋側、
隠岐諸島島後、五島列島、中通島、
種子島、徳之島、沖縄島で移入。ウ
グイと競合し、負の影響を与える。自
然環境下でカワムツ、ヌマムツ、オイ
カワの種間交雑が確認されている。
最近沖縄島で確認された。沖縄島北
部に侵入しており、絶滅危惧種の卵
の食害などの影響が懸念されるた
め、今後の分布拡大や生態系被害
についての知見の集積が必要。

④各県：北海
道、青森、和歌
山、徳島、高知、
宮崎、鹿児島、
⑤検討委員

細谷（編・監修）
（2019）

- -

継続 13
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

琵琶湖・淀川以外のハス
Opsarichthys uncirostris
uncirostris

Ⅰ - ○ ◎ - - ○ ○ - - - ○
琵琶湖淀川水
系，福井県三方
湖。

関東、北陸地
方、濃尾平野、
中国地方、九
州。

ダム湖など大き
な遊水池、湖
沼、湖沼と結合
した河川、大型
河川

琵琶湖では少量が漁獲されている
が、一般にはあまり出回らない。

野外に放流しないよ
う注意が必要。

魚食性のため、捕食による在来魚類
への影響が懸念される。

③各県：茨城、
千葉、長野、静
岡、愛知、奈良、
和歌山、鳥取、
山口、徳島、愛
媛、高知、福岡、
長崎、宮崎、鹿
児島

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

14
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

関東地方のタカハヤ Rhynchocypris oxycephalus Ⅰ 〇 ◎ - - - 〇 - - - ◎ ○

神奈川県西部
および新潟県境
川水系以西の
本州、四国、九
州、対馬、五島
列島。

関東地方。
河川上中流部に
生息。

観賞魚として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

神奈川県（大岡川）等に移入。多摩
川では交雑によりアブラハヤと置き
換わっている。

⑥現行リスト作
成時の検討種

細谷（編・監修）
（2019）

- -

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（魚類）＞

問題となってい
る地域

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由

評価項目

原産地・分布 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等

20



生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

問題となってい
る地域

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由

評価項目

原産地・分布 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等

継続 15
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

東北地方などのモツゴ Pseudorasbora parva Ⅰ、Ⅱ ◎ - - - - ○ ◎ - - ○ -
関東地方以西
の本州，四国，
九州。

北海道、東北地
方、関東地方、
長野県、沖縄
県。

湖、池沼、それ
に続く細流、河
川下流域、泥底
の淀み。

観賞魚の餌用などとして比較的普通
に流通している。

野外に放流しないよ
う注意が必要。

シナイモツゴ生息地に侵入後、シナ
イモツゴを駆逐して優占種となってい
る。雑種は不稔であり、遺伝子攪乱
はないものの、繁殖に関する競合に
より正常な繁殖が阻害されることで
影響を及ぼしている。

③各県：北海
道、青森、福島、
長野、沖縄

細谷（編・監修）
（2019）

シナイモツゴの生息するため池で水抜きによ
る防除が行われている。

-

新規（候
補）

16
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

関東地方と東北地方及び
九州のタモロコ

Gnathopogon elongatus Ⅰ 〇 ◎ - 〇 - 〇 - - - 〇 〇
東海地方以西
の本州、四国。

東北地方や九
州。

河川中・下流域
や湖沼、農業水
路、ため池など
の流れの緩やか
な水域に生息。
水田地帯の農業
水路に多い。

観賞用に利用されているほか、川魚
の佃煮として食用にされている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

東北地方、九州。競合による影響が
懸念されている。

④各県：北海
道、青森、茨城、
千葉

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

17
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

琵琶湖以外のホンモロコ Gnathopogon caerulescens Ⅰ ◎ ◎ - - - 〇 - - - 〇 〇 琵琶湖。

琵琶湖以外の
地域。タモロコ
の生息地で交
雑する可能性
がある。

湖沼。
観賞用に利用されているほか、休耕
田などで食用に養殖されていること
がある。

野外への放流は厳に
慎むべき。

奥多摩湖、山中湖、河口湖、諏訪
湖、湯原湖に移入。スワモロコの絶
滅はホンモロコの移殖による交雑も
しくは競合が原因とされている。

④各県：茨城、
千葉、愛知、奈
良、和歌山、山
口、愛媛、宮崎i

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

18
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

関東地方以北と九州など
のゼゼラ

Biwia zezera Ⅰ、Ⅳ - ○ - - - 〇 - - - ○ 〇

濃尾平野、琵琶
湖・淀川水系、
山陽地方、九州
北部。

関東地方、新潟
県、濃尾平野
（琵琶湖由来）、
九州（琵琶湖由
来）。特に九州
では分布が拡
大している。

湖沼や河川中・
下流域の流れの
緩やかな砂泥底
から砂底を主な
生息場所とす
る。

観賞用に利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

関東地方、新潟県、濃尾平野（琵琶
湖由来）、九州（琵琶湖由来）で移
入。霞ヶ浦では1960年代に初認。九
州北西部では在来の同種集団と交
雑。その他の影響は不明。
九州では分布を拡大しており、さらな
る分布の拡大やそれに伴う生態系影
響について知見の集積が必要。

④各県：青森、
茨城、千葉、和
歌山、山口、⑤
検討委員

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

19
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

琵琶湖以外のスゴモロコ
Squalidus chankaensis
biwae

Ⅰ、Ⅳ - 〇 - - - 〇 - - - ○ 〇 琵琶湖。

濃尾平野、琵琶
湖・淀川水系、
山陽地方、九州
北部のコウライ
モロコ分布域で
は遺伝的攪乱
が懸念される。

琵琶湖では水深
10m前後の砂底
や砂泥底に群れ
で生息する。

観賞用に利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

関東地方や紀伊半島、四国に移入さ
れて分布している。広島県での確認
記録もあり、コウライモロコへの遺伝
的攪乱が懸念される。

⑤検討委員
細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

20
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

東日本、九州などのコウ
ライモロコ

Squalidus chankaensis
tsuchigae

Ⅳ - - - - - 〇 - - - 〇 ○

濃尾平野、和歌
山県紀ノ川から
広島県芦田川
までの比較的大
きな河川に不連
続に分布。国外
では朝鮮半島
西部。

九州。
河川の中・下流
域とそれに続く
水路に生息。

観賞魚として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

生態系影響は不明。九州では分布を
拡大しており、さらなる分布の拡大や
それに伴う生態系影響について知見
の集積が必要。

④各県：千葉、
鳥取、高知

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

21
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

琉球列島のドジョウ Misgurnus anguillicaudatus Ⅰ、Ⅳ - 〇 - - - 〇 - - - ◎ 〇

日本全国。国外
ではアムール川
水系からインド
シナ半島。

沖縄島。

水田や農業水
路、湿地帯など
の流れのない泥
底。

観賞魚や食用として大量に流通して
いる。

野外への放流は厳に
慎むべき。

沖縄県北部のヒョウモンドジョウ生息
地に近接する地域に本州や中国由
来のドジョウが確認されており、ヒョ
ウモンドジョウに対する遺伝的かく乱
が懸念されている。

③GISD、④各
県：北海道、奈
良、鹿児島

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

22
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

石狩低地より南西のフク
ドジョウ

Nemacheilus barbatulus
toni

Ⅰ、Ⅳ 〇 - 〇 - - 〇 - - - 〇 〇
北海道石狩低
地より東北側。

北海道石狩川
より南西部、福
島県、神奈川
県、宮崎県。

河川上流部から
下流部の礫底に
生息。

観賞魚として利用されている。
野外への放流は厳に
慎むべき。

北海道石狩川より南西部、福島県、
神奈川県、宮崎県に移入。水生昆虫
への捕食や同所的に生息する底性
魚類への競合が懸念されている。本
州で分布拡大が顕著であり、今後の
分布拡大や生態系被害についての
知見の集積が必要。

④各県：福島、
茨城

細谷（編・監修）
（2019）

- -

新規（候
補）

23
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

青森県及び秋田県から兵
庫県までの日本海側のミ
ナミメダカ

Oryzias latipes Ⅰ - ◎ - - - 〇 - - - ◎ -

京都府以西の
日本海側と岩手
県以西の本州、
四国、九州、琉
球列島。隠岐や
壱岐、対馬など
の島嶼。

国内各地で遺
伝的なかく乱が
生じている。

平野部の河川、
池沼、水田、農
業水路などの流
れが緩やかな場
所。

観賞魚や肉食魚の餌などとして大量
に利用されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

北海道、関東地方、奈良県を含む全
国（詳細不明）。各地で放流による遺
伝子汚染が問題となっている。

④各県：北海
道、千葉、滋賀、
和歌山、徳島、
⑤地方自治体

細谷（編・監修）
（2019）

- -

継続 24
国内由来の外来
種

防除検
討外来
種

近畿地方以東のオヤニラ
ミ

Coreoperca kawamebari Ⅳ ○ - ○ - - ○ ○ - - ○ -

保津川・由良川
以西の本州、四
国北東部、九州
北部。国外では
朝鮮半島南部。

東京都、神奈川
県、愛知県、滋
賀県。

水の澄んだ河川
の緩流部、水路
に生息。

観賞魚として稀に流通している。
野外に放流しないよ
う注意が必要。

侵入年代は不明。
滋賀県と愛知県では条例で放流を規
制しており、岐阜県美濃加茂市では
自治体が研究者と協力して駆除を
行っている。東海地方や東京都の移
入地は絶滅危惧種の生息地にもなっ
ており、影響が懸念されている。
近畿地方でも由良川水系、桂川水系
以西には自然分布している。
生態系影響についての知見の集積
が必要。

③各県：愛知、
滋賀、奈良、和
歌山、徳島、愛
媛、宮崎

細谷（編・監修）
（2019）

岐阜県において電気ショッカーとタモ網を用
いた防除が実施されたことがある。

-

【国内に自然分布域を持つ国外由来の外来種】
総合対策外来種（定着）

防除検討外来種（生態系等へ及ぼす影響が小さなもの）

新規（候
補）

1
定着初期／限定

分布

防除検
討外来
種

外国産ギンブナ Carassius  sp. Ⅰ - ◎ - - - 〇 - - - - -
朝鮮半島と中国
大陸。

琉球列島。

河川の渓流域を
除くほとんどの
環境に生息す
る。

現地では食用として利用されてい
る。

野外への放流は厳に
慎むべき。

国内に同種が存在する。在来種につ
いても自然分布域は不明。琉球列島
に中国や台湾産の個体が移入され、
琉球列島固有のフナへの遺伝的攪
乱や個体群の減少が確認されてい
る。

⑤検討委員
高田ほか（2010）
立原私信

- -

新規（候
補）

2
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

外国産ツチフキ Abbottina rivularis Ⅳ - 〇 - - - 〇 - - - 〇 -

国内では濃尾
平野、近畿地
方、山陽地方、
九州北部。国外
では朝鮮半島
から中国東部。

九州。
平野部の池沼や
農業用水路の泥
底を好む。

国内産の個体と思われるものは観
賞用として利用されている。中国産
の個体はフナの導入に伴って起こっ
たと推測されている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

九州に中国由来のツチフキが移入し
ており、在来個体との交雑による遺
伝的攪乱が懸念されている。

⑤検討委員 鬼倉私信 - -

新規（候
補）

3
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

外国産ドジョウ Misgurnus anguillicaudatus Ⅰ - ◎ - - - ○ - - - ○ -
アムール川水系
からインドシナ
半島。

全国各地。関東
北部や大阪平
野などでは多く
が外国産ドジョ
ウか在来種との
雑に置き換わっ
ている。

水田や水路、湿
地等の流れの無
い泥底に主に生
息。

食用や観賞魚の餌などとして利用さ
れている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

全国各地に定着している。特に関東
北部や大阪平野などでは多くが外国
産ドジョウか在来種との交雑集団に
置き換わっている。

④各県：愛媛、
⑤地方自治体

中島（2020） -

鹿児島県：奄美群島にお住まいの方向け　ド
ジョウ、カラドジョウ防除マニュアル
https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi
-
kankyo/gairai/documents/72338_202310170
92523-1.pdf
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国外由来の外来種】 現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）
会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

侵入・定着防止外来種（未定着）

侵入予防外来種（まだ侵入していない種）

新規（候
補）

1 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物
（要緊急
対処特
定外来
生物）

ヒアリ類4種群及びその交
雑個体（ヒアリ、アカカミア
リ、ホクベイヒアリを除く）

Solenopsis spp. Ⅰ, Ⅲ ○ ○ ◎ － ◎ － － ○ － ◎ ◎ － ○
北米～南米原
産。

－
亜熱帯～暖温帯
の草地など比較
的開けた環境

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

これまでに我が国への侵入事例はな
いものの、侵入事例の多いヒアリ・ア
カカミアリ同様、貨物等に伴い侵入す
る可能性があることから注意が必
要。
節足動物の他、爬虫類、小型哺乳類
をも集団で攻撃、捕食することが知ら
れ家畜への被害を起こしている種群
もいる。 フランス領ギアナでは、S.
saevissima が元々は河岸の森林や
牧草地にのみ分布していたが、熱帯
雨林の地域が人為的に破壊される
につれ、裸地となった地域に素早く分
布を広げており、生態系への影響が
懸念されている刺された場合、深刻
なアナフィラキシーショックを引き起こ
した例も知られている。

①特定外来（要
緊急対処）

東他（2008）、寺山
（2018）、橋本（編）
（2020）、環境省HP
（ヒアリ）

要緊急対処特定外来生物 ヒアリに関する情
報（ヒアリの全国確認情報）
【URL取得日：2025年1月29日】

要緊急対処特定外来生物ヒアリに関する情
報（ヒアリの防除に関する基本的考え方）
【URL取得日：2025年1月29日】

植物防疫法（アリ科とし
て、植物防疫法施行規
則別表一の第一の二の
項の農林水産大臣が指
定する有害動物）

-

継続 2 未定着
侵入予
防外来
種

アフリカミツバチとアフリカ
化ミツバチ

Apis mellifera scutellata Ⅲ ○ ○ ○ － － － － ○ － ◎ － ○ －

アフリカ東部～
南部原産。オー
ストラリア、北米
南部～中南米、
西インド諸島等
へ侵入。

－
森林、農耕地、
住宅地等

南米等においては養蜂で用いられて
いる。

日本への導入は事実
上不可能である。安
易な導入を計画すべ
きではない。

アフリカ化ミツバチは、セイヨウミツバ
チの亜種アフリカミツバチとヨーロッ
パ産亜種が交雑したもの。形態によ
る識別は困難。アフリカ化ミツバチは
攻撃性が高く、海外では集団で人や
家畜を長時間遅い、死に至らしめる
事例がある。
検査が必要な物（指定検疫物等）：
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/37.
html
監視伝染病（家畜伝染病）：
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/41.
html
監視伝染病（届出伝染病）：
https://www.maff.go.jp/aqs/hou/42.
html

③GISD、④各
県：長崎県、沖
縄県、⑥その他

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

－ －
家畜伝染病予防法（蜜
蜂として、指定検疫物）

腐蛆病（蜜蜂とし
て監視伝染病（家
畜伝染病））
バロア症、チョーク
病、アカリンダニ
症、ノゼマ症（蜜蜂
として監視伝染病
（届出伝染病））

定着防止外来種（侵入はしているが定着していない種）

継続 3 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 クモテナガコガネ属 Euchirus  spp. Ⅰ ○ － ◎ － － － － ○ ○ － － － － 東南アジア。 － 森林

標本は売買されているものの、生体
の販売は確認されない。

過去にペット甲虫とし
て生体が流通してい
た時があった。

昆虫愛好家からの人気は非常に高
く、標本の取引が頻繁に行われてい
る。
野外への導入・定着の記録は今のと
ころ確認されていないものの、沖縄
本島北部のヤンバルテナガコガネ生
息地や、南西諸島のマルバネクワガ
タ類等の生息地に侵入した場合に
は、生息場所を巡って競合が生じる
おそれがある。

①特定外来、④
各県：長崎県、
沖縄県

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
Catalogue of Life（Ｃ
ＯＬ）

－ －

植物防疫法（コガネムシ
科として、植物防疫法施
行規則別表一の第一の
二の項の農林水産大臣
が指定する有害動物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
無、備考:属で非有害と
判定、外来生物法での
規制有）

-

継続 4 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ヒメテナガコガネ属 Propomacrus  spp. Ⅰ ○ － ◎ － － － － ○ ○ － － － －

大陸中国、南
欧、西アジア

－ 森林
標本は売買されているものの、生体
の販売は確認されない。

過去にペット甲虫とし
て生体が流通してい
た時があった。

昆虫愛好家からの人気は非常に高
く、標本の取引が頻繁に行われてい
る。
野外への導入・定着の記録は今のと
ころ確認されていないものの、沖縄
本島北部のヤンバルテナガコガネ生
息地に侵入した場合競合する恐れが
ある。また、本属に含まれる種は他
のテナガコガネ類に比べて高緯度地
域でも生息可能なため、九州以北の
地域においても樹洞を利用する他の
昆虫に影響を与えるおそれがある。

①特定外来、④
各県：長崎県、
沖縄県

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

－ －

植物防疫法（コガネムシ
科として、植物防疫法施
行規則別表一の第一の
二の項の農林水産大臣
が指定する有害動物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
無、備考:属で非有害と
判定、外来生物法での
規制有）

-

継続 5 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 外国産テナガコガネ属 Cheirotonus  spp. Ⅰ ○ － ◎ ◎ － － － ○ ○ － － － － 東南アジア。 － 森林

標本は売買されているものの、生体
の販売は確認されない。

過去にペット甲虫とし
て生体が流通してい
た時があった。

昆虫愛好家からの人気は非常に高
く、標本の取引が頻繁に行われてい
る。
野外への導入・定着の記録は今のと
ころ確認されていないものの、沖縄
本島北部のヤンバルテナガコガネ生
息地に侵入した場合には、生息場所
を巡って競合が生じる恐れがあるこ
とに加え、近縁種であることから交雑
による遺伝的攪乱が生じるおそれが
ある。

①特定外来
荒谷（2003）、自然環
境研究センター（編
著）(2019)

－ －

植物防疫法（コガネムシ
科として、植物防疫法施
行規則別表一の第一の
二の項の農林水産大臣
が指定する有害動物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
無、備考:属で非有害と
判定、外来生物法での
規制有）

-

継続 6 未定着
定着防
止外来
種

外国産クワガタムシ
（特定外来生物を除く）

Lucanidae Gen spp. Ⅰ ○ ◎ ○ ◎ － － － ○ ○ － － ◎ － 全動物地理区。 －

森林や農耕地、
里山、都市部等
多様な環境に生
息

ペットとして多様な種が輸入されてい
る。
標本でも多様な種が販売されてい
る。

飼育個体の脱走や野
外放出による遺伝的
攪乱が生じる恐れが
ある。逸出には十分
な注意を払い、放逐
を厳に慎むべき。

野外での外国産のオオクワガタ属と
日本産の同属種ヒラタクワガタとの
雑種個体の確認例があり、遺伝的撹
乱をもたらすおそれが指摘されてい
る。

⑥その他

荒谷（2003）、五箇・
小島（2004）、岩田
（2024）、自然環境研
究センター（編著）
(2019)

－ －

外為法（Colophon属全
種がワシントン条約付
属書IIIに掲載）
植物防疫法（クワガタム
シ科として、植物防疫法
施行規則別表一の第一
の二の項の農林水産大
臣が指定する有害動
物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（検索結果819件
が輸入規制：規制無、う
ち9件が備考:外来生物
法での規制有）

-

継続 7 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物

特定外来生物のマルバネ
クワガタ属10種

Neolucanus  spp. Ⅰ ○ － ○ ◎ － － － ○ ○ － － － －
東アジア、東南
アジア。

－ 森林
標本は売買されているものの、生体
の販売は確認されていない。

過去にペット甲虫とし
て生体が流通してい
た時があった。

昆虫愛好家からの人気は高く、標本
の取引が行われている。
野外への導入・定着の記録は今のと
ころ確認されていない。国内の南西
諸島に侵入した場合、在来マルバネ
クワガタと交雑することによって遺伝
的攪乱を生じさせることが危惧されて
いる。

①特定外来

井岡・田中（2018）、
自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

－ －

植物防疫法（クワガタム
シ科として、植物防疫法
施行規則別表一の第一
の二の項の農林水産大
臣が指定する有害動
物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（検索結果33件が
輸入規制：規制無、うち
9件が備考:外来生物法
での規制有）

-

抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（昆虫）＞

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害
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生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害

継続 8 未定着
定着防
止外来
種

外国産カブトムシ（サイカ
ブトを除く）

Dynastinae Gen spp. Ⅰ ○ ◎ ○ － － － － ○ ○ － － ◎ － 全動物地理区。 －

森林や農耕地、
里山、都市部等
多様な環境に生
息

ペットとして多様な種が輸入されてい
る。
標本でも多様な種が販売されてい
る。

飼育個体の脱走や野
外放出による遺伝的
攪乱が生じる恐れが
ある。逸出には十分
な注意を払い、放逐
を厳に慎むべき。

代表的なペット昆虫として広く一般に
流通している。
野外への定着はまだ確認されていな
いが、飼育個体の脱走による野外で
の発見が定期的に報告されるため、
注意が必要である。野外に逸出した
場合、在来カブトムシとの交雑や競
合による生態影響が懸念されてい
る。

④茨城県、長野
県、滋賀県、京
京都府、長崎
県、宮崎県、沖
縄県、⑥その他

荒谷（2003）、自然環
境研究センター（編
著）(2019)、岩田
（2022）

－ －

外為法（サタンオオカブ
ト Dynastes satanas が
ワシントン条約付属書II
に掲載）
植物防疫法（一部が、法
第五条の二［検疫有害
動植物］第一項の農林
水産省令で定める有害
動物又は有害植物）
植物防疫法（コガネムシ
科として、植物防疫法施
行規則別表一の第一の
二の項の農林水産大臣
が指定する有害動物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（検索結果177件
のうち、26件が輸入規
制:規制有）

-

継続 9 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物
（要緊急
対処特
定外来
生物）

ヒアリ（アカヒアリ） Solenopsis invicta Ⅰ,Ⅲ ○ ◎ ◎ － ◎ － ◎ ○ － ◎ ◎ － ◎

南米原産。オー
ストラリア、北
米、台湾、中国
南部等に侵入。

－
亜熱帯～暖温帯
の草地など比較
的開けた環境

利用に関する情報は得られなかっ
た。

－

2017年以降、港湾部で多数確認、防
除が実施されている。女王アリの侵
入事例もあるが、現時点では定着は
確認されていない。
他のアリ類を駆逐するだけではなく、
集団で攻撃して多くの節足動物、地
上生の両生類、爬虫類、小型哺乳類
が減少することが知られている。北ア
メリカでは本種の刺傷によるアナフィ
ラキシーショックでの死亡例が確認さ
れている。

①特定外来（要
緊急対処）、②
W100：IUCN、③
GISD、④各県：
茨城県、栃木
県、千葉県、愛
知県、滋賀県、
京都府、大阪
府、兵庫県、徳
島県、香川県、
高知県、長崎
県、熊本県、沖
縄県

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

要緊急対処特定外来生物 ヒアリに関する情
報（ヒアリの全国確認情報）
【URL取得日：2025年1月29日】

要緊急対処特定外来生物ヒアリに関する情
報（ヒアリの防除に関する基本的考え方）
【URL取得日：2025年1月29日】

植物防疫法（アリ科とし
て、植物防疫法施行規
則別表一の第一の二の
項の農林水産大臣が指
定する有害動物）

-

新規（候
補）

10 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物
（要緊急
対処特
定外来
生物）

ホクベイヒアリ Solenopsis xyloni Ⅰ,Ⅲ ○ ○ ◎ － ◎ － － ○ － ◎ ◎ － ○ 北米原産。 －

亜熱帯～暖温帯
の草地など比較
的開けた環境と
思われる。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

－

岩手県に運ばれた貨物から確認され
た事例がある。
アメリカでは、本種がほかの在来アリ
の巣が襲撃された例が報告されてい
る。本種が含まれるS.saevissima 種
群のアリは極めて攻撃的で、節足動
物の他、爬虫類、小型哺乳類をも集
団で攻撃し捕食することが知られて
おり、家畜への被害も起きている。

①特定外来（要
緊急対処）

寺山（2022)
要緊急対処特定外来生物 ヒアリに関する情
報（ヒアリの全国確認情報）
【URL取得日：2025年1月29日】

要緊急対処特定外来生物ヒアリに関する情
報（ヒアリの防除に関する基本的考え方）
【URL取得日：2025年1月29日】

植物防疫法（アリ科とし
て、植物防疫法施行規
則別表一の第一の二の
項の農林水産大臣が指
定する有害動物）

-

継続 11 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 コカミアリ Wasmannia auropunctata Ⅰ,Ⅲ ○ ○ ◎ － ◎ － ○ ○ － ◎ ◎ － ○

中南米原産。中
米～フロリダ以
南、アフリカ、ガ
ラパゴス、
ニューカレドニ
ア等太平洋諸
島、台湾、中国
に侵入。

－
森林、痩地、農
耕地等。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

－

港湾のコンテナヤードでの確認事例
の他、空港の植物検疫での確認事
例がある。
海外では、野生動物へ被害を与える
とともに、ヒトや家畜への刺傷被害の
ほかに、ネコやイヌを失明させた例も
ある。

①特定外来、②
W100：IUCN、③
GISD、④各県：
栃木県、徳島
県、長崎県、沖
縄県

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
寺山(2024）

https://www.env.go.jp/press/press_01905.ht
ml
【URL取得日：2025年1月29日】

－

植物防疫法（アリ科とし
て、植物防疫法施行規
則別表一の第一の二の
項の農林水産大臣が指
定する有害動物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
無、備考:外来生物法で
の規制有）

-

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

継続 12
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①
特定外
来生物

アカボシゴマダラ大陸亜
種（名義タイプ亜種）

Hestina assimilis assimilis Ⅰ ◎ ◎ － － － ◎ ○ － － － －
中国、朝鮮半
島、ベトナム原
産。

宮城県、山形
県、福島県、茨
城県、栃木県、
群馬県、埼玉
県、千葉県、東
京都、神奈川
県、新潟県、山
梨県、長野県、
岐阜県、静岡
県、愛知県、京
都府、大阪府、
奈良県、鹿児島
県

都市、里山等

生体の利用に関する情報は得られ
なかったが、ウェブ上のフリーマー
ケットサイト等 にて標本が取引され
ている。かつて愛好家により飼養さ
れていた実績がある。

－
在来のアカボシゴマダラ奄美亜種と
の交雑が可能であるため、人為的に
導入しないよう注意が必要である。

①特定外来、④
各県：北海道、
福島県、茨城
県、栃木県、千
葉県、神奈川
県、長野県、静
岡県、愛知県、
兵庫県、徳島
県、長崎県、沖
縄県

環境省自然環境局野
生生物課希少種保全
推進室（編）（2015）、
自然環境研究セン
ター（編著）(2019）

－ －

植物防疫法（タテハチョ
ウ科として、植物防疫法
施行規則別表一の第一
の二の項の農林水産大
臣が指定する有害動
物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について：
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（アカボシゴマダ
ラ Hestina assimilis とし
て輸入規制:規制無、備
考:外来生物法での規制
有）

-

継続 13
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

④
特定外
来生物 クビアカツヤカミキリ Aromia bungii Ⅰ － － ○ － － ○ － － ○ － ○

中国、朝鮮半
島、ベトナム北
部。

茨城県、栃木
県、群馬県、埼
玉県、東京都、
神奈川県、愛知
県、三重県、京
都府、大阪府、
兵庫県、奈良
県、和歌山県、
徳島県

公園や市街地の
街路樹

一部の標本販売サイトや標本商によ
り、本種の標本が売買されている
が、生体の販売は確認されない。

－

2012年に国内で確認されて以来、全
国各地に次々と分布を拡大してい
る。
ウメ、サクラ、モモ、スモモ、での被害
が確認されており、分布の拡大が進
むと、景観被害や農作物被害だけで
なく、被害樹の落枝や倒木による人
的被害が発生する恐れがある。また
野生下に進出した場合、ヤマザクラ
等の在来サクラ属植物にも影響が生
じるおそれがある。

①特定外来、④
各県：茨城県、
栃木県、愛知
県、滋賀県、京
都府、大阪府、
兵庫県、和歌山
県、徳島県、香
川県、高知県、
長崎県、沖縄県

岩田（2018）、自然環
境研究センター（編
著）(2019)、国立環境
研究所侵入生物デー
タベース

大阪府：大阪府クビアカツヤカミキリ防除推
進計画
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/203
00/kubiakakeikakur4pdf_1.pdf

大阪府：河内長野市クビアカツヤカミキリ防
除実施計画書
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/upload
ed/attachment/21947.pdf

三重県：木曽岬町　令和3年度森と緑の県民
税を活用したクビアカツヤカミキリ対策事業
について
https://www.town.kisosaki.lg.jp/0000002186.
html

※その他、複数の県や市区町村のWebサイ
トに実施している事業が掲載されている。

環境省：クビアカツヤカミキリ被害対策の手
引書
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control
/files/kubiaka_tebiki_nosuiken.pdf

森林総合研究所：クビアカツヤカミキリの防
除法
https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/chukiseik
a/documents/5th-chuukiseika12.pdf

※その他、複数の県や市区町村のWebサイ
トにて種の同定方法や防除方法が掲載され
ている。

植物防疫法（法第二十
二条［定義］第一項の農
林水産大臣の指定する
有害動物又は有害植
物）
植物防疫法（カミキリム
シ科として、植物防疫法
施行規則別表一の第一
の二の項の農林水産大
臣が指定する有害動
物）

-

新規（候
補）

14
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

④
特定外
来生物 ツヤハダゴマダラカミキリ Anoplophora glabripennis I、 III ○ ○ ○ － ○ ○ － － ◎ － ○

中国、朝鮮半島
北部。

福島県、栃木
県、茨城県、群
馬県、埼玉県、
神奈川県、長野
県、富山県、岐
阜県、愛知県、
滋賀県、兵庫
県、山口県

公園や市街地の
街路樹、果樹園
（カンキツ類）等

一部の標本販売サイトや標本商によ
り、本種の標本が売買されている
が、生体の販売は確認されない。

－

カエデ属、トチノキ属、カバノキ属、ハ
コヤナギ属、ヤナギ属、ハンノキ属等
の多様な在来植物を加害することが
知られているほか、リンゴやナシ、柑
橘類などの産業利用される植物に対
しても被害をもたらす可能性が示さ
れている。
また、在来ゴマダラカミキリと交尾行
動をとることが報告されていることか
ら、分布域の拡大による遺伝的攪乱
を引き起こすおそれがある。

①特定外来、②
W100：IUCN、③
GISD、④各県：
福島県、茨城
県、大阪府、兵
庫県

槇原（2002）、森林総
合研究所（2022）
、国立環境研究所：
侵入生物データベー
ス

林野庁：令和４年度ツヤハダゴマダラカミキリ
による被害や防除方法等に関する調査事業
https://www.rinya.maff.go.jp/j/supply/itaku/
attach/pdf/20220601_1-2.pdf

※その他、複数の県や市区町村のWebサイ
トに実施している事業が掲載されている。 https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/higai/at

tach/pdf/sonota_R5-1.pdf

※複数の県や市区町村のWebサイトにて種
の同定方法や防除方法が掲載されている。

植物防疫法（法第五条
の二［検疫有害動植物］
第一項の農林水産省令
で定める有害動物又は
有害植物）
植物防疫法（カミキリム
シ科として、植物防疫法
施行規則別表一の第一
の二の項の農林水産大
臣が指定する有害動
物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
有）

-

新規（候
補）

15
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

④
特定外
来生物 サビイロクワカミキリ

Apriona swainsoni
swainsoni

I、 III － － ○ － ○ ○ － － ○ － －

インド、ミャン
マー、カンボジ
ア、タイ、ベトナ
ム、ラオス、
中国、朝鮮半島
等。

福島県 市街地の街路樹
一部の標本販売サイトや標本商によ
り、本種の標本が売買されている
が、生体の販売は確認されない。

－

街路樹や市街地等に植栽されている
イヌエンジュ、エンジュへ加害し、枯
損する事例が確認されている。街路
樹等の植栽樹が加害されることで、
景観への悪影響等の被害を引き起こ
す他、市街地など公共の場において
は被害木の枯損や落枝等による二
次的な人的被害が発生する危険性
がある。
その他、森林域に侵入定着した場
合、植生や森林生態系への悪影響
が懸念される。

①特定外来④各
県：福島県、⑤
農林水産省、環
境省地方環境事
務所、地方公共
団体

武藤ほか（2022）、国
立環境研究所侵入生
物データベース

福島県：郡山市東山霊園における「サビイロクワ
カミキリ」の防除について
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/54/8811
0.html

－

植物防疫法（カミキリム
シ科として、植物防疫法
施行規則別表一の第一
の二の項の農林水産大
臣が指定する有害動
物）

-
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特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害

継続 16
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①④
特定外
来生物 アルゼンチンアリ Linepithema humile Ⅰ,Ⅲ ◎ － ◎ － ○ ○ － － ◎ ○ ◎

南米原産。世界
各地に侵入。

東京都、神奈川
県、岐阜県、愛
知県、三重県、
京都府、大阪
府、兵庫県、奈
良県、和歌山
県、鳥取県、岡
山県、広島県、
山口県、徳島
県、愛媛県、高
知県、福岡県、
鹿児島県、沖縄
県

日本では港湾や
住宅地等、人工
的な環境に多
い。

駆除剤の研究開発のために、飼養
許可を得て飼養している機関があ
る。

－

各地で防除活動が行われており、一
部地域での根絶事例のほか、都道
府県単位では静岡県が根絶を達成
した。
国内では競争により在来アリの生息
数を減少させている。海外でも強い
競争力により、他の節足動物などを
駆逐する事例が多数報告されてい
る。本種が好む甘露を生産するアブ
ラムシを保護し、それらの個体数を
増加させることで農業被害を助長さ
せるとも言われている。人家に入り込
み、食品にたかるなど、不快害虫とし
て嫌悪されている。

①特定外来、②
W100：IUCN、日
本、③GISD、④
神奈川県、静岡
県、愛知県、滋
賀県、京都府、
大阪府、兵庫
県、山口県、徳
島県、香川県、
高知県、長崎
県、沖縄県

田付（編）(2014）、寺
山（2018）、自然環境
研究センター（編著）
(2019)

静岡市の根絶事例
https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive
/DB/detail/60090_shizuoka_houdou.pdf
【URL取得日：2025年1月29日】

https://www.env.go.jp/nature/intro/3control
/files/manual_argentine.pdf
【URL取得日：2025年1月29日】

植物防疫法（アリ科とし
て、植物防疫法施行規
則別表一の第一の二の
項の農林水産大臣が指
定する有害動物）
https://www.catalogueo
flife.org/data/taxon/3V
2M8
シノニム：Hypoclinea
humilis
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:シノニ
ムのHypoclinea属は属
単位で規制無）

-

新規（候
補）

17
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①④
特定外
来生物

ハヤトゲフシアリ（ブラウ
ジングアント）

Lepisiota frauenfeldi Ⅰ ○ － ○ － － ○ － － ○ － ○

南ヨーロッパ原
産。地中海～中
近東、マダガス
カル、インド、
オーストラリア、
グアム、マレー
シア、東ティ
モール。台湾か
らも標本が得ら
れている。

東京都、神奈川
県、静岡県、愛
知県、大阪府、
兵庫県、和歌山
県、福岡県、鹿
児島県、沖縄県

乾燥した土中や
石下に営巣す
る。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

－

国内の港湾周辺において確認事例
が複数ある。沖縄県内においては、
抑え込みに成功し、根絶を目指して
いる。
アルゼンチンアリと同程度の侵略性
があると指摘されている。アブラムシ
などを保護し、それらの個体数を増
加させ、農作物や自然植生等への影
響を助長させる。

①特定外来、④
各県：愛知県、
大阪府、沖縄県
⑤環境省地方環
境事務所、地方
公共団体

橋本（編）（2020）、寺
山（2017）

https://www.dc.ogb.go.jp/nankoku/topix
/r6kisya/240517hayatoge/pdf/siryou.pd
f
【URL取得日：2025年1月29日】

－

植物防疫法（アリ科とし
て、植物防疫法施行規
則別表一の第一の二の
項の農林水産大臣が指
定する有害動物）
https://www.catalogueo
flife.org/data/taxon/3T
FFQ
シノニム：Hypoclinea
frauenfeldi
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:シノニ
ムのHypoclinea属は属
単位で規制無）

-

継続 18
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②④

特定外
来生物
（要緊急
対処特
定外来
生物）

アカカミアリ（ネッタイヒア
リ）

Solenopsis geminata Ⅰ,Ⅲ ◎ － ◎ － ◎ ○ ○ ◎ ◎ － ◎

北米南部～中
南米原産。世界
各地の熱帯に
侵入。

火山列島硫黄
島に定着。その
他、南鳥島や沖
縄島、伊江島で
の確認事例が
ある。

裸地、草地等開
放的な空間

利用に関する情報は得られなかっ
た。

－

沖縄伊江島の個体群は絶滅した可
能性が高い。ヒアリと同じように2019
年以降、港湾部で多数の侵入事例を
確認、防除が実施されている。
硫黄島では、他のアリ類を駆逐し最
優占種となっている。死亡例は今の
ところ確認されていないが、重症のア
ナフィラキシーショックに陥った例が
報告されている。

①特定外来（要
緊急対処）、③
GISD、④茨城
県、栃木県、千
葉県、長野県、
愛知県、滋賀
県、京都府、大
阪府、山口県、
徳島県、香川
県、高知県、長
崎県、沖縄県

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)
橋本（編）（2020）

ヒアリの基礎情報
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline
/attention/02_general/index.html
【URL取得日：2025年1月29日】

要緊急対処特定外来生物ヒアリに関する情
報（ヒアリの防除に関する基本的考え方）
【URL取得日：2025年1月29日】

植物防疫法（アリ科とし
て、植物防疫法施行規
則別表一の第一の二の
項の農林水産大臣が指
定する有害動物）
https://www.catalogueo
flife.org/data/taxon/4Y
6DX
シノニム：Atta geminata
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:シノニ
ムのAtta属は属単位で
規制有）

-

新規（候
補）

19
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

②③
ツヤオオズアリ

Pheidole megacephala Ⅰ,Ⅱ ○ － ○ － ○ ○ ◎ － － － ○

熱帯アフリカ原
産。世界中の熱
帯・亜熱帯に侵
入している。

鹿児島県、小笠
原諸島、奄美大
島以南

裸地、サトウキ
ビ畑、海岸など
の土中、石下、
倒木下に営巣

利用に関する情報は得られなかっ
た。

－

侵入した地域ごとに影響が異なるこ
とから、、防除にあたっては、侵入し
た環境ごとに対応を検討する必要が
ある。
南西諸島では島ごとに影響も異な
り、沖縄本島での影響は特に小さ
い。小笠原諸島において、陸産貝類
の捕食などが大きな問題となってお
り、海洋島での影響が大きいと考え
られる。
北海道や東京都において侵入事例
がある。

②W100：IUCN、
③GISD、④宮崎
県、鹿児島県、
沖縄県

橋本（編）（2020）

https://ogasawara-info.jp/publications/ https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi
-
kankyo/gairai/documents/72338_202206160
93940-1.pdf 植物防疫法（アリ科とし

て、植物防疫法施行規
則別表一の第一の二の
項の農林水産大臣が指
定する有害動物）

-

新規（候
補）

20
定着初期/限定分
布

防除推
進外来
種

②？ アシナガキアリ Anoplolepis gracilipes Ⅰ ○ － ○ － － ○ － － ○ － －
アフリカもしくは
熱帯アジア原
産。

琉球諸島、火山
列島

石下や土中に営
巣する。沖縄で
は林縁や草地、
路傍に生息する

利用に関する情報は得られなかっ
た。

－

現時点では原産地の情報は諸説あ
り、正確な原産地は判明していない。
南西諸島では島ごとに影響も異な
り、沖縄本島での影響は特に小さ
い。
なお、南大東島では一部鳥類への被
害事例があり、海洋島での影響が大
きい可能性がある。侵入した地域ご
とに影響が異なることから、、防除に
あたっては、侵入した環境ごとに対
応を検討する必要がある。

②W100：IUCN、
③GISD、④鹿児
島県

橋本（編）（2020）
鹿児島新港と谷山港に侵入し、防除が行わ
れた事例ある。

－

植物防疫法（アリ科とし
て、植物防疫法施行規
則別表一の第一の二の
項の農林水産大臣が指
定する有害動物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について：
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
有）

-

継続 21
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①④
特定外
来生物 ツマアカスズメバチ Vespa velutina Ⅰ,Ⅲ ○ － ○ － ○ ○ ○ ◎ ○ － ○

南アジア～東南
アジア～中国南
部原産。韓国、
フランス、スペイ
ン、ポルトガル、
ベルギー、イギ
リス、スイス、オ
ランダ、ルクセ
ンブルグ、アメリ
カに侵入。

長崎県（対馬）
森林、農耕地、
住宅地

利用に関する情報は得られなかっ
た。

－

日本に侵入・定着しているツマアカス
ズメバチは亜種V. v. nigrithorax 。
2015年に北九州市、2016年に日南
市、2017年に壱岐市、2018年に大分
市、2020年に防府市、2022年に福岡
市、久山町で確認されたことがある
が、対馬以外での定着は確認されて
いない。海外では在来スズメバチより
も優先する事例が確認されている。
また、捕食者として、在来昆虫類へ
の影響が懸念されている。キイロス
ズメバチが繁殖干渉を受けているこ
とが示唆されている。海外の事例で
は刺傷被害や死亡事例がある。

①特定外来、④
各県：滋賀県、
大阪府、徳島
県、香川県、高
知県、長崎県、
熊本県、宮崎
県、沖縄県

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
九州地方環境事務所
（2023）ツマアカスズ
メバチ防除計画

環境省九州地方環境事務所（これまでの確
認状況と対策）
https://kyushu.env.go.jp/wildlife/mat/m_2_2_
00001.html

ツマアカスズメバチ防除計画(令和5年改定)
https://kyushu.env.go.jp/content/00012956
6.pdf

－ －

防除検討外来種（被害の大きさが防除推進外来種には及ばないもの）

継続 22
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

ホソオチョウ（ホソオアゲ
ハ）

Sericinus montela Ⅳ ◎ － － － － ○ － － － － －
中国、朝鮮半
島、ロシア南東
部原産。

東北～九州
河川敷、農耕地
等

生体の利用に関する情報は得られ
なかったが、ウェブ上のフリーマー
ケットサイト等 にて標本が取引され
ている。かつて愛好家により飼養さ
れていた実績があり、現在もその可
能性がある。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

元々飛翔力が乏しい種だが、1978年
に東京都で最初に確認されて以来、
その後も人為的に分布を拡大し、各
地で記録されている。食草が同じの
ジャコウアゲハとの競合が懸念され
る。

④各県：茨城
県、神奈川県、
長野県、静岡
県、愛知県、滋
賀県、京都府、
兵庫県、奈良
県、山口県、徳
島県、福岡県、
長崎県、熊本
県、宮崎県、沖
縄県

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
日本チョウ類保全協
会編（2019）

－ －

植物防疫法（アゲハチョ
ウ科として、植物防疫法
施行規則別表一の第一
の二の項の農林水産大
臣が指定する有害動
物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について：
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
無）

－

新規（候
補）

23
定着初期/限定分
布

防除検
討外来
種

ソテツシロカイガラムシ
（CAS)

Aulacaspis yasumatsui Ⅳ － － ○ － ◎ ○ ○ － － － ◎

東南アジア原
産。中国南部、
香港、ベトナム、
シンガポール、
台湾、ニュー
ジーランド、グア
ム、コートジボ
ワール、コスタリ
カ、西インド諸
島、フロリダ、ハ
ワイ、テキサス
などの世界か国
に侵入。

奄美大島、沖縄
県

ソテツ自生地、
ソテツ圃場

利用に関する情報は得られなかっ
た。

本種の非意図的な運
搬をしないよう、生息
確認地域からのソテ
ツの運搬はできるだ
け控える等、十分な
注意が必要。

ソテツを加害する。ソテツに伴って移
動するおそれがあるため、生息確認
地域からのソテツの移動には十分な
注意が必要。奄美大島のソテツが
ウェブのフリーマーケットサイトに出
品されていたこともある。

④沖縄県、⑤農
林水産省、環境
省地方環境事務
所、地方公共団
体

辻本(2024) －

https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects
/default_project/_page_/001/005/044/kaigar
amushi.pdf
【URL取得日：2025年1月29日】

植物防疫法（マルカイガ
ラムシ科として、植物防
疫法施行規則別表一の
第一の二の項の農林水
産大臣が指定する有害
動物）

－

24

https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/044/kaigaramushi.pdf
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/044/kaigaramushi.pdf
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/044/kaigaramushi.pdf
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/044/kaigaramushi.pdf
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新規（候
補）

24
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

ムネアカハラビロカマキリ Hierodula  sp. Ⅳ ◎ － － － － 〇 － － － － ◎
中国大陸原産と
考えられてい
る。

埼玉県、東京
都、神奈川県、
新潟県、福井
県、山梨県、岐
阜県、静岡県、
愛知県、京都
府、広島県、佐
賀県、大分県、
宮崎県

比較的明るい草
原や林縁

生体が通サイトで販売されたことが
ある。

-

中国から輸入された竹ぼうきに卵の
うが付着していた事例がある。在来
種ハラビロカマキリとの競合が懸念さ
れる。
岐阜県から確認された個体は
H.chinensis とされる。本属には類似
した特徴を持つ種が存在し、胸部の
色と前脚の棘という限られた特徴に
基づいて本種と判断することは困難
であることが指摘されており、ムネア
カハラビロカマキリと呼ばれている種
が同一種かは不明とされている。そ
のため、本リストではsp.として取り
扱った。

④各県：福島
県、茨城県、千
葉県、愛知県、
京都府、⑤環境
省関地方環境事
務所

苅部(2019）、
Yamasaki et al.(2022)

－ － － －

継続 25
定着初期/限定分
布

防除検
討外来
種

シロテンハナムグリ台湾
亜種（サカイシロテンハナ
ムグリ）

Protaetia orientalis sakaii  Ⅰ ○ ◎ － － － ○ － － － － ○ 台湾。

奄美大島、沖縄
諸島、宮古島諸
島、八重山諸
島、大東諸島

林道、農地環境
一部の標本販売サイトや標本商によ
り、本種の標本が売買されている。

-

イシガキシロテンハナムグリやリュウ
キュウオオハナムグリとの交雑によ
る遺伝的攪乱や競合が懸念されてい
る。

④各県：福岡
県、長崎県、沖
縄県

楠井（2005） 、野林
(2004) 、自然環境研
究センター（編著）
(2019)、日本列島昆
虫全種目録

－ －

植物防疫法（コガネムシ
科として、植物防疫法施
行規則別表一の第一の
二の項の農林水産大臣
が指定する有害動物）

－

新規（候
補）

26
定着初期/限定分
布（小笠原、南西
諸島）

防除検
討外来
種

サイカブト（タイワンカブ
ト）

Oryctes rhinoceros Ⅱ ○ － ◎ － ○ ◎ ◎ － ◎ － ○ 東南アジア。

トカラ列島、奄
美群島、沖縄諸
島、八重山諸
島、大東諸島、
尖閣諸島

農耕地、堆肥場
一部のWebサイトで生体や標本が売
買されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

野生下や植栽されているヤシ類を食
害するため、沖縄県や奄美群島では
道路沿いや公園等に植栽されたヤシ
が大きな被害を受けている。
また、南大東島ではヒサマツサイカブ
トとの競合が懸念されているが、実
態は不明。

③GISD、④各
県：京都府、宮
崎県、鹿児島
県、沖縄県、⑤
環境省地方環境
事務所

・片野田逸朗・谷口明
（1997）
・佐藤嘉一・伊禮英毅
（2003）
・自然環境研究セン
ター（編著）(2019)
・日本列島昆虫全種
目録

沖縄県：沖縄県外来種対策行動計画に基づ
くサイカブト（タイワンカブトムシ）防除計画
https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/d
efault_project/_page_/001/004/820/05-
10saikabuto.pdf

－

植物防疫法（コガネムシ
科として、植物防疫法施
行規則別表一の第一の
二の項の農林水産大臣
が指定する有害動物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について：
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
有）

－

継続 27
定着初期/限定分
布

防除検
討外来
種

フェモラータオオモモブト
ハムシ

Sagra femorata Ⅳ － － ○ － － ○ － － ○ － ○

中国本土南東
部から東南アジ
ア、インド亜大
陸にかけての熱
帯地域。

三重県、愛知
県、兵庫県、大
阪府

河川沿いや都市
公園内の草本群
落（クズ）

一部の標本販売サイトや標本商によ
り、本種の標本が売買されている。

-

クリーンセンター周辺のクズ群落で
多くの個体が確認されることから、生
息地の除草作業等により生じたゴミ
に混入して分散している可能性が高
い。
これまで国内から報告はないもの
の、園芸植物であるフジや栽培品種
を含むブドウ科、マタタビ科等の在来
つる性木本植物を加害する可能性
がある。

④各県：茨城
県、愛知県、滋
賀県、愛媛県、
長崎県、沖縄県

秋田ほか（2010）、
秋田ほか（2011）、戎
谷・宮武（2011）、自
然環境研究センター
（編著）(2019)

－ －

植物防疫法（ハムシ科と
して、植物防疫法施行
規則別表一の第一の二
の項の農林水産大臣が
指定する有害動物）

－

継続 28
定着初期/限定分
布

防除検
討外来
種

カンショオサゾウムシ Rhabdoscelus obscurus Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ － － ◎ － － ○ ◎ － ◎ － －
ニューギニアと
考えられてい
る。

小笠原・大東諸
島

サトウキビやヤ
シ類

- -

世界的にサトウキビの大害虫として
知られている他、トウモロコシやパパ
イヤ等の農作への被害も報告されて
いる。小笠原諸島において、固有種
のノヤシを加害している他、大東諸
島ではビロウに被害を出している。
若齢のノヤシは枯死することが多
い。

②W100：日本、
④各県：長崎
県、沖縄県

苅部ほか（2007）、苅
部ほか（2008）、自然
環境研究センター
（編著）(2019)、国立
環境研究所侵入生物
データベース

－ －

植物防疫法（オサゾウ
ムシ科として、植物防疫
法施行規則別表一の第
一の二の項の農林水産
大臣が指定する有害動
物）

－

新規（候
補）

29
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

アシジロヒラフシアリ Technomyrmex brunneus Ⅳ ○ － － － － ○ ○ － ○ － ○

インド、スリラン
カからインドシ
ナ半島、台湾イ
ンドネシア、マ
レーシア、中
国、ニューギニ
ア、朝鮮半島。
ニューギニアと
朝鮮半島にも移
入と考えられて
いる。

本州、四国、九
州、伊豆諸島、
小笠原諸島、南
西諸島

比較的乾燥した
草地や林縁にみ
られ、切り株や
朽ち木、枯れ枝
等に営巣する。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

八丈島においては特に問題となって
おり、食品加害等に加え、家財や電
気設備の破損などが生じている。
和歌山県と静岡県では確認事例が
あるものの、定着しているかは不明。

④各県：宮崎
県、鹿児島県、
⑤環境省地方環
境事務所、⑥そ
の他

小林他（2024）
https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/jy
umin/jyumin_ari.html

植物防疫法（アリ科とし
て、植物防疫法施行規
則別表一の第一の二の
項の農林水産大臣が指
定する有害動物）

－

継続 30
定着初期/限定分
布

防除検
討外来
種

チャイロネッタイスズバチ Delta pyriforme Ⅳ － － ○ － － ○ ○ － － － ○
東南アジア、南
太平洋諸島原
産。

小笠原諸島 森林～住宅地
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

小笠原諸島に侵入している個体群の
亜種は特定されおらず、侵入元は不
明である。
鱗翅目の幼虫を狩ることから、固有
のチョウ類やガ類への影響が懸念さ
れる。知見の集積が必要。

④各県：長崎
県、沖縄県、⑥
その他

日本の外来生物：自
然環境研究センター
（編著）(2019)

－ － － －

継続 31
定着初期/限定分
布

防除検
討外来
種

ナンヨウチビアシナガバチ Ropalidia marginata Ⅳ － － ○ － － ○ ○ － － － ○
東南アジア、マ
リアナ諸島原
産。

火山列島硫黄
島

森林～林縁等
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

硫黄島では島全体に広く分布する普
通種となっている。
アシナガバチ類は一般に高い捕食力
を有しており、在来昆虫に影響を及
ぼす可能性が懸念される。知見の集
積が必要。

④各県：長崎
県、沖縄県、⑥
その他

日本の外来生物：自
然環境研究センター
（編著）(2019)

－ － － －

産業管理外来種（適切な管理が必要な産業上重要な外来種）

継続 32
定着初期/限定分
布

産業管
理外来
種

特定外
来生物

セイヨウオオマルハナバ
チ

Bombus terrestris Ⅰ ◎ ○ － － － ○ ○ ◎ － ◎ －

ヨーロッパ原
産。北米、オー
ストラリア、イス
ラエルに侵入。

北海道
林縁、草地、農
耕地等

ハウス内の作物の授粉用の農業資
材として、特定外来生物の使用許可
を受けた農家・事業者のみが利用し
ている。なお、本州・四国・九州（奄美
以南と島しょ部を除く）については、
継続許可のみとなり新規利用は認め
ておらず、2022年からは規模拡大
（飼養数を増やすこと）は認められて
いない。

使用許可の内容を遵
守し、認可の際の条
件である、ハウスへ
のネット展張等の管
理を厳格に行うこと。

在来マルハナバチと餌資源や営巣
場所の競合が起きていると考えられ
る。実験室内では在来マルハナバチ
の巣を乗っ取る例も確認されている。
また、在来マルハナバチとの交雑が
野外で確認されている。北海道での
み継続的な繁殖が確認されている。
本州から沖縄までセイヨウオオマル
ハナバチが確認された事例はあるも
のの、定着は確認されていない。

①特定外来、②
W100：日本、④
各県：北海道、
青森県、福島
県、茨城県、千
葉県、神奈川
県、長野県、静
岡県、滋賀県、
京都府、兵庫
県、高知県、長
崎県、熊本県、
宮崎県、沖縄県

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

北海道生物多様性保全活動連携支援
センター
https://www.heco-
spc.or.jp/HoBiCC/action/page02.html

－

植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について：
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
無、備考:花粉媒介昆
虫、外来生物法での規
制有）

-
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国内由来の外来種】 現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）
会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

新規（候
補）

1
国内由来の外来
種

防除推
進外来

種
①②③

沖縄島のヤエヤママドボ
タル（オオシママドボタル）

Pyrocoelia atripennis Ⅰ,Ⅱ － － ○ － － ○ ○ － － － ○ 八重山諸島 沖縄島
林内や草地、農
地、緑地のある
公園

規制前はネットオークションで生体が
取引されていた。

－

沖縄本島へ侵入・分布を拡大し、国
内希少野生動植物種であるアマノヤ
マカタマイマイへの影響が懸念され
ている。
沖縄島には、幼虫や卵が植栽木等
に紛れて持ち込まれたと考えられて
いる。

④各県：沖縄
県、⑤環境省地
方環境事務所、
⑥その他

元陳・森（2022）

沖縄県：沖縄県外来種対策行動計画に基づ
く ヤエヤママドボタル（自然分布域以外）防
除計画
https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/d
efault_project/_page_/001/004/820/yaeyam
amadobotaruplan.pdf

－ － －

防除検討外来種（被害の大きさが防除推進外来種には及ばないもの）

継続 2
国内由来の外来
種

防除検
討外来

種

伊豆諸島などのリュウ
キュウツヤハナムグリ

Protaetia pryeri Ⅳ ○ － － － ○ ○ ○ － － － － 奄美群島
東京都、千葉
県、神奈川県、
伊豆諸島

林道、都市公園
一部のWebサイトで生体や標本が売
買されている。

－
移入地では、カナブンやシロテンハ
ナムグリ等の在来種との競合が懸念
されている。

⑥その他

大田（2012）、嶋本
（2014）岸本ほか
（2017）、織谷幸・織
谷咲（2021）、藤田
（2018）、日本列島昆
虫全種目録

－ －

輸入規制は、植物防疫
法（コガネムシ科として、
植物防疫法施行規則別
表一の第一の二の項の
農林水産大臣が指定す
る有害動物）

－

継続 3
国内由来の外来
種

防除検
討外来

種

北海道・沖縄のカブトムシ
本土亜種

Trypoxylus dichotomus
septentrionalis

Ⅰ ○ ◎ － － － ○ － － － ○ －
本州、四国、九
州

北海道、沖縄 里山

全国的にペットショップ等で販売され
ている他、Webサイト等を通しても販
売されている。
養殖場も存在する。

－

全国的にペットショップで販売されて
いるため、脱走個体による遺伝的攪
乱が起こる可能性がある。
特に沖縄諸島の場合、固有亜種とな
るオキナワカブトムシ（沖縄本島）、ク
メジマカブトムシ（久米島）が生息して
いるため、侵入した場合の遺伝的攪
乱の影響は重大となる。

④各県：北海
道、鹿児島県、
沖縄県

小濱・嵩原（2002）、
堀（1996）、日本列島
甲虫全種目録

－ －

輸入規制は、植物防疫
法（コガネムシ科として、
植物防疫法施行規則別
表一の第一の二の項の
農林水産大臣が指定す
る有害動物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（カブトムシ
Allomyrina
dichotoma,Trypoxylus
dichotomus として輸入
規制:規制無）

－

関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（昆虫）＞

問題となってい
る地域

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由

評価項目

原産地・分布 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国外由来の外来種】 現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）
会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

侵入・定着防止外来種（未定着）

侵入予防外来種（まだ侵入していない種）

継続 1 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物 アトラクス属 Atrax  spp. Ⅲ ○ - - - - - - ○ - ◎ - - -

オーストラリア
原産。

- 主に森林
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
壊死性の強い毒を持ち、原産地では
人体への咬症被害がしばしば起き
る。

①特定外来
自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

継続 2 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物

ハドロニュケ属 Hadronyche spp. Ⅲ ○ - - - - - - ○ - ◎ - - -
オーストラリア
原産。

- 主に森林
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
壊死性の強い毒を持ち、原産地では
人体への咬症被害がしばしば起き
る。

①特定外来
自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

継続 3 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物

特定外来生物のイトグモ
属3種

Lososceles spp. Ⅲ ○ - - - - - - ○ - ◎ - - -
北米～南米原
産。

- 住宅地等
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

Loxosceles reclusa 、L . laeta 、L .
gaucho  の３種。
壊死性の強い毒を持ち、原産地では
人体への咬症被害がしばしば起き
る。

①特定外来
自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

継続 4 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物

ジュウサンボシゴケグモ
Latrodectus
tredecimguttatus

Ⅲ ○ ○ - - - - - ○ - ◎ - - ○
ヨーロッパ原
産。

- 住宅地等
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

強い神経毒を持つが人の死亡例は
報告されていない。しかし、筋痙攣や
嘔吐、呼吸困難等の症状を引き起こ
すとされ、重症化した場合に死亡す
る可能性が示唆されている。

①特定外来
自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- - - -

新規（候
補）

5 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来生物

特定外来生物のゴケグモ
属の全種（セアカゴケグ
モ、ハイイロゴケグモ、ク
ロゴケグモ、ツヤクロゴケ
グモ、ジュウサンボシゴケ
グモを除く）

Latrodectus spp. Ⅲ ○ ○ - - ○ - - ○ - ◎ - - -
世界中（南極大
陸を除く）。

- 多様
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

ゴケグモ属の種は基本的にα-ラトロ
トキシンという強い神経毒を持ち、人
体被害が懸念される。南西諸島に分
布するアカオビゴケグモは在来種と
考えられており、特定外来生物から
除外されている。

①特定外来
Dželalija & Mediæ
(2003)

- - - -

定着防止外来種（侵入はしているが定着していない種）

継続 6 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 クロゴケグモ Latrodectus mactans Ⅲ 〇 ◎ - - - - - ○ - ◎ - - ◎ 北米原産。 -

都市部、住宅地
等

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

2000年10月20日までに，山口県岩国
市の米軍海兵隊基地内で，約60個
体捕獲されていたことが報告されて
る．以来，基地側から定期的に情報
提供を受け地元の新聞に逐一報道
されているが定着の報告はされてい
ない。
本種はゴケグモ属の中でも強い毒性
を持ち、アメリカでは多数の咬傷事例
が報告されている他、死亡例も確認
されている。

①特定外来

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、ゴ
ケグモ情報センター
HP、清水ほか（2014）

- - - -

新規（候
補）

7 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 ツヤクロゴケグモ Latrodectus hesperus Ⅲ ○ ◎ - - - - - ○ - ◎ - - ◎ 北米西部原産。 -

都市部、住宅地
等

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

群馬県高崎市などで発見されたとの
ことであるが，詳細は不明。
クロゴケグモと類似した毒性分ｗ持
ち、多数の咬傷事例が報告されてい
る。

①特定外来

ゴケグモ情報セン
ターHP、清水ほか
（2014）、Clark et al.
(1992)

- - - -

継続 8 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来生物 キョクトウサソリ科 Buthidae Gen. spp. Ⅲ ○ ◎ - - - - - ○ - ◎ - ○ ○

世界の熱帯・亜
熱帯域に約950
種が分布。

-
乾燥地、森林等
様々な環境に生
息

ペットとして飼養されていた。現在は
特定外来生物に指定され輸入・飼養
は規制されている。

-

本科に属するマダラサソリIsometrus
maculatus が先島諸島に生息してい
るが、在来種もしくは古い時代の外
来種の両方の可能性があり、近年、
スリランカ原産である可能性が示唆
されている。
猛毒を有する種を多く含み、人の生
命・人体に対する影響が重大であ
る。
2006年、沖縄県にて輸入した衣服に
付着して侵入したサソリに刺されたと
いう被害が報告されている。

①特定外来

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
国立保健医療科学院
（2016）

- - - -

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

継続 9
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

④
特定外
来生物 ハイイロゴケグモ Latrodectus geometricus Ⅲ - - - - - ○ - ◎ - - ◎

原産地は不明。
熱帯～亜熱帯
に広く分布。

東京、神奈川、
愛知、京都、大
阪、兵庫、岡
山、山口、福
岡、宮崎、鹿児
島、沖縄

都市部、住宅地
等

現在は特定外来生物に指定され輸
入・飼養は規制されているが、学術
研究の目的で許可を受けた個体が
飼養されている。

逸出には十分な注意
を払うべき。

強い神経毒を持つが人の死亡例は
報告されていない。セアカゴケグモよ
りも攻撃性は弱いと言われている。
咬まれた場合、激しい痛みと嘔吐、
腹部痙攣などの症状を引き起こす。

①特定外来、②
W100: 日本、⑤
各県：茨城、栃
木、滋賀、京都、
大阪、山口、兵
庫、高知、福岡、
長崎、宮崎、鹿
児島、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、ゴ
ケグモ情報センター
HP、清水ほか（2014）

・宮城県：宮崎県特定外来生物（ハイイロゴ
ケグモ）防除対策事業
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activit
y/local_gov/hozen/r1images/124_r1miyazaki
-gokegumo.pdf

※環境省やいくつかの市区町村で、セアカゴ
ケグモと併せて注意喚起するリーフレットを
確認

- -

継続 10
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

④
特定外
来生物 セアカゴケグモ Latrodectus hasseltii Ⅲ - - ○ - - ○ - ◎ - - ◎

オーストラリア
原産と考えられ
ている。北米等
に侵入。

北海道、東北、
関東、中部、近
畿、中国、四
国、九州、沖縄

都市部、住宅地
等

現在は特定外来生物に指定され輸
入・飼養は規制されているが、学術
研究等の目的で許可を受けた個体
が飼養されている。

逸出には十分な注意
を払うべき。

強い神経毒を持ちオーストラリアで
死亡例がある。国内では死亡例はな
い。

①特定外来、②
W100:日本、⑤
各県：福島、茨
城、栃木、千葉、
石川、長野、愛
知、滋賀、京都、
大阪、兵庫、奈
良、和歌山、島
根、山口、徳島、
香川、高知、福
岡、長崎、宮城、
鹿児島、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、ゴ
ケグモ情報センター
HP、清水ほか（2014）

三重県四日市市：セアカゴケグモの駆除方
法等に関する 調査研究業務
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/conte
nts/1723629189386/simple/seakagokegumo.
pdf

沖縄県：沖縄県外来種対策行動計画に基づ
くセアカゴケグモ 早期発見・防除計画
https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/d
efault_project/_page_/001/004/820/04-
06seakagokegumo.pdf

その他、多数の市区町村のWebサイト上に
て、防除の実施に関する情報有り

環境省：特定外来生物セアカゴケグモ
https://www.env.go.jp/nature/intro/4docum
ent/files/r_seakagokegumo_shikoku.pdf

京都府：京都府外来生物対策マニュアル
https://www.pref.kyoto.jp/gairai/manual/doc
uments/manual.pdf

香川県：セアカゴケグモ防除指針
https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/1
6249/seaka_boujoshishin.pdf

福岡県：セアカゴケグモ対策マニュアル
https://www.city.nakagawa.lg.jp/uploaded/at
tachment/13479.pdf

その他多数

- -

防除検討外来種（被害の大きさが防除推進外来種には及ばないもの）

継続 11
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

- ヤンバルトサカヤスデ Chamberlinius hualienensis Ⅳ ○ - - - - ○ - - - - ○
台湾原産とされ
ている。

東京都（八丈
島）、神奈川
県、埼玉県、静
岡県、徳島県、
鹿児島県、沖縄
県（沖縄本島）

住宅地、農地、
里地・里山的環
境

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

大量発生し不快害虫となる他、毒を
持つことの影響が大きい。在来種の
ヤスデ類を排除している可能性が示
唆されている。知見の集積が必要。

⑤各県:茨城、長
崎、鹿児島、沖
縄

藤山（2009）、石田・
藤山（2010）、新島
（2002）、江口ほか
（2022）

東京都八丈町
https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/jy
umin/yasudetaisaku.pdf

鹿児島県鹿児島市
https://373news.com/_news/storyid/15427
7/

沖縄県
ヤンバルトサカヤスデの多発事例とその対
策
https://www.pref.okinawa.jp/_res/projects/d
efault_project/_page_/001/006/581/s20_62-
72.pdf

その他、多数の市区町村のWebサイト上に
て、防除の実施や協力に関する情報有り

東京都八丈町
ヤンバルトサカヤスデの防除対策について
https://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/jy
umin/yasudetaisaku.pdf

鹿児島県
ヤンバルトサカヤスデの防除対策
https://www.pref.kagoshima.jp/ad03/kurashi
-
kankyo/recycle/ippan/yasude/yasude_taisak
u.html

その他、多数の市区町村のWebサイト上に
リーフレット等を確認

- -

新規（候
補）

12
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

- イトグモ Loxosceles rufescens III - - - - - ○ - ◎ - - ◎
地中海沿岸地
方。

本州、四国、九
州、南西諸島

住宅地
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

過去には在来種として扱われていた
が、近年の研究から外来種であるこ
とが明らかとなった。人への咬傷被
害も確認されている。

⑥専門家ヒアリ
ング結果

小野（編著）（2009）、
新海（編著）（2017）、
Taucare et al. (2018)
、森戸（2017）

- - - -

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（陸生節足動物）＞

和名
（別名、流通名）

原産地・分布
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

日本での分布学名 選定理由 他法令での位置付け 関係する感染症防除事例文献等備考利用上の留意事項 防除マニュアル

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
検討区分 No 定着段階 カテゴリ

特定外
来生物

対策優先度の
要件

生息環境等 抽出根拠

評価項目

利用状況
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国外由来の外来種】 現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）
会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

侵入・定着防止外来種（未定着）

侵入予防外来種（まだ侵入していない種）

継続 1 未定着
侵入予
防外来
種

ムネミオプシス・レイディ Mnemiopsis leidyi Ⅰ ○ ○ - - ◎ - - ○ - - ○ - -

北米・南米の大
西洋沿岸原産。
黒海、カスピ
海、地中海等に
侵入。

-
内湾から河口域
にかけての海域

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
動物プランクトンや小魚を捕食するこ
とで、既存の生態系へ悪影響を与え
る。

③GISD、④各
県：長崎、沖縄

Ivanov et al. (2000)、
自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
ISSG-GISD

- -

継続 2 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来 カワホトトギスガイ Dreissena polymorpha Ⅰ,Ⅲ ○ ○ ◎ - - ○ - ○ - - ◎ - ○

黒海、カスピ海
及び周辺河川
原産。ヨ-ロッパ
北米に侵入。

- 湖沼、河川
ヨ-ロッパでは本種の摂食活動を利
用して貯水池の水質を浄化させる試
みがなされている。

導入は厳に慎むべ
き。

付着基盤を被覆することで在来生物
相に大きな影響を与える。

①特定外来③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 3 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来 クワッガガイ Dreissena bugensis Ⅰ,Ⅲ ○ ○ ◎ - - ○ - ○ - - ◎ - ○

黒海沿岸原産。
カスピ海、ヨ-
ロッパ、北米等
に侵入。

-
淡水、汽水の
岩、人工構造
物、泥中

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
付着基盤を被覆することで在来生物
相に大きな影響を与える。

①特定外来③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 4 未定着
侵入予
防外来
種

ヨ-ロッパミドリガニ Carcinus maenus Ⅰ ○ ○ ○ - ◎ ○ - ○ - - ○ - ◎

ヨ-ロッパ～アフ
リカ北部の大西
洋沿岸原産。北
米大西洋岸、南
アフリカ、オ-ス
トラリアに侵入。

-
内湾の岩礁、転
石、干潟、塩性
湿地

原産地では食用として利用されてい
る。

導入は厳に慎むべ
き。

バラスト水への幼生の混入だけでな
く、船舶のシ-チェストに混入していた
事例も知られている。侵入地では、
被食者である在来巻貝の殻を厚くす
るなどの表現型変異を短期間で引き
起こし、二枚貝群集の組成を大きく変
化させたことなどが知られる。

②W100：IUCN、
③GISD、④各
県：長崎、沖縄

Cohen et al. (1995) 、
Trussell  (2000) 、
Grosholz (2005)、自
然環境研究センター
（編著）(2019)

- -

継続 5 未定着
侵入予
防外来
種

特定外
来

ディケロガンマルス・ヴィ
ルロスス

Dikerogammarus vilosus Ⅰ ○ - - - ◎ ○ - ○ - - - - -

東ヨ-ロッパ、黒
海～カスピ海地
方原産。西ヨ-
ロッパに侵入。

-
湖沼、河川、汽
水域

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
幅広い水域に侵入うし、他のヨコエビ
をはじめとする多種の水生生物を捕
食。栄養段階を大きく変貌させる。

①特定外来

Dick & Platvoet
(2000), Dick et al.
(2002) , Noordhuis et
al. (2009)

- -

定着防止外来種（侵入はしているが定着していない種）

継続 6 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来 アスタクス属 Astacus spp. Ⅰ ○ - - - ◎ - - ○ - - - ○ -

中央アジア～ヨ
-ロッパ原産。

- 湖沼、河川等
ペットとして飼養されていた。現在は
輸入・飼養は規制されている。

-

Astacus astacus、A. leptodactylus、
A. pachypus の3種が含まれる。
日本に導入された場合、寒冷地を中
心に定着し、希少な在来水草を切断
して減少させる他、捕食により様々な
小動物に影響を与える恐れがある。

①特定外来④各
県：長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 7 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来

ミステリークレイフィッシュ
（マーモクレブス、マーブ
ルクレイフィッシュ）

Procambarus fallax Ⅳ ○ ○ - - ○ - - ○ - - - ○ - 北米南部。 - 河川等
ペットとして飼養されていた。現在は
輸入・飼養は規制されている。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

単為生殖により短期間で増殖するこ
とが知られており、様々な小動物の
捕食や水草の切断により、在来生態
系に甚大な影響をもたらす可能性が
ある。また、ザリガニカビ病を媒介す
る可能性も示唆されている。
2024年に沖縄県の公園内の池で野
外確認されており、日本初の定着の
可能性がある。

①特定外来④各
県：北海道、長
崎、宮崎、沖縄

IUCN-red list - -

継続 8 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来 ラスティークレイフィッシュ Orconectes rusticus Ⅰ ○ - - - ◎ - - ○ - - - ○ -

北米東部原産。
北米各地、カナ
ダ、フランスに
侵入。

- 湖沼、河川等
ペットとして飼養されていた。現在は
輸入・飼養は規制されている。

-

様々な水生生物を補食することに加
え、摂食量が多いため、定着した場
合は水生無脊椎動物や魚類の生息
場所である水生植物帯を破壊し、生
態系に大きな悪影響を与える恐れが
ある。

①特定外来③
GISD、④各県：
静岡、長崎、沖
縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
ISSG-GISD

- -

継続 9 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来 ケラクス属 Cherax spp. Ⅰ ○ ○ - - ◎ - - ○ - - - ○ -

オ-ストラリア、
ニュ-ギニア原
産。

- 河川等
ペットとして飼養されていた。現在は
輸入・飼養は規制されている。

-

本属は45種を含む。マロン C.
tenuimanus、レッドクロウ C.
quadricarinatus、ヤビ- C. destructor
等が国内で流通していた。 マロンは
南アフリカに侵入。
大型で攻撃的な種を含む分類群であ
るため、そのような種が導入された場
合、小動物を捕食したり、水生植物
帯を破壊することで、在来生態系に
甚大な影響を及びス可能性がある。
保持するウィルスが他のザリガニ類
に影響を与える可能性がある。

④各県：長崎、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 10 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来 外国産モクズガニ属 Eriocheir spp. Ⅰ ○ ◎ ◎ ○ - - - ○ - - ◎ - -

中国等原産。ヨ
-ロッパ諸国、北
米等に侵入。

-
生体は河川、幼
生は海域で浮遊
生活。

「上海蟹」として食用にされるが、特
定外来生物に指定されているため、
許可を受けた業者のみが取り扱って
いる。

逸出には十分は注意
を払い、放逐を厳に
慎むべき。

侵入地では、造巣による土手の破壊
や川底の浸食によって生息場所の
物理的構造を大きく変え、漁網内の
漁獲物への食害等の漁業被害を発
生させていることが知られる。

①特定外来、②
W100：IUCN、③
GISD、④各県：
静岡、長崎、沖
縄

Dittel, A.I., Epifanio,
C.E. (2009) 、小林哲
（2012）

- -

新規（候
補）

11 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来

ザリガニ科の全種（ウチダ
ザリガニ（タンカイザリガ
ニを含む）を除く）

Astacidaeの全種
（Pacifastacus leniusculus を
除く）

Ⅰ ○ - ◎ - ○ ○ - ◎ - - ○ - -

中央アジアから
ヨ-ロッパ、アメリ
カ北西部、カナ
ダ南西部。

-
冷水性の河川や
湖沼等

過去に国内で流通していたことがあ
る。

-

令和2年、特定外来生物に指定。特
定外来生物であるアスタクス属やウ
チダザリガニなど、国内で既に被害
を及ぼしている又は被害を及ぼす恐
れが指摘されている種を含んでお
り、同属他種等に同様の性質を持つ
種がある可能性があり、国内に定着
すればニホンザリガニとの競合や、
植物の切断による環境の改変や在
来動植物の補食等により在来の淡
水生態系に大きな影響を与える可能
性がある。

①特定外来

特定外来生物指定時
の資料
https://www.env.go.j
p/nature/intro/4doc
ument/data/sentei/1
2/03_zentai_12_siryo3
.pdf

- -

新規（候
補）

12 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来

アメリカザリガニ科の全種
（アメリカザリガニ、ミステ
リークレイフィッシュ、ラス
ティ―クレイフィッシュを除
く）

Cambaridaeの全種
（Procambarus clarkii を除く）

Ⅰ ○ - ◎ - ○ ○ ○ ◎ - - ○ - -

北米、中米、カ
ナダ、アメリカ、
ホンジュラス、ベ
リ-ズ、グアテマ
ラ、キュ-バ。

- 河川や湖沼等
未判定外来生物であったのにもかか
わらず、過去、国内で流通していた。

-

令和2年、特定外来生物に指定。特
定外来生物であるラスティークレイ
フィッシュや、海外で在来種に被害を
及ぼしているノーザンクレイフィッ
シュ、ミステリークレイフィッシュなど
の種を含んでおり、同属他種等に同
様の性質を持つ種がある可能性が
あり、国内に定着すればニホンザリ
ガニとの競合や、植物の切断による
環境の改変や在来動植物の補食等
により在来の淡水生態系に大きな影
響を与える可能性がある。

①特定外来

特定外来生物指定時
の資料
https://www.env.go.j
p/nature/intro/4doc
ument/data/sentei/1
2/03_zentai_12_siryo3
.pdf

- -

新規（候
補）

13 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来

アジアザリガニ科の全種
（ニホンザリガニを除く）

Cambaroididaeの全種
（Cambaroides japonicus を
除く）

Ⅰ ○ - ○ - ○ ○ - ○ - - ○ - -
朝鮮半島、北東
アジア

- 河川や湖沼等
過去に国内で流通していたことがあ
る。

-

令和2年、特定外来生物に指定。ニ
ホンザリガニとの競合や、植物の切
断による環境の改変や在来動植物
の捕食等により在来の淡水生態系に
大きな影響を与える可能性がある。

①特定外来

特定外来生物指定時
の資料
https://www.env.go.j
p/nature/intro/4doc
ument/data/sentei/1
2/03_zentai_12_siryo3
.pdf

- -

新規（候
補）

14 未定着
定着防
止外来
種

特定外
来 ミナミザリガニ科の全種 Parastacidae Ⅰ ○ - ◎ - ○ ○ ○ ◎ - - ○ - -

オ-ストラリア、
ニュ-ジ-ランド、
ニュ-ギニア、マ
ダガスカル、南
米。

- 河川や湖沼等
未判定外来生物であったのにもかか
わらず、過去、国内で流通していた。

-

令和2年、特定外来生物に指定。特
定外来生物であるケラクス属など、
海外で在来種に被害を及ぼしてお
り、国内でも被害を及ぼす恐れが指
摘されているケラクス属を含んでお
り、同属他種等に同様の性質を持つ
種がある可能性があり、また、本科
の種は非常に大型になる種を含んで
いるため競争力が強いため、国内に
定着すればニホンザリガニとの競合
や、植物の切断による環境の改変や
在来動植物の捕食等により在来の
淡水生態系に大きな影響を与える可
能性がある。

①特定外来

特定外来生物指定時
の資料
https://www.env.go.j
p/nature/intro/4doc
ument/data/sentei/1
2/03_zentai_12_siryo3
.pdf

- -

抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（その他無脊椎動物）＞

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害

28



生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きいもの）

継続 15
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②③
特定外
来

ウチダザリガニ（シグナル
ザリガニ、タンカイザリガ
ニ、レイクロブスター）

Pacifastacus leniusculus Ⅰ - - ◎ ◎ - ○ - - - ○ -
北米原産。ヨ-
ロッパに侵入。

北海道、福島、
千葉、長野、滋
賀

湖沼、河川等

特定外来生物に指定され輸入・飼養
等は規制されているが、許可を受け
て利用されているものもある。阿寒
湖と塘路湖では漁業権が設定され
食用に漁獲されている。

逸出には十分は注意
を払い、放逐を厳に

慎むべき。

侵入した水系で小動物の捕食や水
草の切断による、既存生態系への悪
影響が危惧されている。
また、ニホンザリガニと生息地が重な
ることから、競合によりニホンザリガ
ニを駆逐している可能性が示唆され
ている。
ザリガニカビ病を媒介する可能性が
ある。

①特定外来、②
日本、③GISD、
④各県：長野、
長崎、沖縄

環境省：然別湖ウチダザリガニ集中防除
https://hokkaido.env.go.jp/blog/page_00012.
html

北海道環境財団：北海道ウチダザリガニ防
除ネットワーク
https://www.heco-
spc.or.jp/emizu/contents/contents02_h28re
po/webrepo_uchidazarigani.pdf

釧路市：春採湖 特定外来生物「ウチダザリ
ガニ」捕獲事業
https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/kankyo
u/1004295/1004296/1004298.html

その他、複数の地方公共団体にて防除事業
を実施している

-

継続 16
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①②③
特定外
来 アメリカザリガニ Procambarus clarkii Ⅰ - - ◎ ◎ - ○ - - - ◎ -

米国南部原産。
メキシコ、ドミニ
カ、ヨ-ロッパ等
に侵入。

全国各地
湿地、水田とそ
の周辺等

ペットとして多数飼育されている。か
つては食用ウシガエルの餌として輸
入された。

逸出には十分な注意
を払い、放逐を厳に

慎むべき。

陸水生態系に大きな影響を及ぼして
いることが知られている。
侵入した池・湖では水草を切断する
ことで水生植物群落を壊滅させ、そこ
に生息する小動物と競合又は捕食
することで在来生態系に甚大な被害
をだしている。

①特定外来、②
日本、③GISD、
④各県：北海
道、青森、福島、
茨城、栃木、千
葉、神奈川、石
川、長野、静岡、
愛知、京都、大
阪、兵庫、奈良、
和歌山、鳥取、
島根、山口、香
川、高知、福岡、
長崎、大分、宮
崎、鹿児島、沖
縄

日本自然保護協会：皇居外苑におけるアメリ
カザリガニ防除事業
https://what-we-
do.nacsj.or.jp/2022/02/17970/

農水省：外来生物駆除手法等検討調査業務
https://www.kkj.go.jp/d/?L=ja&A=Z292Ni9tY
WZmLWhva3VyaWt1LzIwMjMvMjAyMzAzMjhf
MDA0ODdfMDEucGRmCg==

その他、多くの地方公共団体やＮＰＯによる
防除事業を確認

環境省：アメリカザリガニ防除マニュアル
https://hokkaido.env.go.jp/content/0001757
50.pdf

環境省：アメリカザリガニ対策の手引き
https://www.env.go.jp/nature/intro/3control
/files/r_amezari_tebiki2.pdf

継続 17
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②③
特定外
来

ニューギニアヤリガタリク
ウズムシ

Platydemus manokwari Ⅰ,Ⅱ - - ◎ - - ○ ◎ - - - ○

ニュ-ギニア原
産。オ-ストラリ
ア、太平洋島
嶼、モルジブ等
に侵入。

琉球列島、小笠
原父島

森林、草原
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
小笠原父島の固有陸貝類に壊滅的
な捕食の影響を与えている。広東住
血線虫の中間宿主となる。

①特定外来、②
W100：IUCN、③
GISD、④各県：
長崎、鹿児島、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
Sugiura et al.
(2006)、Iwai et al.
(2010)

環境省：令和４年度ニューギニアヤリガタリク
ウズムシ防除手法開発業務
https://kanto.env.go.jp/procure/2022/post_
962.html

小笠原世界遺産センター：母島における
ニューギニアヤリガタリクウズムシ侵入時の
対応手法行動マニュアル【侵入時対応編】令
和２年度改訂版
https://ogasawara-info.jp/wp-
content/uploads/2024/10/3-
4_Action_Manual_for_Responding_to_Invasion_
of_New_Guinea_Flatworm_in_Hahajima_Invasio
n_Response_Edition_FY2020_Revised_Version
_2020.pdf

広東住血線虫症
https://www.niid.g
o.jp/niid/ja/kanse
nnohanashi/384-
kanton-intro.html

継続 18
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

④ ヨーロッパザラボヤ Ascidiella aspersa Ⅲ ○ - - - - ○ - - ◎ - ○
北大西洋ヨ-ロッ
パ沿岸、ノル
ウェ-～地中海。

北海道南部～
東北地方

水深50m程度ま
での沿岸海域

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
北海道噴火湾でホタテガイ養殖に甚
大な経済的被害を与えている。

④各県：茨城、
長崎、沖縄

金森ほか(2012)

水産業・漁村活性化推進機構：有害生物漁
業被害防止総合対策事業
http://www.fpo.jf-
net.ne.jp/gyoumu/hojyojigyo/05yugai/yugai_f
ile/yuguide.pdf

-

新規（候
補）

19
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②③ エリマキコウガイビル Bipalium vagum Ｉ, Ⅱ - - ◎ - - ○ ◎ - - - ○
不明、おそらくア
ジア起源とする
ものもある。

小笠原、大東、
沖縄

森林内。
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
特に小笠原諸島母島で急速に分布
を拡大し、固有陸産貝類を捕食。固
有陸産貝類が急速に減少。

⑤地方環境事務
所、地方自治
体、

Jones &
terrer(2005)

世界自然遺産小笠原諸島管理計画（2024年
5月）
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/wp-
content/uploads/sites/2/2020/01/d99ef775
bc58b91dc7eca7f9c94c7857.pdf

https://ogasawara-
info.jp/pdf/panphlet/panphlet_hahanoyu_r2_1
.pdf

-

新規（候
補）

20
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

②③ プラティデムス属の1種 Platydemus  sp.2 Ⅱ - - ◎ - - ○ ◎ - - - ○ 不明
小笠原、大東、
沖縄

森林内。
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
小笠原諸島で節足動物を捕食。絶滅
危惧の固有トンボ成虫の捕食も確認
された。

⑤地方環境事務
所

SHOJI & KARUBE
(2023)

https://ogasawara-
info.jp/pdf/panphlet/panphlet_hahanoyu_r2_1
.pdf

-

新規（候
補）

21
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②③ オガサワラリクヒモムシ Geonemertes pelaensis Ｉ, Ⅱ - - ◎ ○ - ○ ◎ - ○ - ○ 不明
小笠原、大東、
沖縄

森林内。
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

多様な節足動物を捕食。特に小笠原
諸島の侵入地では土壌動物が壊滅
状態。樹上性昆虫、飛翔性昆虫の補
食も確認されている。

④各県：沖縄(オ
ガサワラリクヒモ
ムシ類似種)、⑤
地方環境事務所
(リクヒモムシ、オ
ガサワラリクヒモ
ムシ)、地方自治
体(オガサワラリ
クヒモムシ)

Shinobe et al.
(2017)、大林(2021)
吉武ほか（2023），
Yoshitake et al.
(2024)。

https://ogasawara-info.jp/publications/ -

新規（候
補）

22
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②③
アジアベッコウ（アジア
ベッコウマイマイ）

Tanychlamys indica Ⅰ,Ⅱ ○ - ◎ - - ○ ◎ - ○ - ○
中国南西部～
マダガスカル。

小笠原、大東、
沖縄

森林内、畑、集
落地等。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

小笠原諸島母島で急速に分布拡大。
陸産貝類の捕食を確認。
植物の流通を介して拡散したと考え
られる。

④各県：沖縄、
⑤地方環境事務
所、地方自治体

Hirano et al. (2023)
（営農研修所）近藤
他、
木村 (2015)、環境
省：
https://www.env.go.j
p/nature/intro/2outli
ne/iaslist/gairailist/b
ylist4/ref02.pdf

https://ogasawara-info.jp/publications/ -

植物防疫法（ベッコウマ
イマイ科として、植物防
疫法施行規則別表一の
第一の二の項の農林水
産大臣が指定する有害
動物）

継続 23
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①④
特定外

来 カワヒバリガイ属 Limnoperna spp. Ⅰ,Ⅲ ◎ - - ○ - ○ - - ◎ - ○
東アジア～東南
アジアに分布。

利根川水系、大
塩湖（群馬県），
天竜川、宇連
川・矢作川（愛
知県），木曽川
水系、琵琶湖・
淀川水系

淡水域の岩の
裏、水路等

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
付着基盤を被覆することで在来生物
相に大きな影響を与えている。

①特定外来④各
県：栃木、静岡、
長崎、宮崎、沖
縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

農研機構：特定外来生物カワヒバリガイの現
状と 被害対策
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/conte
nt/000743212.pdf

農水省：カワヒバリガイ被害対策マニュアル
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/ka
nkyo_hozen/k_hozen/pdf/kawahibarimanual.p
df

継続 24
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

④ スクミリンゴガイ Pomacea canaliculata Ⅲ ○ - - - - ○ - - ◎ - -

南米原産。中
国、韓国、東南
アジア、ハワイ
等に侵入。

関東以南 水田、水路等
かつては食用とされていたこともある
が、現在は利用についての情報は
得られなかった。

-

九州等で水稲への食害が起きてい
る。アジア諸国ではタロイモやレンコ
ンなどへの食害も起きている。広東
住血線虫の中間宿主となる。

②W100：日本・
IUCN、③GISD、
④各県：北海
道、茨城、千葉、
長野、静岡、愛
知、兵庫、奈良、
和歌山、鳥取、
山口、徳島、香
川、愛媛、高知、
福岡、大分、宮
崎、鹿児島、沖
縄、⑤地方自治
体

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

農水省：スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）の
被害防止対策について
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/g
aicyu/siryou2/sukumi/sukumi.html

農水省：病害虫の効率的防除体制の再編委
託事業（スクミリンゴガイの総合防除体系の
確立）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/g
aicyu/syokubo_seika/attach/pdf/syokubo_se
ika-31.pdf

その他、複数の地方公共団体にて防除事業
を実施している

農水省：スクミリンゴガイ防除対策マニュアル
（移植水稲）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/g
aicyu/siryou2/sukumi/attach/pdf/sukumi-
4.pdf

農水省：ジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）の
被害防止について
https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/g
aicyu/siryou2/sukumi/attach/pdf/sukumi-
9.pdf

滋賀県：スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）防
除対策マニュアル
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment
/5464094.pdf

その他、複数の地方公共団体にて防除事業
を実施している

植物防疫法（法第二十
二条［定義］第一項の農
林水産大臣の指定する
有害動物又は有害植
物）
植物防疫法（リンゴガイ
科として、植物防疫法施
行規則別表一の第一の
二の項の農林水産大臣
が指定する有害動物）
植物防疫法（植物防疫
法施行規則別表一の第
一の二の項の農林水産
大臣が指定する有害動
物、二  まん延した場合
に有用な植物に損害を
与えるおそれがないこと
が確認されていない有
害動物から除かれる有
害動物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
無)

広東住血線虫症
https://www.niid.g
o.jp/niid/ja/kanse
nnohanashi/384-
kanton-intro.html

継続 25
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

④ ラプラタリンゴガイ Pomacea insularum Ⅲ ○ - - - - ○ - - ◎ - - 南米原産。
静岡、広島、八
重山諸島

水田、水路等
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
輸入について植物防疫法上の規制
あり。
広東住血線虫の中間宿主となる。

④各県：静岡、
長崎、鹿児島、
沖縄

Matsukura et al.
(2008)

- -

植物防疫法（リンゴガイ
科として、植物防疫法施
行規則別表一の第一の
二の項の農林水産大臣
が指定する有害動物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
有)

可能性として広東
住血線虫症
要出典
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生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
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利用
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抽出根拠 文献等 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
分布拡大
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地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
備考

評価項目

原産地・分布 日本での分布 生息環境等 利用状況 利用上の留意事項検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由 関係する感染症
定着可能性 生態系被害

継続 26
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②③④ アフリカマイマイ Achatina fulica Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ - - ◎ - - ○ ◎ - ◎ - ○

東アフリカ原
産。マダガスカ
ル、モ-リシャ
ス、コモロ、イン
ド、東南アジア、
中国南部、台
湾、ハワイ、バ
ヌアツ等に侵
入。

小笠原諸島、沖
縄島、奄美諸
島、宮古島、八
重山諸島

畑地に隣接した
草むらや林縁の
藪等、小笠原で
は原生的な森林
にも侵入。

食用とするが、国内での生産の情報
は未確認。

-

輸入について植物防疫法上の規制
あり。
国内移動について植物防疫法上の
規制あり。
広東住血線虫の中間宿主となる。
小笠原で国内希少野生動植物種で
あるタイヨウフウトウカズラを食害す
る。

②W100：日本・
IUCN、③GISD、
④各県：長崎、
鹿児島、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

植物防疫法（法第十六
条の三第一項の農林水
産省令で定める地域内
にある有害動物又は有
害植物で農林水産省令
で定めるもの）
植物防疫法（法第十六
条の六［侵入警戒有害
動植物］の農林水産大
臣が指定する有害動物
又は有害植物）
植物防疫法（法第五条
の二［検疫有害動植物］
第一項の農林水産省令
で定める有害動物又は
有害植物）
植物防疫法（アフリカマ
イマイ科として、植物防
疫法施行規則別表一の
第一の二の項の農林水
産大臣が指定する有害
動物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
有)

広東住血線虫症
https://www.niid.g
o.jp/niid/ja/kanse
nnohanashi/384-
kanton-intro.html

継続 27
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①②③
特定外
来 ヤマヒタチオビ Euglandina rosea Ⅰ,Ⅱ - - ◎ - - ○ ◎ - - - ○

北米フロリダ、
中南米原産。熱
帯・亜熱帯の世
界各地に侵入。

小笠原父島
温暖な地域の森
林～草原

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

ハワイ諸島等で固有陸産貝類の絶
滅要因となっている。現在、小笠原で
はニュ-ギニアヤリガタリクウズムシ
の侵入により激減し、ほとんど見られ
ないが注意が必要。
広東住血線虫の中間宿主となる可
能性。

①特定外来、②
日本・IUCN、③
GISD、④各県：
長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -
可能性として広東
住血線虫症
要出典

継続 28
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

① ホンビノスガイ Mercenaria mercenaria Ⅳ ○ - - - - ○ - - - ○ -

北米東海岸原
産。北米西岸、
イギリス、フラン
ス、オランダ、日
本に侵入。

東京湾 内湾の砂泥底

食用として流通している。千葉県市
川市塩浜地先と船橋市地先では漁
業権が設定され食用に漁獲されてい
る。

遺棄、放逐を厳に慎
むべき。近年食用の
利用も増加している
が、導入は慎むべ

き。

東京湾や大阪湾の貧酸素環境でも
残存することで在来種を卓越する要
因となる可能性があるほか、他の干
潟でもアサリ等二枚貝と競合する可
能性があり、放流や海に繋がる場所
での蓄養は避けるべき。

④各県：北海
道、千葉、愛知、
京都、和歌山、
高知、長崎、沖
縄、⑤検討委員

樋渡・木幡 (2005)、
木村ほか（2009）、中
村ほか（2012）、 遠
藤・佐々木（2020）

- -

継続 29
定着初期／限定
分布

防除推
進外来
種

①

外国産ハマグリ属（在来
のハマグリ、チョウセンハ
マグリ、トゥドゥマリハマグ
リ以外のメレトリックス属）

Meretrix petechialis
Meretrix 　spp.

Ⅰ,Ⅲ - ◎ - - - ○ - - ○ ○ ○
朝鮮半島、中
国、ベトナム原
産。

詳細不明
内湾干潟の砂泥
底

食用として流通している。

畜養池からの逸出に
は十分な注意を払
い、遺棄、放逐を厳

に慎むべき。

1970年代以降の漁獲量激減に伴
い、中国からシナハマグリが放流さ
れ在来種と交雑が生じた。東京湾で
は台湾からM.taiwanicaが在来種とし
て導入されたと考えられる。（台湾で
は多くがタイワンハマグリであった）。
在来ハマグリを保全するためには外
来ハマグリの野外導入をやめるべ
き。愛知県では「自然環境の保全及
び緑化の推進に関する条例」によっ
てシナハマグリの放流は禁止されて
いる。

②日本④各県：
千葉、愛知、京
都、和歌山、香
川、愛媛、高知、
長崎、鹿児島、
沖縄、⑤検討委
員

Yamakawa & Imai
(2012) 、Yamakawa
& Imai (2013) 、
Hsiao & Chuang
(2023)、 日本生態学
会 (編) (2002) 、自然
環境研究センター
（編著）(2019)

- -

新規（候
補）

30
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

① シナヌマエビ Neocaridina davidi Ⅰ ○ ○ - - - ◎ - - - ○ - 中国南部。 河川や湖沼等
水族館で飼育されたり、水槽の掃除
屋として飼育、釣り用餌として販売さ
れている。

野外への放流は厳に
慎むべき。

近年分布拡大、水槽の掃除屋として
飼育されるものが放流されている可
能性。釣り餌として使用されなかった
ものが放逐されている可能性。外来
カワリヌマエビ属として、河川水辺の
国勢調査等により、近年、急速な分
布域の拡大が確認され、在来エビ類
との競争的置換が確認されている。
意向調査で情報を得ている。

④各県：千葉、
滋賀、福岡、⑤
（外来カワリヌマ
エビ属として）検
討委員、地方自
治体

西野＆丹羽（2004）、
大貫ほか（2010）、小
松（2023）、
Kakui&komai(2022)

石神井公園H30年度かいぼり結果概要報告
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/doc
uments/d/kensetsu/000046275

-

新規（候
補）

31
分布拡大期～ま
ん延期

防除推
進外来
種

①④ オオマリコケムシ Pectinatella magnifica Ⅳ ○ - - - - - - - ○ - - 北米東部。
本州、四国、九
州

湖沼
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

各地の水域で突然大規模な発生が
生じることがある。取水施設での取
水障害等の被害が生じる可能性が
ある。都道府県の外来種リストの他、
意向調査でも情報を得ている。

④各県：青森、
福島、茨城、愛
知、京都、高知、
福岡、⑤検討委
員

宮下ほか (2014)
京都府レッドリスト
福岡県リスト

愛知県犬山市大畔池
https://biotop-
sand.com/blog/introduction_93/
※池の流入水路上流部に底面敷設と小堤防
を設置・透過・接触浄化

愛知県名古屋市
https://bdnagoya.jp/calendar/dried.html
※物理的に除去：池干し

佐賀城公園
https://sagajoupark.com/news/archives/11
4
※物理的に除去：網で捕獲

-

防除検討外来種（被害の大きさが防除推進外来種には及ばないもの）

新規（候
補）

32
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

ウスシジミ Corbicula nitens Ⅰ,Ⅲ ○ ◎ - - - ○ - - ○ - - 韓国。 利根川河口域 汽水域

利用に関する情報は得られなかった
が、利根川河口域のヤマトシジミ漁
場では外国産シジミが混在しており、
外国産シジミを取り除く選別作業が
生じている。

-

増殖事業としてのシジミ放流時にお
ける混入が指摘されている。2000年
に茨城県北浦の中流域から利根川
の河口部で採集されたものが韓国産
のウスシジミに形態的・遺伝的に近
似しているとしてこの種に同定されて
おり、中国または台湾から持ち込ま
れたとされる。在来種の汽水性シジミ
であるヤマトシジミと良く似た塩分耐
性を持っており、ヤマトシジミと同じ2
倍体で両性発生をし、両種の交雑試
験ではベリジャー幼生まで正常に発
生したことから、ヤマトシジミと競合ま
たは交雑する可能性が示唆されてい
る。

④各県：茨城、
千葉

根本ら（2003）、横山
(2019)

茨城県内で外来シジミが繁殖!
https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nai
suishi/kawaraban/documents/k176.pdf

-

新規（候
補）

33
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

ヒロマキミズマイマイ Menetus dilatatus Ⅳ ○ - - - ○ ○ - - - - ○ 北アメリカ原産。

宮城、神奈川、
岐阜、新潟、愛
知、石川、滋
賀、大阪、兵庫

河川
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

河川水辺の国勢調査等により、近
年、急速な分布域の拡大が確認さ
れ、ハブタエモノアラガイと同様に生
態系被害が想定される。各都道府県
の外来種リストに掲載されている他、
意向調査でも情報を得ている。

④各県：愛知、
京都、福島、滋
賀、福岡、⑤検
討委員

河川水辺の国勢調査
結果等

- -

植物防疫法（ヒラマキガ
イ科として、植物防疫法
施行規則別表一の第一
の二の項の農林水産大
臣が指定する有害動

物）

継続 34
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

マツノザイセンチュウ Bursaphelenchus xylophilus Ⅰ,Ⅲ - - ◎ - - ◎ ○ - ◎ - ◎

北米原産。東ア
ジア、ポルトガ
ルに拡がってい
る。

北海道を除く全
都府県

アカマツ、クロマ
ツ、リュウキュウ
マツなどのマツ
林

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

マツノマダラカミキリに運ばれて、マ
ツ類の樹体内に侵入することにより
マツ類を枯死させる（松枯れ・松くい
虫被害）。
輸入について植物防疫法上の規制
あり。また、森林病害虫等防除法に
基づき防除を実施。

③GISD、④各
県：福島、茨城、
千葉、長野、静
岡、滋賀、京都、
鳥取、香川、高
知、福岡、長崎、
宮崎、沖縄

日本生態学会（編）
（2002）、環境庁
（1977）

林野庁研究指導課：森林病害虫等被害対策
事業
https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/yosank
esan/attach/pdf/2gaisan-8.pdf

静岡市：静岡市松くい虫被害対策自主事業
計画
https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/
5110/000927652.pdf
/nougyo/1006768/1006771/1014688.html

その他、複数の地方公共団体にて防除事業
を実施している

森林総研：マツ材線虫病にどう対処するか－
防除対策の考え方と実践
https://www.ffpri.affrc.go.jp/pubs/chukiseik
a/documents/5th-chuukiseika11.pdf

森林総研：松くい虫被害ピンポイント防除マ
ニュアル
https://www.ffpri.affrc.go.jp/research/projec
t/documents/matsukuimushi-manual.pdf

その他に多数のマニュアルを確認

森林病害虫等防除法
（松の枯死の原因となる
線虫類として）
植物防疫法（アフェレン
コイデス科として、植物
防疫法施行規則別表一
の第一の二の項の農林
水産大臣が指定する有
害動物）
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継続 35
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

シマメノウフネガイ Crepidula onyx Ⅳ ○ - - - - ○ - - ○ ○
太平洋東岸原
産。

北海道，仙台
湾，福島，関東
-東海-紀伊半
島，瀬戸内海，
大分，九州北
部，有明海沿岸

潮間帯-水深
30mの海域。大
型貝類（サザエ・
アワビなど）の貝
殻や岩に付着。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

水産利用種のサザエやアワビに付
着し、商品価値の低下等を引き起こ
し、取り除きのためのコスト増大でも
問題視されている。生態系等への影
響については知見の集積が必要。

④各県：北海
道、茨城、千葉、
静岡、愛知、京
都、兵庫、和歌
山、香川、愛媛、
高知、福岡、長
崎、大分、宮崎、
鹿児島、沖縄

日本生態学会 (編)
(2002)、山崎ほか
(2009)

- -

継続 36
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

コモチカワツボ Potamopyrgus antipodarum Ⅳ ○ - - - - ○ - - - ○ ○
ニュ-ジ-ランド
原産。

北海道、本州、
四国、九州

主に砂礫質の小
河川等の淡水、
汽水域からも報
告があり、環境
選好性は幅広
い。

ホタルのエサとして拡散されている
事例がある。

ホタルの餌としての
放逐を厳に慎むとと
もに、カワニナの移
植による非意図的な
侵入に留意すべき。

無性生殖で増殖し、繁殖力が極めて
強く、非常に高密度で生息している
地域が報告されている。知見の集積
が必要。

③GISD、④各
県：北海道、青
森、福島、茨城、
千葉、神奈川、
長野、静岡、愛
知、京都、兵庫、
和歌山、香川、
長崎、宮崎、鹿
児島、沖縄

浦部(2007)、増田ほ
か（2010）

国土交通省：馬淵川水辺の楽校｢コモチカワ
ツボ｣駆除大作戦！
https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/kisya/kisy
ah/images/31038_1.pdf

-

継続 37
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

カラムシロ Nassarius sinarus Ⅰ,Ⅲ ◎ - ◎ - - ○ - - ◎ - ○ 中国沿岸原産。
瀬戸内海、有明
海

干潟

中国では食用にされるが、精神障
害、呼吸麻痺による死亡例もある。
国内では利用に関する情報は得ら
れなかった。

-

アゲマキやアサリの輸入漁業資源に
混入して侵入したと考えられている。
同所的に生息するウネハナムシロや
ヒロオビヨフバイと競合し、これらの
個体群に悪影響を及ぼす可能性が
ある。カゴ漁などの水産業に大きな
被害を与えている他、中国の東シナ
海側では食用されることがあるが、
精神障害や呼吸麻痺による死亡事
例があるため、誤った摂食による人
的被害が発生する恐れがある。

④各県：京都、
香川、福岡、長
崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 38
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

ハブタエモノアラガイ Lymnaea columella Ⅳ ○ - - - - ○ - - - - ○

北米原産。ヨ-
ロッパ、アジア、
オ-ストラリア等
に侵入。

本州、四国
池沼、水路等の
止水か半止水的
な環境の淡水。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

在来のモノアラガイとの置き換わりの
事例が確認されている。肝蛭等の吸
虫類の中間宿主になりうる。知見の
集積が必要。

④各県：北海
道、福島、茨城、
千葉、静岡、愛
知、滋賀、京都、
奈良、和歌山、
鳥取、山口、香
川、高知、福岡、
長崎、宮崎、鹿
児島、沖縄

高倉（2008） - -

植物防疫法（モノアラガ
イ科として、植物防疫法
施行規則別表一の第一
の二の項の農林水産大
臣が指定する有害動
物）

継続 39
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

オオクビキレガイ Rumina decollata Ⅳ ○ - ○ - - ◎ - - ○ - ○

地中海沿岸地
域原産。北米、
南米、東アジア
に侵入。

本州（関東以
西）、九州

市街地、農耕地
の乾燥した環境
でも生息可能。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

農作物、園芸植物への影響が懸念さ
れている。また、海外では他の陸産
貝類を捕食することが知られている。
自家受精で繁殖可能。知見の集積
が必要。
輸入について植物防疫法上の規制
あり。

④各県：千葉、
静岡、愛知、滋
賀、京都、兵庫、
和歌山、山口、
福岡、長崎、大
分、沖縄

松隈・武田(2009)、梅
谷（編）（2012）、
Fisher et al.(1980）、
石田 (2020)、愛知県
の外来種 ブル-デ-タ
ブックあいち 2021
（2021）
[福岡県]

- -

植物防疫法（アフリカマ
イマイ科として、植物防
疫法施行規則別表一の
第一の二の項の農林水
産大臣が指定する有害
動物）

継続 40
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

マダラコウラナメクジ Limax maximus Ⅳ ○ - ○ - - ○ - - ○ - ○

ヨ-ロッパ原産。
南北アメリカ、
ニュ-ジ-ランド、
オ-ストラリア等
に侵入。

北海道、本州の
一部に侵入、定
着も確認されて
いる。

都市部、住宅
地、農耕地、河
川敷等

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

海外では他種のナメクジに対して高
い攻撃性を持つことや、園芸植物や
農作物への被害の報告がある。知見
の集積が必要。
輸入について植物防疫法上の規制
あり。

④各県：福島、
茨城、長野、滋
賀、京都、長崎、
沖縄

Rollo (1983), Baker &
McGhie (1984)

- -

植物防疫法（コウラナメ
クジ科として、植物防疫
法施行規則別表一の第
一の二の項の農林水産
大臣が指定する有害動
物）

継続 41
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis Ⅰ,Ⅲ ◎ ◎ - ○ - ○ - - ◎ ○ ○

地中海沿岸原
産。韓国、オ-ス
トラリア、北米、
アフリカ等に侵
入。

ほぼ全国の沿
岸域

潮間帯域の岩・
人工構造物に付
着

食用とされ、一部で流通がある。岩
手県において漁業権に基づく養殖の
実態がある。

遺棄、放逐を厳に慎
むべき。近年食用の
利用も増加している
が、導入は慎むべ

き。

付着基盤を被覆することで在来生物
相に大きな影響。大発生年にはカキ
養殖に甚大な被害を与える。北海道
では在来種キタノムラサキイガイとの
交雑個体がほぼ全域で確認されてい
る。

②W100：日本・
IUCN、③GISD、
④各県：北海
道、茨城、千葉、
静岡、愛知、京
都、兵庫、和歌
山、鳥取、徳島、
香川、愛媛、高
知、福岡、長崎、
大分、宮崎、鹿
児島、沖縄

Brannock, P.M.,
Wethey, D.S. &
Hilbish, T.J. (2009)

- -

継続 42
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

ミドリイガイ Perna viridis Ⅰ,Ⅲ ◎ - - ○ - ○ - - ◎ ○ ○

インド洋～西太
平洋の熱帯域。
カリブ海、メキシ
コ湾、オ-ストラ
リア沿岸に侵
入。

山形、関東以南
潮間帯の岩、人
工構造物

食用とするが、国内での生産はない
と思われる。

-
付着基盤を被覆することで在来生物
相に大きな影響を与えている他、取
水施設に汚損被害を与えている。

③GISD、④各
県：静岡、愛知、
京都、兵庫、和
歌山、徳島、香
川、高知、福岡、
長崎、大分、宮
崎、鹿児島、沖
縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 43
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

コウロエンカワヒバリガイ Xenostrobus securis Ⅰ,Ⅲ ◎ - - ○ - ○ - - ◎ - ○

オ-ストラリア、
ニュ-ジ-ランド
沿岸原産。アド
リア湾に侵入。

関東、中部以西
の沿岸。

内湾、河口等の
潮間帯

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

付着基盤を被覆することで在来生物
相に大きな影響を与えている他、船
舶や水利施設、漁具等に汚損被害を
与えている。

②W100：日本④
各県：北海道、
茨城、千葉、静
岡、愛知、京都、
兵庫、和歌山、
鳥取、徳島、香
川、高知、福岡、
長崎、大分、宮
崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 44
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

タイワンシジミ Corbicula fluminea Ⅰ ◎ ◎ - - - ○ - - ○ ○ ○

中国、朝鮮半
島、ロシア原
産。北米、南
米、ヨ-ロッパ、
オ-ストラリアに
侵入。

本州～九州
湖沼、水路等の
淡水域

食用として流通している。
遺棄、放逐を厳に慎
むべき。

カネツケシジミf. insularisとされるもの
を含む。在来のマシジミと交雑し、外
見上区別ができない状態になってい
る。食味は在来のヤマトシジミに比べ
て劣るとされる。

③GISD、④各
県：茨城、千葉、
長野、静岡、愛
知、京都、和歌
山、島根、山口、
徳島、香川、愛
媛、福岡、長崎、
宮崎

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

-

鹿児島県：タイワンシジミシジミ種群防除マ
ニュアル
https://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi
-
kankyo/gairai/documents/72338_202405101
71156-1.pdf

継続 45
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

イガイダマシ Mytilopsis sallei Ⅰ,Ⅲ ◎ - ○ - ○ - - ◎ - ○

メキシコ湾、カリ
ブ海原産。イン
ド、ベトナム、台
湾、香港、アフリ
カ等に侵入。

千葉、東京、静
岡、愛知、富
山、大阪、和歌
山、福岡

河川の下流部等
の汽水域

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

付着基盤を被覆することで在来生物
相に大きな影響を与えている他、船
舶や取水施設に甚大な汚損被害を
与えている。

④各県：北海
道、千葉、静岡、
愛知、京都、和
歌山、高知、福
岡、長崎、沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 46
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

カニヤドリカンザシ Ficopomatus enigmaticus Ⅰ,Ⅲ ◎ - - ○ - ○ - - ◎ - ○

インド洋～オセ
アニア原産とさ
れる。北米、ヨ-
ロッパ等に侵
入。

本州各地、九
州、石垣島

河口、港湾等
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
付着基盤を被覆することで在来生物
相に大きな影響。浜名湖で大発生し
てカキ養殖に被害を与えた。

④各県：茨城、
静岡、愛知、京
都、和歌山、鳥
取、福岡、長崎、
沖縄

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)

- -

継続 47
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

カサネカンザシ Hydroides elegans Ⅲ ○ - - ○ - ○ - - ◎ - ○

オ-ストラリア原
産という説があ
るが詳細不明。
北米、アゾレス
諸島、ギリシャ
沿岸、ペルシャ
湾岸、西太平洋
に侵入。

本州、四国、九
州、隠岐、奄美

内湾
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
付着基盤を被覆することで在来生物
相に大きな影響。瀬戸内海のカキ養
殖に大きな被害を与えた。

②W100：日本④
各県：茨城、静
岡、愛知、京都、
和歌山、愛媛、
高知、福岡、長
崎、鹿児島、沖
縄

日本生態学会 (編)
(2002),自然環境研究
センター（編著）
(2019)

- -

新規（候
補）

48
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

ナンオウフジツボ Perforatus perforatus Ⅰ,Ⅲ ◎ - - - - ○ - - ○ - ○
イギリス南西部
～西アフリカ、
地中海。

北海道奥尻島
～富山県魚津
漁港、岩手県宮
古湾～宮城県
志津川湾清水
浜漁港で発見

潮間帯下部～潮
間帯上部、岩礁
域

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

原産地の水温を考慮すれば、北陸以
北の日本海側と福島県以北の東北・
北海道太平洋岸に定着する可能性
が高い。棲息域は潮間帯下部から潮
下帯上部であり、在来フジツボ類・管
棲多毛類と付着場所を巡って競合関
係にある。サザエ、イワガキにも高密
度で付着するため、漁獲物への汚損
被害や漁労被害を発生させるおそれ
がある。マガキ・ホタテ養殖業への汚
損被害や漁労被害を発生させる可能
性もある。

④各県：福岡、
⑤検討委員

加戸(2017), Kado &
Nanba (2016) - -
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新規（候
補）

49
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

コウライエビ(タイショウエ
ビ)

Penaeus chinensis Ⅰ,Ⅲ ◎ - - ◎ ◎ ◎ - - ◎ ◎ - 渤海、黄海。 天然海域。
産卵場は泥底質
の浅海域

有明海では放流事業が行われてい
た。

渤海・黄海産の本種が輸入・放流さ
れており、有明海（佐賀県）では1996
〜2006年に本種の放流事業に対し
て太良町による予算が付いている。
在来のクルマエビとの競合や交雑の
可能性が高く、在来資源を圧迫・変
質させる可能性がある。

⑤検討委員

丸山ほか（1987）, 大
森（2022）、北田
（2016）、池末ら
（1967）、池末（1967）

- -

継続 50
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

タテジマフジツボ Amphibalanus amphitrite Ⅲ ◎ - - - - ○ - - ○ - ○

汎世界的に分
布し、ハワイ原
産とする説があ
るが不明。

全国の各地の
沿岸域

内湾の岩礁、港
湾

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

在来フジツボを被覆して内湾の潮間
帯の帯状分布を大きく改変する。船
舶、発電所、工場等の取水施設や養
殖カキに付着し、汚損被害を引き起
こす。

④各県：茨城、
千葉、静岡、愛
知、京都、和歌
山、高知、福岡、
長崎、大分、宮
崎、鹿児島、沖
縄

Mori,& Tanaka
(1989)、森（2006） 、
自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
山口 (2009)

- -

継続 51
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

アメリカフジツボ Amphibalanus eburneus Ⅳ ○ - - - - ○ - - - - ○

北～中米の大
西洋沿岸原産。
世界中の温暖
な沿岸域に侵
入。

本州以南の沿
岸

内湾の潮間帯、
浅海の貝類に付
着

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
各地の養殖業の現場において、養殖
カキ等水産物や漁具に付着し、汚
損・漁労被害を引き起こす。

④各県：茨城、
千葉、静岡、愛
知、京都、兵庫、
和歌山、高知、
福岡、長崎、宮
崎、沖縄

山口（1989） - -

継続 52
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

ヨーロッパフジツボ Amphibalanus improvisus Ⅳ ○ - - - - ○ - - - - ○

北～南米の大
西洋沿岸原産。
東アジア、ヨ-
ロッパ、北米西
部沿岸に侵入。

本州以南の沿
岸

内湾の潮間帯、
浅海の貝類に付
着

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
各地の養殖業の現場において、養殖
カキ等水産物や漁具に付着し、汚
損・漁労被害を引き起こす。

④各県：茨城、
千葉、静岡、愛
知、京都、兵庫、
和歌山、高知、
福岡、長崎、沖
縄

山口（1989） - -

継続 53
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

キタアメリカフジツボ Balanus glandula Ⅳ ○ - - - - ○ - - - - ○
北米の太平洋
沿岸原産。南米
に侵入。

北海道、東北沿
岸

潮間帯の上部～
下部

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
潮間帯の中部で濃密に生息すること
から、そこに付着する在来の固着生
物を駆逐することがある。

④各県：北海
道、茨城、長崎、
沖縄

加戸 (2006), 加戸
（2017）, Kado &
Nanba (2006)

- -

継続 54
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

フロリダマミズヨコエビ Cragonyx floridanus Ⅳ ○ - - ○ - ○ - - - - ◎ 北米原産。
北海道、本州、
四国、九州

小河川から大河
川の中流下流域
から止水まで幅
広い止水環境に
生息。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

侵入後20年程度で日本各地に分布
を拡大した。ペットショップで販売され
ているホテイアオイから検出されてい
る。本種の侵入地で他種のヨコエビ
が見られなくなる地域が報告されて
いる。知見の集積が必要。

④各県：福島、
茨城、千葉、長
野、静岡、滋賀、
京都、奈良、和
歌山、高知、福
岡、長崎、沖縄

金田他（2007）, 倉西
他（2009）,東城
（2009）

- -

継続 55
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

チチュウカイミドリガニと
ヨーロッパミドリガニの雑
種

Carcinus aestuarii ×
Carcinus maenas

Ⅳ - - ○ - - ○ - - - - ○

地中海、カナリ
ア諸島原産。南
アフリカに侵
入。

東京湾、大阪
湾、伊勢湾、浜
名湖、洞海湾

河口～内湾の岩
礁、潟、塩性湿
地。繁殖期は沖
合いへ移動。

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

日本に定着しているチチュウカイミド
リガニはヨーロッパミドリガニとの雑
種であるとの報告がある。在来種タ
カノケフサイソガニHemigrapsus
takanoi と食物および棲息場所をめ
ぐって競合関係にあることが明らかと
なった。

②W100：日本④
各県：茨城、千
葉、静岡、愛知、
京都、兵庫、和
歌山、福岡、長
崎、沖縄、⑤検
討委員

自然環境研究セン
ター（編著）(2019)、
土井他 (2009)、Doi
et al. (2009)、Darling
et al.(2008）

- -

新規（候
補）

56
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

アメリカツノウズムシ Girardia dorotocephala Ⅳ - - ○ - ○ ○ - - - - ○
北米。ハワイへ
の侵入事例が
ある。

愛知、京都、兵
庫、山梨、東
京、神奈川、埼
玉、四国、福
岡、宮崎

河川中〜下流域
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

河川水辺の国勢調査等により、近
年、急速な分布域の拡大と個体数の
増加が確認されている。ウズムシ類
は捕食性であり、在来の水生動物に
影響が懸念される。各都道府県の外
来種リストに掲載されている他、意向
調査でも情報を得ている。

④各県：茨城、
和歌山、高知、
福島、京都、福
岡、⑤検討委員

川勝他（2007）、川勝
他（2008）
Sluys.R.et,al.(2010)

- -

新規（候
補）

57
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

トウナンアジアウズムシ Dugesia austroasiatica Ⅳ ○ - ○ - - ◎ - - - - ○ 東南アジア。
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

意向調査において、河川水辺の国勢
調査等による急速な分布域の拡大
が確認されているとの情報を受けた
が、近年の国勢調査の結果には本
種を確認できていない。

④各県：滋賀、
京都、⑤検討委
員

[京都府] 、川勝ほか
（2007）

-

新規（候
補）

58
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

アメリカナミウズムシ Girardina tigrina Ⅳ ○ - ○ - - ◎ - - ○ - ○ 北アメリカ。 河川中〜下流域
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

河川水辺の国勢調査等により、近
年、急速な分布域の拡大と個体数の
増加が確認されている。ウズムシ類
は捕食性であり、在来の水生動物に
影響が懸念される。各都道府県の外
来種リストに掲載されている他、意向
調査でも情報を得ている。

④各県：福島、
茨城、滋賀、京
都、奈良、和歌
山、高知、福岡、
⑤検討委員

Benítez-Álvarez et
al.(2023)、令和4年度
河川水辺の国勢調査
（2024）

[福岡県] 捕食者が存
在しない。

-

新規（候
補）

59
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

コハクガイ Zonitoides arboreus Ⅱ ○ - ◎ - - ○ ◎ - ○ - ○ 北アメリカ。 日本全国 庭園や畑地等
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

農作物や家庭菜園の植物の食害や
観賞用の花卉類、特に高価なラン類
の花芽を食害する種として知られて
いる。
在来陸産貝類（野外飼育されている
生息域外保全個体）の卵を捕食、高
密度になり保全に影響を及ぼす。

④各県：北海
道、茨城、千葉、
愛知、滋賀、京
都、奈良、鳥取、
山口、高知、福
岡、宮崎、沖縄、
⑤地方環境事務
所

ブル-デ-タブックあい
ち2012（2012）、樋口
ら(2020)
［北海道］[福岡県]
[京都府]

登録農薬がある
https://view.officeapps.live.com/op/view.as
px?src=https%3A%2F%2Fwww.maff.go.jp%2Fj%
2Fsyouan%2Fkeneki%2Fkikaku%2Fother%2F3ji
_non_quarantine_pest.xls&wdOrigin=BROWSE
LINK
※農林水産省非検疫報告書(公開用)　No.99
コハクガイ

-

植物防疫法（コハクガイ
科として、植物防疫法施
行規則別表一の第一の
二の項の農林水産大臣
が指定する有害動物）
植物防疫法（植物防疫
法施行規則別表一の第
一の二の項の農林水産
大臣が指定する有害動
物、二  まん延した場合
に有用な植物に損害を
与えるおそれがないこと
が確認されていない有
害動物から除かれる有
害動物）
植物防疫法による生き
た昆虫・微生物などの
輸入規制について
http://www.pps.go.jp/rgl
tsrch/（輸入規制:規制
無)

新規（候
補）

60
定着初期／限定
分布

防除検
討外来
種

ヨーロッパヒラガキ Ostrea edulis Ⅰ,Ⅲ ◎ - - ○ - ○ - - ○ - -
ヨ-ロッパ、北東
大西洋、地中
海、黒海。

岩手 養殖されている。

1952年にオランダから輸入されて宮
城県等で増養殖の試験研究が開始
され、北海道、青森県、岩手県、宮城
県では屋外で垂下養殖試験も行わ
れた。しかし、養殖事業化は成功せ
ず、屋外での発見もなかったために
定着していないと思われていたが、
2023年4月に岩手県や山田湾で養殖
マガキ等に付着・生存していることが
確認されたため、当地で定着してい
ることは確実である。養殖マガキや
養殖ホタテへの汚損被害を発生さ
せ、岩礁や礫などの硬基質では
Ecosystem engineerとなって生態系
の構造を改変する可能性が高い。

③GISD⑤検討
委員、

寺本ほか (2024). -

新規（候
補）

61
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

ヒレイケチョウガイ Hyriopsis cumingii Ⅰ - ◎ - - - - - - - ○ ○ 中国。 滋賀、茨城 真珠養殖に用いられる。

ヒレイケチョウガイ交雑種（イケチョウ
ガイ（琵琶湖固有種）とヒレイケチョウ
ガイ（中国産）との交雑種）が真珠養
殖に用いられ、遺伝的攪乱が広域に
生じている。

④各県：茨城、
滋賀

白井ほか (2010)、
萩原ほか(2021)

-

新規（候
補）

62
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

ココポーマアカフジツボ Megabalanus coccopoma Ⅰ,Ⅲ ◎ - - ◎ - ○ - - - - -
メキシコ～エク
アドル。

本州、四国
利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

潮下帯の岩場に固まって生息するほ
か、漁業用の浮きや航路ブイ、船舶
の船体にも付着。大型のフジツボで
あるため、漁網・漁具や灯浮標等へ
の汚損が著しく、漁労被害が生じて
いる。内湾から外海にまで棲息でき
る広塩性と通年に及ぶ繁殖期および
幼生の定着期を持つという、在来種
のオオアカフジツボやアカフジツボに
勝る適応力があるために国内の広
域に分布しており、上記の在来フジ
ツボとの競合の可能性が高い。

④各県：茨城、
千葉、愛知、和
歌山、高知、⑤
検討委員

山口ほか(2009),, 山
口ほか(2011), 山口
(2014)

-

新規（候
補）

63
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

外来カワリヌマエビ属の
全種（シナヌマエビを除く）

Neocaridina spp. Ⅰ ◎ - - - - - - - - - -
中国南部～東
南アジア。

関東、東北、北
海道

釣り餌として用いられる。
釣りを終えた後に
余っても持ち帰るこ
と。

河川水辺の国勢調査等により、近
年、急速な分布域の拡大が確認さ
れ、在来エビ類との競争的置換が確
認されている。意向調査で情報を得
ている。

⑤検討委員、地
方自治体

東京都練馬区　石神井公園
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/doc
uments/d/kensetsu/000046275
※かいぼり

東京都野川
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/doc
uments/d/kensetsu/000061174
※捕獲・駆除

-

新規（候
補）

64
分布拡大期～ま
ん延期

防除検
討外来
種

チュウゴクスジエビ Palaemon sinensis Ⅳ ○ ○ - - - - - - - ◎ -
中国、ロシア極
東（サハリンを
含む）。

本州、四国、九
州

釣り餌として用いられる。
釣りを終えた後に
余っても持ち帰るこ
と。

旧学名：Palaemonetes sinensis
河川水辺の国勢調査等により、近
年、急速な分布域の拡大が確認さ
れ、在来スジエビへの影響が懸念さ
れる。都道府県の外来種リストの他、
意向調査でも情報を得ている。

④各県：茨城、
⑤検討委員、地
方環境事務所、
地方自治体

内田ほか(2021)、今
井ほか(2021)、斉藤
他. (2017).

環境省　カワバタモロコの保全の手引き
https://www.env.go.jp/content/000134518.p
df
※捕獲・駆除：外来種対策（アメリカザリガ
ニ、スジエビ類）PDFp.23

-
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継続 ：現行リストに掲載されている種類

新規（候補） ：現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類

【国内由来の外来種】 現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変更によるものは除く）
会議用 ※対策優先度の要件は防除推進外来種のみ記入 2025.2.14時点

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

総合対策外来種（定着）

防除検討外来種（被害の大きさが防除推進外来種には及ばないもの））

新規（候
補）

1
国内由来の外来
種

防除検討
外来種

小笠原諸島のヌノメカワ
ニナ

Melanoides tuberculata Ⅰ,II ◎ - - - ○ ○ ◎ - - - -
インド、和歌山
（移入？）、鹿児
島。

小笠原
淡水、汽水域、
水路、水田

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-
小笠原諸島の河川において、固有の
オガサワラカワニナとの競合・入れ替
わりが確認されている。

④各県：愛知、
滋賀、和歌山、
鹿児島、⑤地方
自治体

佐々木ほか(2009) - -

【国内に自然分布域をもつ国外由来の外来種】

生物 導入 競合 交雑
捕食
摂食

生態
系改
変

繁殖 気候 人体
経済
産業

利用
付着
混入

総合対策外来種（定着）

防除推進外来種（生態系等へ及ぼす影響が大きなもの）

継続 1
国内に自然分布
域をもつ国外由来
の外来種

防除推
進外来
種

①④
自然分布域外のサキグロ
タマツメタ

Euspira fortunei Ⅰ,Ⅲ - - ◎ - - ○ - - ◎ - ◎

東アジア。国内
では三河湾、瀬
戸内海、有明
海。

東北～九州の
太平洋岸

干潟や泥底の浅
海

利用に関する情報は得られなかっ
た。

-

外国産アサリの種苗放流に伴い、各
地に侵入したと考えられ、侵入地の
二枚貝に甚大な影響を与えている。
本種が侵入した潮干狩り場では甚大
なアサリの捕食被害が発生し、閉鎖
された事例もある。

④各県：静岡、
長崎

大越・大越（編）
（2011）

https://www.pref.miyagi.jp/documents/1771
5/71874.pdf

防除検討外来種（被害の大きさが防除推進外来種には及ばないもの））

新規（候
補）

2
国内に自然分布
域をもつ国外由来
の外来種

防除検
討外来
種

外国産アサリ Ruditapes philippinarum Ⅳ - ○ - - - ○ - - - ◎ -
中国、朝鮮半島
沿岸。

日本各地
干潟や泥底の浅
海

国内産アサリ漁獲の激減を受けて輸
入・養畜がなされている。

アサリは日本だけでなく中国と朝鮮
半島の沿岸にも棲息しているが、国
内のアサリ漁獲量の激減を受けて、
漁連・漁協・個人単位で外国産アサ
リが輸入・蓄養されてきた。それに伴
い、数多くの国外外来種や国外外来
個体群が移入されており、海産外来
種の主要な侵入手段の一つになって
いる。

④各県：鹿児
島、千葉⑤検討
委員

大越（2004）、岩崎ほ
か（2004）

- -

新規（候
補）

3
国内に自然分布
域をもつ国外由来
の外来種

防除検
討外来
種

外国産アゲマキ Sinonovacula constricta Ⅳ - - - - ○ ○ - - - ◎ -
中国、北朝鮮、
韓国。

有明海
内湾の河口域や
干潟の泥底。

有明海の在来アゲマキ激減を受け
て放流されている。有明海のアゲマ
キは、近年禁漁が続いている。

有明海の在来アゲマキが絶滅寸前
であり、中国、北朝鮮または韓国産
のアゲマキが1996年頃より放流され
ている。その種苗に混入して、有明
海で漁業被害を発生させた国外外来
種であるカラムシロなどが移入され
た可能性が高い。本種種苗の導入
は有明海への海産外来種の主要な
侵入手段になっており、固有種また
は固有亜種が多い有明海の在来生
物の遺伝的固有性や生物多様性を
撹乱する可能性が高い。

⑤検討委員
福田（2003）,、福田
（2004）

- -

防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け 関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等

問題となってい
る地域

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由

評価項目

原産地・分布

関係する感染症
定着可能性 生態系被害 分布拡大

重要
地域

特に問題と
なる被害

逸出･拡散
生息環境等 利用状況 利用上の留意事項 備考 抽出根拠 文献等

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト　掲載種の付加情報（根拠情報）　＜動物（その他無脊椎動物）＞

問題となってい
る地域

検討区分 No 定着段階 カテゴリ
対策優先度の

要件
特定外
来生物

和名
（別名、流通名）

学名 選定理由

評価項目

原産地・分布 防除事例 防除マニュアル 他法令での位置付け
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候補種の抽出

①特定外来生物。（下記②～④で抽出された種で未判定外来生物にあたるものはその旨を記した。）
②IUCN及び日本のワースト100(在来種を除く全種が既に①に含まれている）。http://www.issg.org/database/species/search.asp?st=100ss&fr=1&str=&lang=EN
③Global Invasive Species Database　掲載種を追記する。
④都道府県の外来種リストに掲載されている種
⑤環境省の地方環境事務所、都道府県、地方公共団体、検討委員への意向調査による候補種
⑥その他：過去のリスト作成時の候補種（※）や事務局等の情報収集により、近年問題を及ぼしている/及ぼす可能性が危惧される種

※「外来種ハンドブック」日本生態学会編（2002）の外来種リスト等を元に、日本に定着している外来種をリスト化した上で以下のものについて追記を行い検討されたもの。
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資料 3-2 動物リストの凡例 

 

【動物：資料３－２】 

検討区分における凡例 

色 凡例 

 現行リストに掲載されている種類。「継続」と記述。 

 現行リストに掲載されておらず、事務局で掲載候補と判断した種類。検討

区分は「新規（候補）」と記述。 

 

カテゴリ及び和名における凡例 

色 凡例 

 現行リスト掲載種のうち、現行リストからカテゴリ区分が変更になるもの

（「その他の定着予防外来種→定着防止外来種」といったカテゴリ名の変

更によるものは除く）。 

 

※対策優先度の要件：防除推進外来種のみ記入 
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